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平成２４年１０月１１日判決言渡 

平成２０年（行ウ）第５９９号 文書一部不開示決定処分取消等請求事件 

【目次】 

             主    文  

             事実及び理由  

第１ 請求  

第２ 事案の概要  

 １ 前提事実  

 ２ 争点  

 ３ 争点に関する当事者の主張の要旨  

第３ 当裁判所の判断  

 １ 争点 (1)ア（情報公開法５条３号，４号及び６号該当性の審査方法及び主張

立証責任の所在等）について  

 ２ 争点 (1)イ（本件各処分に係る不開示文書又は不開示部分の不開示情報該当

性）について  

 ３ 争点 (2)（本件義務付けの訴えの適法性）について  

 ４ 争点 (3)（本件義務付け請求に係る請求認容（本案）要件 

  （行政事件訴訟法３７条の３第５項）該当性）について 

 ５ 結論  

別紙１ 当事者目録  

別紙２ 凡例  

別紙３ 処分目録  

別紙３の２ 別紙３処分目録の注記  

別紙４ 請求文書目録   

別紙５ 不開示理由１関係   

    不開示理由２関係   
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    不開示理由３関係   

    不開示理由４，５，６，８関係   

別紙６ 追加開示部分の一覧表  

別紙７ 本件各文書の一部開示部分又は韓国側開示文書で既に公にされている当該

試算・査定の額の前提とされた実測的又は統計的な金額・数値等  

以上 
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主    文 

１ 外務大臣が原告らに対してした別紙３処分目録の「不開示決定」欄記

載の各行政文書の全部又は一部を開示しない旨の決定のうち，同目録の

「⑦取消部分」欄記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。 

２ 外務大臣は，原告らに対し，別紙３処分目録の「⑦取消部分」欄記載

の各部分の開示決定をせよ。 

３ 本件訴えのうち，外務大臣が原告らに対して別紙３処分目録の「⑧適

法部分」欄記載の各部分の開示決定をすることの義務付けを求める部分

を却下する。 

４ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用は，これを５分し，その２を原告らの負担とし，その余を被

告の負担とする。 

事実及び理由 

   本判決中の略称・略語，表記等については，別紙２（凡例）によるものとす

る。 

第１ 請求 

 １ 外務大臣が原告らに対してした別紙３処分目録の「不開示決定」欄記載の各

行政文書（本件各文書）の全部又は一部を開示しない旨の決定（本件各処分）

を取り消す。 

 ２ 外務大臣は，原告らに対し，別紙３処分目録の「不開示文書の題名」欄記載

の各行政文書（本件各文書）につき，同「不開示部分」欄記載の各不開示部分

を開示せよ。 

第２ 事案の概要 

   本件は，原告らが，外務大臣に対し，行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律（情報公開法）に基づき，日本政府と大韓民国（韓国）政府との間にお

いて両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施されたいわゆ
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る日韓会談に関する行政文書の開示を請求したところ，外務大臣から，上記行

政文書の全部又は一部につき，情報公開法５条３号，４号又は６号等に規定す

る不開示情報が記録されているとして，その全部又は一部を開示しない旨の決

定を受け，その後その一部について追加開示決定を受けるなどしたことから，

本件各処分（なお，上記一部追加開示決定があった不開示決定については，そ

の一部追加開示決定後のものである。）の取消しを求めるとともに，当該不開

示文書又は不開示部分を開示することの義務付けを求めている事案である。 

 １ 前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全

趣旨により容易に認められる事実） 

  (1) 日韓会談の経緯等 

   ア 日韓会談 

     韓国は，明治４３年（１９１０年）８月，韓国併合条約に基づき日本に

併合され，以来日本による植民地統治下に置かれたが，昭和２０年（１９

４５年）８月１５日の日本の敗戦により，日本による植民地統治の終焉を

迎え，同年９月２０日，米軍政庁が設置され，「朝鮮内ニアル日本人財産

権取得ニ関スル件」（米軍令第３３号）により，日本の公共財産のみなら

ず私有財産も朝鮮軍政府（米軍政庁）が取得し，全部所有することとされ

た。他方，日本は，昭和２６年（１９５１年）９月８日，連合国との間に

おいて，日本国と連合国との間の戦争状態を終了させ，また，戦争状態の

存在の結果，存在していた問題を解決するため，日本国との平和条約（サ

ンフランシスコ平和条約）に調印した（このサンフランシスコ平和条約は，

２条(a)において，「日本国は，朝鮮の独立を承認して，済州島，巨文島

及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利，権原及び請求権を放棄す

る。」と規定し，４条(a)において，「この条の(b)の規定を留保して，日

本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及

びその国民の請求権（債権を含む。）で現にこれらの地域の施政を行って
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いる当局及びそこの住民（法人を含む。）に対するものの処理並びに日本

国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対す

るこれらの当局及び住民の請求権（債権を含む。）の処理は，日本国とこ

れらの当局との間の特別取極の主題とする。」とした上，４条(b)におい

て，「日本国は，・・・合衆国軍事当局により，又はその指令に従ってな

された日本国及びその国民の財産処理の効力を承認する。」と規定してい

た。）。 

     その後，旧植民地である韓国と旧宗主国である日本との間において，昭

和２６年（１９５１年）から昭和４０年（１９６５年）までの１４年間に

わたり，次のとおり国交正常化を目的とする７次にわたる会談（なお，国

交正常化交渉中における日韓会談は，複数の委員会を設置し，各委員会に

おいて各懸案事項を議論するという方式が採られた。）が行われた。 

    (ｱ) 第一次日韓会談 

      日本政府は，昭和２７年(１９５２年)４月２８日のサンフランシスコ

平和条約の発効に先立って，昭和２６年（１９５１年）１０月２０日，

韓国政府との予備会談（日韓会談の予備会談）を開始し，国籍処遇委員

会及び船舶委員会が設置された。 

      第一次日韓会談は，平和条約発効までに交渉を妥結することを共通の

目標として，昭和２７年（１９５２年）２月１５日に東京で開始され，

追加的に財産請求権委員会，漁業委員会及び基本関係委員会が設置され

たが，第一次日韓会談直前に，韓国の李承晩大統領（李大統領）が，一

方的に韓国の主権が及ぶ範囲を示した境界線（李ライン）を設定し，以

後，李ライン水域での日本漁船の拿捕や銃撃に関する問題が発生し，ま

た，第一次日韓会談においては，韓国政府から請求権問題を始めとする

多くの問題について日本政府の立場と相容れない主張がされるに至った

ため，同年４月２４日に終了した。 
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    (ｲ) 第二次日韓会談 

      第二次日韓会談は，昭和２８年（１９５３年）４月１５日に東京で開

始され，基本関係委員会，財産請求権委員会，「在日韓人」の国籍処遇

委員会，漁業委員会及び船舶委員会が設置された後，同年７月２３日に

終了した。 

    (ｳ) 第三次日韓会談 

      第三次日韓会談は，昭和２８年（１９５３年）１０月６日に東京で開

始され，基本関係委員会，財産請求権委員会，「在日韓人」の国籍処遇

委員会，漁業委員会及び船舶委員会が設置されたところ，財産請求権委

員会第２回会議における日本側首席参与Ｚ２２１（Ｚ２２１参与）の発

言に対して韓国政府及び韓国政府関係者（韓国側）が反発するなどし，

同月２１日に終了した。 

    (ｴ) 第三次日韓会談から第四次日韓会談までの中断期 

      昭和３２年（１９５７年）１２月３１日，日本の藤山愛一郎外務大臣

（藤山外務大臣）と在日本韓国代表部代表Ｚ２２２大使との間で会談が

行われ，日本政府が，第二次世界大戦の終了前から日本に引き続き居住

している韓国人で日本の入国者収容所に収容されているものを釈放する

こと及び韓国が，韓国の外国人収容所に収容されている日本人漁夫を日

本に送還し，かつ，第二次世界大戦後の韓国人不法入国者の送還を韓国

に受け入れることが合意され，同時に，日本政府が，韓国政府に対し，

日本政府が昭和２８年１０月１５日にＺ２２１代表が行った発言を撤回

し，かつ，昭和３２年１２月３１日付けの合衆国政府の見解の表明を基

礎として，昭和２７年３月６日に日本と韓国との間の会談において日本

側代表が行った在韓財産に対する請求権主張を撤回することを通告し，

昭和３２年１２月３１日，日韓全面会談再開発表に関する共同発表（そ

の内容は要旨上記のとおりである。）が行われた。 
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    (ｵ) 第四次日韓会談 

      第四次日韓会談は，昭和３３年（１９５８年）４月１５日に東京で開

始され，基本関係委員会，韓国請求権委員会，「在日韓人」の法的地位

に関する委員会（「在日韓人」の国籍処遇委員会），漁業及び「平和ラ

イン」委員会が設置されたところ，昭和３５年（１９６０年）４月１９

日に韓国においていわゆる４・１９革命が起こるなどしたたため，同月

２５日に終了した。 

    (ｶ) 第五次日韓会談の予備会談 

      第五次日韓会談のための予備会談は，昭和３５年（１９６０年）１０

月２５日に東京で開始され，基本関係委員会，請求権委員会，在日韓国

人の法的地位に関する委員会（「在日韓人」の国籍処遇委員会），漁業

及び「平和ライン」委員会が設置され，昭和３６年（１９６１年）５月

６日に自由民主党代表団が訪韓したが，同月１６日，韓国において朴正

熙らによって政権が倒され，当該予備会談が終了した。 

    (ｷ) 第六次日韓会談 

      第六次日韓会談は，昭和３６年（１９６１年）１０月２０日に東京で

開始され，委員会の構成は第五次日韓会談のための予備会談と同じもの

とされ，同年１１月１２日に日本の大平正芳外務大臣（大平外務大臣）

と韓国のＺ２２３中央情報部長（Ｚ２２３中央情報部長）との会談が開

かれていわゆる「Ｚ２２３・大平」メモが作成され，昭和３９年（１９

６４年）４月６日に終了した。 

    (ｸ) 第七次日韓会談 

      第七次日韓会談は，昭和３９年（１９６４年）１２月３日に東京で開

始され，昭和４０年（１９６５年）２月２０日，日本と韓国との間で，

「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約（日韓基本条約）」

が仮調印され，同年４月３日には，両国間で関連三協定が仮調印された。 
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   イ 日韓基本条約の調印等 

     その結果，日本と韓国は，昭和４０年（１９６５年）６月２２日，日韓

基本条約のほか，「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に

関する日本と韓国との間の協定（請求権協定）」，「日本国と大韓民国と

の間の漁業に関する協定（漁業協定）」，「在日韓国人の法的地位及び待

遇に関する協定（法的地位協定）」，「文化財及び文化協力に関する日本

国と大韓民国との間の協定（文化協力協定）」の４協定及び１交換公文を

締結し，各種の取決め関係文書を作成した。 

  (2) 本件各文書の保有等 

   ア 外務省は，上記(1)の日韓会談の議事録，添付資料及び内部検討文書等

の公文書として，本件各文書を保有している。 

   イ 韓国政府は，２００５年（平成１７年），その保有に係る日韓会談に関

する韓国側文書を公開した。 

  (3) 本件開示請求から本件訴えに至る経緯等 

   ア 本件開示請求等 

    (ｱ) 原告らは，平成１８年４月２５日，外務大臣に対し，情報公開法に基

づき，別紙４請求文書目録記載の文書についての開示請求（本件開示請

求。甲１）をした。 

    (ｲ) 外務大臣は，本件開示請求について対象文書を特定したところ，その

分量は，行政文書ファイルにして約１８３冊になると見込まれ，最終的

には文書数にして１９１６通，総開示実施頁数は５万２６９６ページに

及ぶことが判明した。 

    (ｳ) 外務大臣は，平成１８年５月２５日，原告らに対し，本件開示請求に

ついて，情報公開法１１条に基づき開示決定等の期限の特例を適用し，

同年６月２４日までに可能な部分について開示決定等を行い，残りの部

分については平成２０年５月２６日までに開示決定等をする予定である
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旨の通知（乙Ａ１０）をした。 

      なお，当該通知には，「上記条項を適用する理由」として，「開示対

象となる行政文書が著しく大量であり，かつ，担当課において他に処理

すべき開示請求案件が著しく多く，また，他の事務が著しく繁忙であり，

開示請求日から６０日以内にその全てについて開示決定等をすることに

より事務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるため」との記載があ

る。 

   イ 本件訴えに係る不開示決定等に至る経緯 

    (ｱ) 外務大臣は，平成１８年８月１７日，情報公開法１１条に基づき，本

件開示請求に係る行政文書の一部（１３文書）につき，同法５条３号を

不開示理由としてそれぞれの一部を不開示とし，それを除いた部分を開

示する部分開示決定をし，原告らに対し，その旨の通知をした。 

    (ｲ) 原告らは，平成１８年１０月２日，行政不服審査法（行審法）６条に

基づき，上記(ｱ)の部分開示決定に対し異議申立てをするとともに，同

年１２月１８日，東京地方裁判所に対し，<ｱ> 上記(ｱ)の部分開示決定

のうち上記(ｱ)の行政文書（１３文書）の不開示部分に係る決定の取消

し及び同部分の開示の義務付けを求めるとともに，<ｲ> 外務大臣がそ

の余の文書に係る開示決定等をしないことの違法確認及びその開示の義

務付けを求める訴え（東京地裁平成○年（行ウ）第○号。別件訴訟①）

を提起した。 

    (ｳ) 外務大臣は，上記(ｲ)の異議申立てを受理し，平成１９年３月２８日，

上記(ｱ)の部分開示決定を取り消し，改めて上記(ｱ)の行政文書（１３文

書）につき全部開示するとの決定をした。 

    (ｴ) 外務大臣は，平成１９年４月２７日，本件開示請求に係る行政文書の

一部（２５文書）につき各開示決定等をし，原告らに対し，その旨の通

知をした。 
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    (ｵ) 外務大臣は，平成１９年１１月１６日，本件開示請求に係る行政文書

の一部（１４１文書）につき各開示決定等（このうち２６文書について

は全部又は一部不開示）を行い，原告らに対し，その旨の通知をした。 

    (ｶ) 東京地方裁判所は，平成１９年１２月２６日，別件訴訟①において，

外務大臣が未開示の行政文書について開示決定等を行わないことが違法

であることを確認する旨の判決（乙Ａ１９）を言い渡した（同判決につ

いては，被告が控訴したが，平成２０年５月２８日，原告らが，後記ウ

(ｱ)～(ｳ)のとおり同月９日までに本件開示請求に係る行政文書の全部に

つき開示決定等が行われたことを受け，別件訴訟①について訴えの取下

げをし，その後被告がこれに同意した。）。 

    (ｷ) 原告らは，平成２０年４月２３日付けで，東京地方裁判所に対し，上

記(ｵ)記載の全部又は一部不開示に係る行政文書（２６文書）のうち，

１３文書(全部不開示文書１及び一部不開示文書１２)について不開示決

定の取消しを求める訴え（東京地裁平成○年（行ウ）第○号。別件訴訟

②）を提起した。 

      別件訴訟②については，<ｱ> 平成２１年１２月１６日，東京地方裁

判所が請求棄却の判決を言い渡し，これに対して原告らが控訴をしたが，

<ｲ> 平成２２年６月２３日，東京高等裁判所が控訴棄却の判決を言い

渡し，これに対して原告らが上告及び上告受理の申立てをしたものの，

<ｳ> 同年１０月６日付けで，原告らが上告を取り下げ，平成２３年５

月９日，最高裁判所が上告受理の申立てにつき不受理決定をし，上記<ｱ

>の東京地方裁判所の判決が確定した。 

   ウ 本件訴えに係る不開示決定等 

    (ｱ) 外務大臣は，平成２０年４月１８日，本件開示請求に係る行政文書の

一部（１３０文書）につき各開示決定等を行い，このうち５文書（別紙

３処分目録の通し番号１－１，１－２，１－３，２－１及び２－２記載
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の各行政文書）については，それぞれ情報公開法５条３号又は６号に規

定する不開示情報が記録されているとして，その一部を開示しない旨の

決定をし，原告らに対し，その旨の通知（甲２～４）をした。 

    (ｲ) 外務大臣は，平成２０年５月２日，本件開示請求に係る行政文書の一

部（５８４文書）につき各開示決定等を行い，このうち７６文書（別紙

３処分目録の通し番号１－４～１－５８，２－３～２－２１，３－１～

３－８，４－１，４－２，４－６－２及び５－１の各行政文書）につい

ては，それぞれ情報公開法５条３号，４号又は６号に規定する不開示情

報が記録されているとして，その全部又は一部を開示しない旨の決定を

し，原告らに対し，その旨の通知（甲５～２４）をした。 

      (ｳ) 外務大臣は，平成２０年５月９日，本件開示請求に係る残り全ての

行政文書（１０２３文書）につき各開示決定等をし，このうち２８８文

書（別紙３処分目録の通し番号１－５９～１－２５９，２－２２～２－

１０９，３－９～３－４８，４－３～４－６，４－７～４－１１，６－

１～６－３，８－１及び８－２の各行政文書。以下，上記(ｱ)記載の５

文書及び(ｲ)記載の７６文書も合わせたこれらの行政文書を「本件３６

９文書」という。）については，それぞれ情報公開法５条３号，４号又

は６号に規定する不開示情報が記録されているとして，その全部又は一

部を開示しない旨の決定をし，原告らに対し，その旨の通知（甲２５～

９７）をした。 

    (ｴ) 外務大臣は，平成２０年５月２６日，別紙３処分目録の通し番号１－

１５（乙Ａ２７４），１－９４（乙Ａ２４９），１－９６（乙Ａ２５

０），１－１５４（乙Ａ２９８），１－１７０（乙Ａ３１１）の各行政

文書につき追加開示決定をし，原告らに対し，その旨の通知（乙Ａ１の

２，Ａ２の２，Ａ３の２，Ａ４の２，Ａ５の２）をした。 

    (ｵ) 原告らは，平成２０年６月１０日，上記(ｱ)～(ｳ)の各不開示決定（た
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だし，その対象となる行政文書は，本件３６９文書の外，本件訴訟対象

外の行政文書を含む合計５２０文書である。）に対して異議申立てをし

た。なお，原告らは，外務省から，異議申立書に行審法上の不備がある

として累次の補正命令を受けたが，補正命令に対する回答は必要ない旨

の「回答及び申入書」と題する書面を提出した。 

    (ｶ) 原告らは，平成２０年１０月１４日，上記(ｱ)～(ｳ)の各不開示決定

（ただし，その対象となる行政文書は，本件３６９文書である。）の取

消しを求め，本件訴えを提起した。 

   エ 本件訴えの提起後における追加開示決定 

    (ｱ) 外務大臣は，平成２２年６月２３日，別紙３処分目録の通し番号１－

１５，１－６５，１－６６，１－９４，１－９６，１－１５４及び１－

１７０の各行政文書につき一部追加開示決定をし，原告らに対し，その

旨の通知（乙Ａ２６９）をした。 

    (ｲ) 外務大臣は，平成２２年８月２３日，別紙３処分目録の通し番号１－

１７１，１－１７２，１－１７４及び１－１８６の各行政文書につき一

部追加開示決定をし，原告らに対し，その旨の通知（乙Ａ３２６）をし

た。 

    (ｳ) 外務大臣は，平成２３年８月２９日，本件３６９文書のうち，２１文

書については全部の追加開示決定を，４２文書（このうち，本件訴えに

おいて不開示部分の取消しを求めるものは，別紙３処分目録の通し番号

１－３０，１－１２５，１－１４４，１－１７８，１－１８２，１－１

８４，１－１９５，１－２２９，１－２３１，１－２３２，１－２３９，

１－２４０，２－３４，２－７０，２－９６，２－１０９，３－１８，

３－３０，３－３６，３－３８，３－４３及び３－４５の各行政文書で

ある。）については一部の追加開示決定をし，原告らに対し，その旨の

通知（乙Ａ４１４）をした。 
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    (ｴ) 外務大臣は，平成２３年１２月２１日，別紙３処分目録の通し番号３

－４１の行政文書につき一部追加開示決定をし，原告らに対し，その旨

の通知（乙Ａ４９０）をした。 

  (4) 本件各文書及びその不開示部分の内容 

    本件各文書及びその不開示部分の内容は，別紙５の「前提事実（各論）」

欄記載のとおりである（なお，本件各文書の不開示部分の内容は，いずれも，

被告主張に係る不開示部分の内容のほか，当該文書の表題及びその前後の開

示部分等の間接事実から推認されるものである。）。 

  (5) 日本と韓国等との間の一般的情勢 

   ア 日本と韓国との間の懸案事項等 

    (ｱ) 竹島問題 

     ａ 概要 

       竹島は，隠岐諸島の北西約１５７㎞，北緯３７度１４分，東経１３

１度５２分の日本海上に位置する群島であり，日本政府は，遅くとも

江戸時代初期に当たる１７世紀半ばには，その領有権を確立していた

として，島根県知事等の意見を聴取した上，明治３８年（１９０５

年）の閣議決定をもって竹島を島根県に編入し，竹島を領有する意思

を再確認した。また，サンフランシスコ平和条約の起草過程において，

韓国がアメリカ合衆国（米国）に対し日本が権利，権限及び請求権を

放棄する地域の一つに竹島を加えるように要望したのに対し，米国が

韓国側の主張を明確に否定しており，さらに，日米行政協定に基づき

同協定の実施に関する日米間の協議機関として設立された合同委員会

においては，竹島について協議され，かつ，竹島が在日米軍の使用す

る区域としての決定を受けた。 

         他方，昭和２７年（１９５２年）１月，李大統領は，「海洋主権宣

言」を行い，国際法に反する李ラインを一方的に設定し，李ラインの
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内側の水域（李ライン水域）における漁業管轄権を一方的に主張する

とともに，李ライン内に竹島を取り込み，昭和２８年（１９５３年）

７月には，海上保安庁の巡視船が，韓国漁船を援護していた韓国官憲

から銃撃を受ける事件が発生し，昭和２９年（１９５４年）６月には，

韓国内務部は，韓国沿岸警備隊が駐留部隊を竹島に派遣した旨発表し

た。さらに，同年８月，竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が竹島

から銃撃され，これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが

確認された。韓国は，上記駐留部隊の派遣後も，竹島に引き続き警備

隊員を常駐させるとともに，宿舎や監視所，灯台，接岸施設等を構築

している。 

       これに対し，日本政府は，韓国による竹島の占拠は，国際法上何ら

根拠がないまま行われている不法占拠であり，竹島の領有権を日本国

が有するとする日本政府の立場からは決して容認できるものではない

として，韓国政府が竹島をめぐり何らかの措置等を行うたびに厳重な

抗議を重ねるとともに，その撤回を求めている。 

       以上のように，竹島については，① 日本政府は，竹島が，歴史的

事実に照らしても，かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土であり，

韓国による竹島の占拠は，国際法上何ら根拠がないまま行われている

不法占拠であって，韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対し

て行ういかなる措置も法的な正当性を有するものでないなどと主張し

ているのに対し，② 韓国政府は，歴史的に韓国の領土であるなどと

主張しており，いわゆる竹島問題は，日韓関係における最大の懸案事

項の一つとなっている。 

       竹島問題については，日本の国会審議でも恒常的に議論されている

ほか，韓国においても，韓国駐在の日本国大使館に対して抗議行動が

行われるなど，日本及び韓国の政府及び国民がそれぞれの立場から高



 15 

い関心を寄せている。 

（乙Ａ１１～１４） 

     ｂ 竹島問題についての日韓両政府の交渉等の経緯 

      (a) 日本政府は，昭和２７年（１９５２年）１月，韓国政府に対し，

韓国政府が李ライン内に竹島を含めたことに対する抗議をするとと

もに竹島に対する韓国の領有権を認めない旨の口上書を送った。し

かし，昭和２８年（１９５３年）５月，島根県の水産試験船が竹島

に上陸した韓国人漁夫を発見したことから，日本政府は，同年６月，

関係省庁による対策協議の結果，竹島問題対策要綱を決定し，韓国

政府に対する口上書による抗議や巡視船による竹島周辺の巡視警戒

を実施するなどした。 

        昭和２９年（１９５４年）６月，韓国内務部は，竹島に沿岸警備

船を派遣することを発表し，同年７月には，それに代わって警備隊

を常駐させる旨を発表したところ，日本政府は，同年８月，韓国公

務員が竹島に駐在していることを確認し，また，韓国竹島警備隊の

海上保安庁巡視船に対する銃撃事件が起きたことから，関係省庁で

協議の結果，同年９月以降，洋上巡視を実施することとした。 

      (b) また，日本政府は，竹島問題を平和的手段により解決するべく，

昭和２９年（１９５４年）９月，閣議で竹島問題を国際司法裁判所

に提訴する方針を決定し，駐日韓国公使に対し，竹島の領有権問題

を国際司法裁判所に付託することについて韓国政府の同意を求める

旨の口上書を渡すとともに，外務省情報文化局長談等を発表したが，

同年１０月，韓国政府は，日本政府に対し，上記提案を拒否する旨

の口上書を送付した。 

      (c) 日韓両政府は，昭和３０年（１９５５年）１月２９日のＺ２２

４・Ｚ２２５会談において，日韓問題全体の空気を改善する立場か
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ら，竹島問題が他の懸案解決に累を及ぼさないようにするため，竹

島問題を日韓会談とは別とすることを合意した。 

        もっとも，昭和３７年（１９６２年）３月に開催された日韓外相

会談において，小坂善太郎外務大臣（小坂外務大臣）は，崔徳新韓

国外務部長官（崔長官）に対し，竹島問題を国際司法裁判所に付託

することを提案したが，崔長官は，竹島は韓国の領土であり，この

問題を取り上げることは今次の政治折衝の進展に支障を来すとして，

これを受け入れなかった。 

      (d) 昭和３７年（１９６２年）９月の日韓会談予備交渉において，日

本政府は，韓国政府に対し，「日韓国交正常化と同時に（又は，正

常化後直ちに）竹島問題を国際司法裁判所に提訴することを韓国側

が約束してくれればよい。」と述べ，また，同年１１月１２日の大

平外務大臣・Ｚ２２３中央情報部長会談において，大平外務大臣は，

Ｚ２２３中央情報部長に対し，「国交正常化後に本件の国際司法裁

判所への提訴に応ずることだけはぜひ予約してほしい（提訴及び応

訴は国交正常化後となる。）。なお，領土紛争等に関するこの種裁

判の先例でも明らかなとおり，提訴から判決まで少なくとも２年内

外はかかるので，竹島に関する判決が下るのも国交正常化後，相当

期間経過してからとなるわけであり，さしあたり双方の国民感情を

刺激するおそれはないという事実を了解されたい」旨の文書を提示

してその旨述べたところ，韓国政府（Ｚ２２３中央情報部長）から

「第三国（米国を念頭においているようであった。）の調停に任す

ことを希望する。第三国が日韓関係を考慮しつつ調停のタイミング

及び内容を弾力的に取りはからうことができよう」との回答があっ

た。 

        さらに，日本政府は，同年１２月中旬，韓国政府に対し，①両国
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の主張を折衷した妥協案としての方策と，②①により問題が解決し

ない場合には竹島問題を国際司法裁判所に付託することを提案する

旨の文書を提示したが，これに対し，韓国政府は，同月２１日に開

催された日韓予備交渉第２０回会合において，日本政府に対し，

「第三国による居中調停（mediation）以外に適当な方法は考えら

れない」と主張した。 

      (e) その後，日韓会談の諸問題の解決が進展し，昭和４０年（１９６

５年）３月２４日，佐藤榮作内閣総理大臣（佐藤総理）は，李東元

韓国外務部長官（李長官）との会談の際，「竹島問題は現在決まら

ないとしてもいかなる方向に持っていくかさえはっきりすればよい

と考える」と述べ，また，椎名悦三郎外務大臣（椎名外務大臣）も，

李長官との会談の際，「３案件（裁判所注：漁業・法的地位・請求

権問題）の案文が固まった頃，政治的見地に立って，竹島問題解決

の目途をつけ，その上で全てのものを一括調印したい」と述べた。 

        しかし，同年４月１３日に開催された首席代表会談において，韓

国のＺ２２６代表は，「今後の最大難関は竹島問題である。日本側

の国際司法裁判所付託はもちろんＺ２２３案の居中調停すら韓国で

は受け入れられない」と述べた。 

      (f) 日韓両政府は，日韓条約諸協定案の条文化交渉が最終段階に入っ

た昭和４０年（１９６５年）６月１７日から，竹島問題解決のため

の条文化交渉を開始したが，①対象となる「紛争」の表現方法，②

当該紛争を外交上の経路を通じて解決できなかった場合の解決方法

（仲裁又は調停）等をめぐって対立し，２回にわたる日韓外相会談

と佐藤総理・李長官会談を経た上，同月２２日，両国間の紛争につ

いて外交上の経路を通じて解決できない場合には両国政府が合意す

る手続に従い調停によって解決を図る旨の紛争の解決に関する交換
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公文を調印することとなった。 

        しかしながら，竹島問題については，上記ａのとおり，現在もな

お日韓間で解決に至っていない。 

      (g) なお，竹島問題に関して，昭和２７年（１９５２年）１月から昭

和４０年（１９６５年）末までに，日本政府は韓国政府宛てに口上

書を３３回送付し，韓国政府は日本政府宛てに口上書を２６回送付

した。 

（乙Ａ４０，Ａ５０，Ａ８３） 

    (ｲ) 日本と韓国との間の国交正常化交渉における重要な懸案事項 

     ａ 請求権問題 

      (a) 請求権問題の概要と交渉経緯 

       ⅰ 請求権問題（以下，財産請求権問題，財産・請求権問題という

場合もある。）は，前記のサンフランシスコ平和条約４条(a)の

規定に関し，韓国の「対日請求要綱八項目」（乙Ａ２７９［２～

１７ページ］参照）をめぐって議論された問題であり，日韓両国

が国交を正常化するに当たって解決すべき諸懸案のうちで最も重

要かつ困難な交渉案件であった。 

       ⅱ 韓国政府は，第一次日韓会談から，請求権問題を提起し，その

交渉の中で「対日請求要綱八項目」を提案していた。この「対日

請求要綱八項目」とは，具体的には，①「朝鮮銀行を通じて搬出

された地金と地銀の返還請求」，②「日本政府の対朝鮮総督府債

務の弁済の請求」（これは，郵便貯金，国債，朝鮮簡易生命保険

といった朝鮮総督府の外局である朝鮮総督府逓信局に関係するも

のも含まれる。），③「１９４５年８月９日以後韓国から振替又

は送金された金員の返還請求」，④「１９４５年８月９日現在韓

国に本社，本店又は主たる事務所があった法人の在日財産の返還
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請求」，⑤「韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対

する日本国債，公債，日本銀行券，被徴用韓人の未収金，補償金

及びその他の請求権の弁済の請求」（これには，「韓国人の対日

本政府請求恩給関係その他」として，朝鮮人公務員に対しての未

払恩給が含まれる。），⑥「韓国法人又は韓国自然人所有の日本

法人の株又はその他の証券についての法的認定の請求」，⑦「前

記諸財産又は請求権から生じた諸果実の返還の請求」，⑧「前記

の返還及び決済は協定成立後即時開始し，遅くとも６か月以内に

終了すること」である。 

         これに対し，日本政府は，韓国政府との間で，財産請求権の法

的根拠や事実関係についての交渉を継続したところ（当該交渉の

間に「相互放棄案（日韓両国及びその国民の全ての財産及び請求

権を相手方への請求権と相互に放棄することによって，日韓間に

おける請求権問題の解決を図る方法）」が示されたこともあっ

た。），財産請求権の法的根拠についての理解の対立，証拠資料

の散逸等の事情から，個々の問題の積み上げ方式による解決はほ

ぼ不可能な状態となった。 

         しかし，日本政府としては，請求権問題のために日韓両国間の

友好関係の確立を遅らせることは，大局的見地からみて適当でな

く，また，将来における両国間の友好関係の発展という見地から，

韓国の政治の安定，経済の発展に貢献することが必要であるとの

考慮から，我が国の財政事情や韓国の経済開発計画のための資金

の必要性をも勘案した上，韓国政府に対し，３億ドルの無償供与

及び２億ドルの長期低利の貸付けという膨大な金額の資金供与を

行うこととし（以下，当該無償供与等を「対韓経済協力」とい

う。），これと並行して請求権問題を最終的に解決することとし
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て請求権協定を締結した。 

         この全体的な問題解決の方法の一つとして，請求権協定２条１

において，「両締約国は，両締約国及びその国民(法人を含む。)

の財産，権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権

に関する問題が，昭和２６年（１９５１年）９月８日にサン・フ

ランシスコ市で署名された平和条約第４条(a)に規定されたもの

を含めて，完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す

る。」との規定が盛り込まれた（以上に関する日韓交渉の具体的

交渉経緯の概要のうち，第一次日韓会談以前（昭和２６年頃）か

ら第六次日韓会談中の昭和３８年７月頃までのものは，通し番号

１－１８の文書（昭和３７年７月１日付け「日韓会談問題別経緯

(4)（一般請求権問題）」と題する文書及び昭和３８年１０月１

日付け「日韓会談問題別経緯(4)（一般請求権問題）その２」と

題する文書。乙Ａ１８８）を，第六次日韓会談以降のものは，日

韓国交正常化交渉の記録総説８～１２（通し番号１－６９の文書

（乙Ａ１０８），通し番号１－２５２の文書（乙Ａ８３），通し

番号２－３４の文書（乙Ａ１１３），通し番号３－１８の文書

（乙Ｂ５６），通し番号１－１０９の文書（乙Ａ３７））をそれ

ぞれ参照のこと。）。 

（乙Ａ２７９） 

      (b) 請求権問題に関連するその他の問題 

       ① 「船舶引き渡し問題」とは，第二次世界大戦終戦当時に日本沿

岸に存在していた韓国籍船舶の所有権をめぐる問題である。 

         「日本国沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律（昭和２

２年法律第１１６号）」は，戦争終結直後，日本沿岸に置き去り

にされたと認定された船舶につき，一定期間内に所有者が返還を
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要求しない場合の売却処分の方法等について定めた法律であり

（なお，同法律は，昭和２９年（１９５４年）に廃止された。），

司法省と海運総局の間の取決めにより，密航，密貿易事件等の船

舶で地方検察庁が捜査・訴訟手続中の船舶であっても適当と認め

られる場合には，同法により処分することとされ，そのため不法

入国に使用された朝鮮籍船舶についても同法により処分されるこ

とになった。なお，その後，韓国側から要求のある抑留船につい

ては返還することとされた。 

         また，韓国籍Ｚ１は，諸事情により，昭和２０年（１９４５

年）８月から昭和２２年（１９４７年）４月までの間，日本に残

留していたところ，近畿海運局の指示により，海運業者が代理保

管を請け負った。そのため，同年７月，当該業者が保管費用の支

払を日本政府に求めたが，日本政府は，支払には連合国軍の指示

が必要であるなどと主張したため，当該業者は，連合国軍総司令

部民間財産管理部にもその斡旋を要請した。 

（乙Ａ２４６） 

       ② 「朝鮮半島への帰還者に対する補償金問題」とは，韓国へ帰還

する在日朝鮮人に対する「補償金」に係る問題である。 

       ③ 「韓国に円系通貨及び日銀券が流通していたことと同国内にお

けるインフレ発生責任あるいは所持者に対する責任の存否又は関

連性の有無という問題」とは，大蔵省により類型化された円系通

貨の発行に関連する責任を日本政府が負担する必要があるかとい

う問題である。 

       ④ 「国内補償問題」とは，請求権協定の締結によって，我が国が

日本国民の在外私有財産を放棄する場合にも憲法２９条に定める

補償を行わなければならないか否かという問題である。 
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       ⑤  「日銀券焼却問題」とは，戦前，朝鮮においては日本銀行券

（日銀券）が流通していたところ，戦後の米軍占領下において，

韓国内にあった日銀券が回収され，昭和２１年（１９４６年）４

月及び昭和２２年（１９４７年）１月の２回にわたって焼却され

たことから，日本銀行が焼却された日銀券の原所有者に対し補償

する責任を負うか否かについて，日本政府部内で議論された問題

のことである。 

（乙Ａ２１２） 

       ⑥ 日本と韓国は，サンフランシスコ平和条約の４条(c)の規定

（日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを

結ぶ日本所有の海底電線は，二等分され，日本国は，日本の終点

施設及びこれに連なる電線の半分を保有し，分離される領域は，

残りの電線及びその終点施設を保有する。）に基づき，日韓間の

海底ケーブル（電線）が日韓間で二等分されることになり，具体

的な分割点についての技術的細目を別途の取極めにより確定する

こととなった。 

         そこで，日本と韓国は，昭和４０年（１９６５年）以降，当該

取極めに向けた非公式な協議を行ったが，昭和４３年の時点にお

いて，分割点の決め方について依然として日韓間で認識の隔たり

があった。 

         「日本の在外財産の一部をなす海底電線」とは，韓国との間で

上記のとおり協議された海底電線である。 

（乙Ａ３６９） 

       ⑦ 「在外本店会社の在日財産の帰属問題」とは，韓国に本店を設

置していた法人の在日財産の帰属をめぐり，韓国側が同財産の引

渡しを要求したことに端を発する問題のことである。 
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       ⑧ 日本政府は，昭和２６年（１９５１年）９月に署名されたサン

フランシスコ平和条約の規定により，請求権問題の処理につき日

韓間で取り決めるに当たって，昭和３９年（１９６４年）４月，

外務省において，３８度線及び休戦ライン付近に存在する日本の

在外財産（具体的には，北緯３８度以北で，かつ，朝鮮戦争後の

休戦ライン以南であるいわゆる「三角地帯」と呼ばれる地域に存

在していた日本の財産）の処理について検討した。 

     ｂ 漁業権問題 

      (a) 日韓会談においては，日本海における日韓間の漁業管轄権（一般

的には，自国が漁業に関して排他的管轄権を行使することができる

水域を意味する漁業専管水域）をめぐる問題が議論され，日韓基本

条約とともに締結された漁業協定１条１項に，「それぞれの締約国

が自国の沿岸の基線から測定して十二海里までの水域を自国が漁業

に関して排他的管轄権を行使する水域（以下「漁業に関する水域」

という。）として設定する権利を有することを相互に認める。」と

の規定が盛り込まれた。 

        その後，日本政府は，平成８年（１９９６年）に批准した国連海

洋法条約の趣旨を踏まえ，沿岸国が自国の排他的経済水域（ＥＥ

Ｚ）において，海洋生物資源の管理や新たな漁業秩序を確立するた

め，平成１１年（１９９９年），韓国政府との間で「漁業に関する

日本国と大韓民国との間の協定（新漁業協定）」を締結した。同協

定においては，相互入会い（２条ないし６条），漁業暫定水域の設

定（８条から１０条まで及び附属書Ⅰ），日韓漁業共同委員会の設

置（１２条）等の事項が定められている。 

      (b) 日韓会談においては，日韓漁業借款問題（日韓間の漁業の借款に

係る問題）も議論され，日本政府は，日韓経済協力の一環として，
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韓国政府の要望に応じて両国間の漁業協力を積極的に推進するとい

う観点から，請求権協定に関する交換公文において，「１ 三億合

衆国ドル(三〇〇，〇〇〇，〇〇〇ドル)の額を超える商業上の基礎

による通常の民間信用供与が，日本国の国民により締結されること

がある適当な契約に基づいて，大韓民国の政府又は国民に対し行な

われることが期待され，これらの信用供与は関係法令の範囲内で容

易にされ，かつ，促進されるものとする。」と規定した上で，「２

 １の供与には，九千万合衆国ドル(九〇，〇〇〇，〇〇〇ドル)の

額に達することが期待される漁業協力のための民間信用供与及び三

千万合衆国ドル(三〇，〇〇〇，〇〇〇ドル)の額に達することが期

待される船舶輸出のための民間信用供与が含まれ，これらの信用供

与が日本国政府により承認されるに当たっては，できる限り好意的

に配慮されるものとする。」と規定した。 

      (c) 日本政府は，第一次日韓会談が開催された昭和２７年（１９５２

年）当時，公海上で操業していた日本漁船が韓国政府官憲等に拿捕

され，日本漁船船員が韓国政府に抑留されるという事案が多発した

ことから，政府部内において日本漁船の警備態勢等の対策を議論し，

また，その後の日韓会談においても，このような事案の多発を憂慮

し，日本漁船船員抑留問題（在韓抑留漁夫問題）を人道上の問題と

して早急に解決する方針の下，韓国政府と交渉を進め，その結果，

韓国政府に抑留された日本漁船船員と長崎県大村市に所在した外国

人収容所（大村収容所）に収容された韓国人刑余者とを相互に釈放

することで韓国政府と合意し，昭和３２年（１９５７年）１２月，

藤山外務大臣と在京韓国代表部Ｚ２２２大使との間で，相互釈放及

び全面会談再開に関する取極文書が調印された（当該取極文書には，

日本政府は，第二次世界大戦の終了前から我が国に引き続き居住し
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ている韓国人で，大村収容所に収容されている者を釈放し，韓国政

府は在韓抑留日本人漁夫を送還し，かつ第二次世界大戦後の韓国人

不法入国者の送還を受け入れる旨の了解覚書が含まれていた。）。 

        そこで，日本政府は，当該了解覚書に基づき，韓国政府との間で，

韓国に抑留された日本漁船船員と大村収容所に収容された韓国人刑

余者との相互釈放を実施する計画に関する協議が行われた上，昭和

３３年（１９５８年）２月，在日韓人刑余者４７４名全員の国内釈

放を完了し，韓国側は，同年５月，取極めの対象となっていた日本

人漁夫９２２名全員の釈放送還を完了した。 

        なお，その後も，昭和３４年（１９５９年）には，合計１０隻，

乗組漁夫は１０１名が拿捕されたとされ，同年７月，在日韓国代表

部Ｚ２２７大使は，藤山外務大臣を来訪し，日韓全面会談をできる

だけ速やかに無条件再開したいという韓国政府の提案を伝えるとと

もに，併せて釜山に収容されている日本人漁夫と大村収容所にいる

不法入国韓人との「相互送還」をこの際できるだけ速やかに実施す

ることとしたい旨を口頭で申し出た。 

     ｃ 文化財問題 

      (a) 文化財問題の概要とその交渉経緯 

       ① 韓国側は，昭和２６年（１９５１年）末の日韓予備会談の際か

ら日本に所在する朝鮮文化財（古書籍，美術骨董品，考古学資

料）の返還に関心を有しており，第一次日韓会談以来，日本に返

還を要求する品目を提示し（特に，昭和２８年（１９５３年）５

月には「日本所在韓国国宝美術工芸品目録」と題する書面を提示

した。），第六次日韓会談においては，昭和３７年（１９６２

年）２月２８日，「返還請求韓国文化財目録」を改めて提示する

などした。 
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         これに対し，日本政府及び日本政府関係者（日本側）は，日本

に所在する韓国関係の文化財は違法不当な手段により入手された

ものと立証し難い等として，これを返還する義務はないことを主

張し，請求権問題とは全く別個の観点から，文化交流の一環とし

てある程度の国有文化財を寄贈するという意思を表明し（なお，

昭和３２年（１９５７年）１２月３０日には，日本政府として日

韓交渉を円滑に行うため，「なるべく早い時期に，日本政府は，

現在その所有に係る韓国美術品で直ちに引き渡すことが可能なも

のを韓国に渡すこととしたく，その他の韓国美術品の後日の引渡

しについては，全面会談において討議及び処理することとする」

旨の閣議決定も行っていた。），昭和３７年（１９６２年）１２

月２６日の日韓予備交渉第２１回会合において，「日韓間の文化

上の協力に関する議定書要綱案」を提示し，その中で「この議定

書の効力発生後，できる限りすみやかに，付属書に掲げる日本国

政府所有の文化財を大韓民国政府に対し寄贈するものとする」と

したが，具体的にどの品目を引き渡すかを明らかにしなかった。 

         なお，昭和３３年（１９５８年）４月１６日，日本は，上記の

昭和３２年１２月３０日付け閣議決定に基づくものとして，韓国

に対し，東京国立博物館所蔵の慶尚南道昌寧郡昌寧面校洞出土の

文化財１０６点を引き渡した。 

       ② 日韓両政府は，昭和４０年（１９６５年）４月３日，「日韓間

の請求権問題解決及び経済協力に関する合意事項」に署名し，そ

の中で要旨「日韓間の文化財問題の解決及び文化協力の増進に関

連し，品目その他に付き協議の上，日本より韓国に対し，韓国文

化財を引き渡す」とされた。 

       ③ 昭和４０年（１９６５年）４月２４日，第七次日韓会談におけ
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る文化財委員会第１回会合において，韓国側は，昭和３７年２月

２８日に提示した「返還請求韓国文化財目録」につき，改訂意見

を提出する意思のないことを表明したのに対し，昭和４０年（１

９６５年）４月２８日の第２回会合において，日本側は，次回に

引渡文化財品目案を提出することを約束した（なお，その後同年

５月１７日に開催された文化財専門家会合において，日本側は，

引渡文化財品目のリストにつき，韓国側提出のリストのうち東京

博物館所蔵のものについては，戦前の台帳に基づいていることか

ら今の名称に改める作業を要するなどと説明したのに対し，韓国

側は，引渡品目は量より質を，瓦や土器より金属製品を希望し，

また，Ｚ２コレクション（Ｚ２所蔵品）のものは欲しいと述べ，

更にＺ２２８文庫の書籍，Ｚ３所蔵品，Ｚ４所蔵品，Ｚ２２９の

石仏，石塔，多宝塔の獅子等についての調査成果を求めた。）。 

         そして，同年６月１１日の第３回会合において，日本側は，韓

国側に対し，陶磁器（伊藤博文高麗陶磁器１０３点のうち２７

点），考古資料（１括１連を１点として２９１点），石造美術品

３，図書１６３部８５２冊（統監府蔵書１１部９０冊，Ｚ２３０

献上本１５２部７６２冊）及び逓信関係品目３５点につき具体的

な品名を明らかにした「日韓間の文化協力に関する議定書付属

書」を手交し，韓国側は，これを持ち帰って検討することとなっ

た。 

       ④ ところが，昭和４０年（１９６５年）６月１２日，韓国側は，

日本側に対し，上記引渡文化財品目案を不満として抗議し，<ｱ>

δ塚出土品，ε×番地古墳出土品，ζ×古墳出土品，伊藤博文搬

出の高麗陶磁器全部のほか，<ｲ>Ｚ２所蔵品，<ｳ>日本に搬出され

た古典籍のマイクロフィルム等の引渡しに加え，<ｴ>η発掘の出
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土品及びＺ４・Ｚ３所蔵品，石造美術品，Ｚ２２９仏像，石塔，

多宝塔石獅子，Ｚ２２８典籍，書画，仏像をも要望し，さらに，

「朝鮮総督府によって搬出されたもの，特に先に日本側が引渡し

を約束したδ塚出土品を除外したことは文化財一切をもらえない

のと同じである。θ出土や高麗時代墳墓出土のものは出土経緯等

不明であり，学術的価値が低い。東洋館に陳列することを理由と

するのは，納得されない。日本には立派な高麗焼きが多く残って

いるのだから，伊藤博文高麗陶器は全部欲しい。議定書の中に

『私有のものでも政府が管掌して出させることを努力する』旨記

入し，その摘要としてリストに私有のものを入れてほしい」と述

べた。 

         そして，同月１５日の第４回会合において，韓国側は，「日本

案に記載された引渡品目には当然に含まれなければならない，ま

た，これまで韓国側が要望してきた重要品目が引かれていること

は遺憾に耐えないものであり，この点日本側の再検討を強く要望

する」旨を述べた。 

         また，同月１６日の第５回会合において，日本側は，引渡品目

録について説明し，韓国にあって日本にないものを最小限度残し

たこと，特に目前に開館が迫っている東洋館に韓国に由来する優

秀なものを入れることにした結果であることを説明したが，韓国

側は，「日本案に記載された引渡品目には当然に含まれなければ

ならない，また，これまで韓国側が要望してきた重要品目が引か

れていることは遺憾に耐えないものであり，この点日本側の再検

討を強く要望する」旨を述べ，上記と同様の要望を繰り返すなど

した。 

       ⑤ 昭和４０年（１９６５年）６月１７日，日韓両政府は，Ｚ５ホ
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テルで文化財引渡品目についての交渉を行ったが，韓国側の強い

要望が繰り返されるなどし，Ｚ２３１アジア局長が出て新しい展

開を計った結果，ε・ζの出土品全部，伊藤博文陶磁器は日本側

に６点を残してその余の全部９７点，ι所在墳墓その他遺跡から

出土したものは６点を日本側に残してその余の全部を韓国側に引

き渡すことになり，その代わりにδ塚出土品は日本側に残すこと

となった。 

         その際，日本側は，韓国側から要望されていた日本に伝来の韓

国本のマイクロフィルムを引き渡すことを考慮している旨を伝え，

同月１９日，韓国側に対し，宮内庁書陵部及び内閣文庫にある書

籍２４３部２３１９冊を選んだリストを提示し，文化協力協定と

は別に日本側が韓国側にマイクロフィルムを贈与することになっ

た。 

       ⑥ 日韓両政府は，以上の引渡品目に関する交渉と並行して協定案

に関する交渉も行い，具体的には，昭和４０年（１９６５年）６

月１５日，日本側は，韓国側に「文化上の協力に関する日本国と

大韓民国との間の協定」案を手交したところ，同日の第４回会合

において，韓国側から「大韓民国と日本国間の文化財問題解決及

び文化協力に関する議定書要綱案」（韓国語及び日本語訳文）を

手交されたことから，同月１７日，上記韓国側の要綱案を修正し

て「日本国と大韓民国との間の文化協定（案）」を作成し，これ

を韓国側に提示して韓国側と交渉し，また，私有文化財の引渡し

に関する点についても韓国側と交渉を行い，いずれの点について

も同月１９日までに合意に至った。 

（以上につき，乙Ａ３７，Ａ１０８，Ａ１２３，Ａ２５４，Ａ２９８） 

      (b) 文化協力協定の締結とこれに基づく文化財の引渡し等 
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        日本政府は，昭和４０年（１９６５年）６月２２日，文化協力協

定を締結して文化協力協定附属書記載の一部の文化財を韓国政府に

引き渡すことを合意し，その後，文化協力協定に基づく当該文化財

の引渡しを全て完了した。 

        日韓政府は，文化協力協定の締結に際し，上記(a)のとおり私有

の文化財についても議論したところ，当該議論を踏まえて合意され

た議事録に「韓国側代表は，日本国民の私有の韓国に由来する文化

財が韓国側に寄贈されることになることを希望する旨を述べた。日

本側代表は，日本国民がその所有するこれらの文化財を自発的に韓

国側に寄贈することは日韓両国間の文化協力の増進に寄与すること

にもなるので，政府としてはこれを勧奨するものであると述べ

た。」と記録された。 

      (c) 文化協力協定締結後の事情 

        韓国においては，文化協力協定の締結後も，日本に所在する朝鮮

半島由来の文化財に対する関心が高かったところ，日本は，平成２

２年８月，菅直人内閣総理大臣談話として，未来志向の日韓関係を

強化する観点から，朝鮮半島由来の図書の引渡しを行う旨を発表し，

同年１１月，当該談話に基づき日韓図書協定に署名し，平成２３年

６月，日韓図書協定が発効した。 

        韓国国内においては，日韓図書協定を契機として，文化財問題に

ついての関心が高まっており，様々な議論がされているが，日本国

内に存在する朝鮮半島由来の文化財の種類・数量については意見が

分かれている。 

（乙Ａ３８５～Ａ４０８） 

     ｄ 在日韓国人の法的地位に関する問題 

      (a) 「在日韓国人の法的地位問題」は，多年にわたり日本に居住して
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いる韓国国民（在日韓国人）が日本の社会と特別な関係を有するに

至っていることを考慮し，在日韓国人が日本の社会秩序の下で安定

した生活を営むことができるようにするため，「在日韓国人の法的

地位に関する委員会」において協議されていた問題である（この在

日韓国人の法的地位に関する委員会では，永住権を付与する者の範

囲，永住目的で韓国に帰還する者の持ち帰り財産の問題等，法的地

位問題全般にわたって討議が行われた。）。 

        日韓会談においては，第４次会談以降，「在日韓国人の法的地位

に関する委員会」が設置され，「在日韓国人の法的地位に関する問

題」について議論され，日本政府は，昭和４０年（１９６５年）６

月，韓国政府との国交正常化交渉に伴い，在日韓国人が日本の社会

と特別な関係を有するに至っていることを考慮し，在日韓国人が日

本の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにするた

め，韓国政府との間で，「在日韓国人の法的地位及び待遇に関する

日韓協定」を締結した。 

        上記協定に基づき，昭和６３年以降，日韓両国政府間で協議が重

ねられ，平成３年１月，日韓両国外相は，「在日韓国人の法的地位

及び待遇に関する方針を定めた覚書」に署名した。 

        上記覚書の実施状況を確認するため，平成３年以降ほぼ毎年，日

韓両国の外交当局間（局長レベル）において，在日韓国人の地位に

関する協議が実施されている。 

      (b) 「国籍処遇問題」は，「在日韓国人の法的地位問題」に関連する

問題であって日韓間における懸案の一つであり，昭和２７年（１９

５２年）２月に開催された第一次日韓会談において議題として提起

された。 

        昭和２８年（１９５３年）４月の第二次日韓会談開催に先立ち，
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日本側政府部内での打合せにおいて，国籍処遇問題について意見交

換が行われ，韓国系と北朝鮮系からなる在日朝鮮人の国籍について，

韓国籍の付与，北朝鮮籍の付与又は我が国への帰化の選択肢等につ

き議論が交わされた。 

      (c) 日本政府は，韓国に帰国を希望する在日韓国人が韓国に定住する

ことを促進するため，日本政府が韓国政府に援助を行うことを提案

すること（韓国への帰還を希望している在日韓国人等に対する財政

支援等補償問題）についても政府部内で議論しており，昭和３４年

（１９５９年）９月から１０月にかけて，韓国政府の要求を踏まえ，

米国政府との間で，韓国への帰還を希望している在日韓国人に一定

額の財政支援を行うことについて，具体的な金額を挙げて協議を行

った。 

（乙Ａ１４３） 

    (ｳ) 日韓間で交渉中の排他的経済水域の境界確定 

      日韓間においては，かねてから排他的経済水域（ＥＥＺ）の境界画定

がされていなかったことなどから，日本政府は，国連海洋法条約締結の

ための作業を進める中，平成８年３月に開催された日韓首脳会談の際，

両国首脳間において領有権問題と切り離してＥＥＺの境界画定を促進す

ることで一致し，現在に至るまで１１回の交渉が行われた。 

   イ 日本と朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）との間の国交正常化交渉等 

    (ｱ) 北朝鮮帰還問題 

      北朝鮮帰還問題とは，在日朝鮮人の北朝鮮への帰還に関する日本政府

の対応に関する問題であり，朝鮮戦争休戦協定が成立した昭和２８年

（１９５３年）前後から，一部在日朝鮮人から北朝鮮への帰還の要望が

聞かれるようになり，その後，昭和３３年（１９５８年）にかけてＺ６

を中心に集団帰国運動が台頭する中，同年２月，日本政府は，閣議で，
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在日朝鮮人の北朝鮮帰還問題が専ら基本的人権に基づく居住地選択の自

由という国際通念に従って処理されるべきものであるという原則を確認

し，これを受け，昭和３４年（１９５９年）８月，北朝鮮に帰還する希

望を有する朝鮮人を大量かつ短期に帰還させるための臨時措置として，

日朝両赤十字代表において，「日本赤十字社と朝鮮民主主義人民共和国

赤十字会との間における在日朝鮮人の帰還に関する協定」を調印した。 

      同年１２月，当該協定に基づいて，帰還第１船が出港し，同年末まで

に前後３回にわたって帰還が実施された。なお，当該協定は，昭和４２

年（１９６７年）１１月まで存続した。 

    (ｲ) 日朝平壌宣言 

      日本は，北朝鮮との間で，平成３年（１９９１年），日朝国交正常化

交渉本会談を開始したが，平成１４年（２００２年）９月１７日には，

日朝平壌宣言（これには，日本及び北朝鮮は，①この宣言に示された精

神及び基本原則に従い，国交正常化を早期に実現するため，平成１４年

（２００２年）１０月中に日朝国交正常化交渉を再開すること，②国交

正常化交渉において，日本側が北朝鮮側に行う経済協力の具体的な規模

と内容を誠実に協議すること，③国交正常化を実現するに当たっては，

昭和２０年（１９４５年）８月１５日以前に生じた事由に基づく両国及

びその国民の全ての財産及び財産権を相互に放棄するとの基本原則に従

い，国交正常化交渉においてこれを具体的に協議すること，④在日朝鮮

人の地位に関する問題及び文化財の問題については，国交正常化交渉に

おいて誠実に協議すること，⑤核問題及びミサイル問題を含む安全保障

上の諸問題に関し，関係諸国間の対話を促進し，問題解決を図ることの

必要性を確認するとともに，安全保障に関わる問題について協議を行っ

ていくこと等が規定されている。）を行った。 

（乙Ａ１５） 
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   ウ 日米関係 

    (ｱ) 小笠原諸島問題 

      小笠原諸島の島民は，第二次世界大戦中，内地疎開を命じられ，軍属

として小笠原諸島に残留した島民も，第二次世界大戦終戦後，米軍によ

って小笠原諸島から引き揚げさせられた。その後，昭和２１年（１９４

６年）に，欧米人系を祖先とする一部の島民は，小笠原諸島に帰島する

ことが許されたが，それ以外の旧島民は，小笠原諸島が昭和２７年（１

９５２年）４月のサンフランシスコ平和条約の発効後米国海軍の管轄下

にあったため，安全保障上の必要を理由として帰島を許されなかった

（この小笠原諸島の島民の帰島に係る問題が小笠原帰島問題である。）。 

      小笠原諸島旧住民に対する補償問題とは，疎開を命じられた旧小笠原

諸島島民に対する補償に係る問題であり，日米交渉（昭和３１年（１９

５６年）３月のダレス米国国務長官の来日，昭和３２年（１９５７年）

１２月の藤山外務大臣とＺ２３２駐日米国大使との会談を含む。）の結

果，昭和３６年（１９６１年），旧島民の請求権の解決として，米国側

より６００万ドルが支払われ，小笠原諸島は，昭和４３年（１９６８

年）６月に米国から日本に返還された。 

    (ｲ) 沖縄軍用基地問題 

      沖縄軍用基地問題とは，サンフランシスコ平和条約発効後における沖

縄の米軍軍用地の新たな使用権原をめぐる問題であり，昭和２０年（１

９４５年）８月から昭和２７年（１９５２年）４月のサンフランシスコ

平和条約の発効後も米軍の占領下に置かれた沖縄においては，民有地の

米軍軍用地への接収のほか，接収した土地の対価の支払方法等が問題と

なり，昭和３２年（１９５７年）６月の岸信介内閣総理大臣（岸総理）

の訪米，同年１２月の藤山外務大臣とＺ２３２駐日米国大使との会談，

昭和３３年（１９５８年）３月のＺ２３３米国国務次官補の訪日，同年
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６月から７月にかけての沖縄軍用地問題に関する日米間協議が行われた

ほか，沖縄から代表団が訪米するなど，米国との間で協議が行われてお

り，現在もなお日米間における懸案事項になっている。 

   エ 日ソ（現在の日ロ）関係 

     北方領土問題とは，先の大戦末期の昭和２０年（１９４５年）８月９日，

ソヴィエト社会主義共和国連邦（ソ連）が，当時まだ有効であった大日本

帝国及ソヴィエト社会主義共和国連邦間中立条約に違反して対日参戦し，

今日に至るまでソ連及びロシア連邦（ロシア）による北方四島の不法占拠

が続いている問題である。 

     現在，日本政府は，北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結す

るという基本的方針に基づいて，ロシア政府との間で交渉を行っている。 

 ２ 争点 

  (1) 本件各処分の適法性について（本案の争点） 

   ア 情報公開法５条３号，４号及び６号該当性の審査方法及び主張立証責任

の所在等 

   イ 本件各処分に係る不開示文書又は不開示部分の不開示情報該当性 

  (2) 本件義務付けの訴えの適法性について（本案前の争点） 

  (3) 本件義務付け請求に係る請求認容（本案）要件（行政事件訴訟法３７条の

３第５項）該当性について（本案の争点） 

 ３ 争点に関する当事者の主張の要旨 

  (1) 争点(1)ア（情報公開法５条３号，４号及び６号該当性の審査方法及び主

張立証責任の所在等）について 

  （被告の主張の要旨） 

   ア 情報公開法５条３号該当性について 

    (ｱ) 情報公開法５条３号は，不開示情報として「公にすることにより，国

の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわ
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れるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれが

あると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」（国の

安全等に関する情報）を規定している。 

      これは，我が国の安全，他国との信頼関係及び我が国の国際交渉上の

利益を確保することが国民全体の基本的利益を擁護するために政府に課

された重要な責務であり，これらの利益を十分に保護する必要があるこ

とから定められたものであり，① 要綱案の段階においては「開示する

ことにより，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信

頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益

を被るおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報」という表

現が用いられていたが，このような情報については，その性質上，開

示・不開示の判断に高度の政策的判断を伴い，また，対外関係上の将来

予測としての専門的・技術的判断を要するといった特殊性があり，諸外

国においても他の情報と異なる特別の考慮が払われている場合が少なく

ないし，上記の文言による表現では，行政機関の長の裁量を尊重する趣

旨であるかが必ずしも明らかでないという疑義が生じたことから，上記

規定のとおりの文言に改められたこと，② 同号の規定が同条１号，２

号，５号及び６号とは異なる文言で規定されたこと，③ 以上の点につ

いての国会における審議内容（特に，平成１０年５月２７日第１４２回

国会衆議院内閣委員会〔第１０号７ページ〕Ｚ７参考人，同月１５日第

１４２回国会衆議院内閣委員会〔第９号１０ページ〕Ｚ８総務庁行政管

理局長，平成１１年３月１１日第１４５回国会参議院総務委員会（甲１

０２）Ｚ８総務庁行政管理局長）等に照らすと，同条は，不開示情報の

開示禁止を規定したものであり，同条３号に定める国の安全等に関する

情報の該当性の判断には，行政機関の長に広範な裁量権が付与されてい

ると解すべきである。 
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      そうすると，同号該当性の司法審査においては，裁判所は，同号に規

定する情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一次的な判

断を尊重し，その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のも

のであるかどうか，すなわち，行政機関の長が当該処分を行うにつき裁

量権の範囲の逸脱又は濫用があったと認められるかどうかを判断すると

いう審査方法によるべきであり，同号該当性については，不開示決定の

取消しを請求する原告らにおいて，上記のような裁量権の範囲の逸脱又

は濫用があったことを基礎付ける具体的事実を主張立証しなければなら

ないと解すべきである。 

    (ｲ) また，情報公開法が開示請求権の主体を「何人も」と規定しているこ

と（３条）等に照らすと，行政機関の長としては，情報公開法５条各号

所定の「おそれ」が生じるか否かを判断するため，ある行政文書を開示

した場合に生じ得る支障につき，あらゆる事態を想定し，あらゆる角度

から検討を加えることは当然であるから，ある情報を公にすると支障が

生じるかどうか，いかなる支障が生じるかの判断は，当該情報が不特定

者に開示され，利用されることを想定した一般的なものとならざるを得

ない。 

      情報公開法５条は，① その文理上，不開示情報該当性の判断要素と

して，「行政事務の種類等の事項的要素」及び「開示することによる支

障を個別具体的に判断するための定性的要素」を組み合わせることを基

本としており，原告ら指摘に係る時間的要素を考慮要素に含めておらず，

また，同条の立法過程において一定年数後は開示するという規定を設け

る必要もないし適切でもないとされたことのほか，<ｱ>外務省が平成１

３年４月に制定し，平成１８年３月に改正した「行政機関の保有する情

報の公開に関する法律に基づく開示決定等に関する審査基準」（外務省

情報公開法審査基準）は，２０年を経過した公文書を歴史的文書とみな
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して原則として自動的に公開の対象とする旨の規定を有していない上，

そもそも行政庁内部の準則にすぎず，また，<ｲ>外務省が制定した「外

交記録公開に関する規則」も，保存期間を満了した行政文書を外交史料

館に移管するに当たっての手続を定めたものにすぎないから，いずれも

同条各号の解釈に影響を与えるものではないことを併せ考慮すれば，同

条３号の該当性の判断に当たり，長時間が経過した文書であることを考

慮することは，同条の文理及び立法趣旨に反するというべきであり，②

 開示請求に対して行政機関の長が採るべき措置を定めた情報公開法９

条の文理も併せ考慮すれば，被告において，長期間の時間を経てもなお

現在及び将来の外交上の信頼関係を損ない又は外交事務に支障を与える

と判断した理由を主張立証する必要はないというべきである。 

   イ 情報公開法５条４号該当性について 

    (ｱ) 情報公開法５条４号は，不開示情報として「公にすることにより，犯

罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることに

つき相当の理由がある情報」（公共安全秩序維持情報）を規定している。 

      これは，同条３号所定の情報と同様，公共の安全と秩序を維持するこ

とは，国民全体の基本的利益を擁護するために政府に課された重要な責

務であり，刑事法の執行を中心とした公共の安全と秩序の維持という利

益を十分に保護する必要があることから定められたものである。 

      そうすると，同条４号該当性の司法審査においては，上記アと同様，

同号に規定する情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一

次的な判断を尊重し，その判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるか

否かについて審理・判断するのが適当であり，同号該当性については，

同号の該当性を否定する原告らが，上記のような裁量権の範囲の逸脱又

は濫用があったことを基礎付ける具体的事実を主張立証する責任を負う
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というべきである。 

    (ｲ) 情報公開法５条４号の該当性の判断に当たり，ある情報を公にすると

支障が生じるかどうか，いかなる支障が生じるかの判断は，当該情報が

不特定者に開示され，利用されることを想定した一般的なものとならざ

るを得ないこと及び長時間が経過した文書であることを考慮することが

同条の文理及び立法趣旨に反することは，同条３号の場合と同様である

（前記ア(ｲ)参照）。 

   ウ 情報公開法５条６号該当性について 

    (ｱ) 情報公開法５条６号は，不開示情報として「国の機関，独立行政法人

等，地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情

報であって，公にすることにより，次に掲げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるもの」（事務事業情報）を規定し，「次に掲げるおそれ」として

「監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に

関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行

為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれ」（同号イ），

「契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，国，独立行政法人等，地方公

共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を

不当に害するおそれ」（同号ロ），「調査研究に係る事務に関し，その

公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」（同号ハ），「人事管

理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れ」（同号ニ），「国若しくは地方公共団体が経営する企業，独立行政

法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し，その企業経営上の正当

な利益を害するおそれ」（同号ホ）を規定している。 

      これは，国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業は広範かつ多

種多様であり，公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそ
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れがある事務又は事業の情報を事項的に全て列挙することは技術的に困

難であり，実益も乏しいため，各機関に共通して見られる事務又は事業

に関する情報であって，公にすることによりその適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがある情報を含むことが容易に想定されるものを例示的に掲

げた上で（同号イからホまで），これらのおそれ以外については，「そ

の他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるもの」として包括的に規定したものである。 

      そして，情報公開法が開示請求権の主体を「何人も」と規定している

こと（３条）等に照らすと，行政機関の長としては，同法５条６号所定

の「おそれ」が生じるか否かを判断するため，ある行政文書を開示した

場合に生じ得る支障につき，あらゆる事態を想定し，あらゆる角度から

検討を加えることは当然であるから，ある情報を公にすると支障が生じ

るかどうか，いかなる支障が生じるかの判断は，当該情報が不特定者に

開示され，利用されることを想定した一般的なものとならざるを得ない。 

      以上を踏まえ，同号の該当性については，被告において，当該行政文

書に情報が記録されていること，当該情報が同号所定の不開示情報に該

当することを主張立証すれば足りるものと解される。 

    (ｲ) 開示請求に対して行政機関の長が採るべき措置を定めた情報公開法９

条の文理等に照らすと，被告において，不開示とされた情報が，開示さ

れた情報と比較して，どのような点で公共の安全又は秩序の維持及び事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかを具体的に特定すべきこ

とは必要ないというべきである。 

  （原告らの主張の要旨） 

   ア 情報公開法５条の解釈について 

     情報公開法は，５条本文から明らかなように，開示請求に係る行政文書

の「原則開示，例外不開示」を基本理念としているところ，開示請求に係
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る行政文書の全部又は一部を不開示とする理由があるか否かは，上記基本

理念に照らし，「開示することにより得られる利益」と「不開示とするこ

とにより得られる利益」とを比較衡量し，前者が大きければ開示し，後者

が大きければ不開示とすべきであり，同条各号に規定する不開示情報は，

その利益衡量のメルクマールとして着目すべき点を規定したものである。 

     そして，情報公開法が定める情報公開請求権は，憲法２１条で国民に保

障されている「知る権利」を具体的権利として保障したものであり，情報

公開法の基本理念からしても，優越的価値を有することに照らすと，上記

各利益の比較衡量においては，情報公開請求権を具体的に実現する方向に

導く「開示することにより得られる利益」は，「不開示とすることにより

得られる利益」に比べて優越することになる。 

     そこで，情報公開法５条各号所定の不開示情報の該当性については，そ

の該当性を主張する被告において，「不開示とすることにより得られる利

益」が「開示することにより得られる利益」を上回ることを具体的かつ詳

細な事実を主張し，具体的に立証しなければならないと解すべきである。 

   イ 情報公開法５条３号該当性について 

    (ｱ) ①情報公開法の成立過程（行政改革委員会行政情報公開部会において，

諸外国及び地方公共団体の情報公開制度の運用状況や判例等の状況を調

査し，行政機関や多数の関係団体等の幅広い意見聴取を経て策定され，

行政改革委員会において，更に調査審議を行った結果，内閣総理大臣に

対し「情報公開法制の確立に関する意見」（甲１００）として意見具申

された「情報公開法要綱案の考え方」（乙Ａ３７８）及び「情報公開法

要綱案」で指摘された見解，総務省が保有する「情報公開法案検討用素

案からの変更点について」（甲１０１の４）及び「説明結果概要」（甲

１０１の２）に残された情報公開法案（素案）をめぐっての総務省の立

法担当官と内閣法制局担当官とのやりとりを含む。）にみられる開示・



 42 

不開示の基本的枠組み，②情報公開法の条文の構造及び規定の仕方を踏

まえれば，情報公開法５条各号所定の不開示情報には，その規定の表現

に多少の差異があったとしても，公開の原則と非公開とすべき例外とを

逆転するような意図は含まれていないから，同条各号の規定は，開示禁

止規定ではなく，開示義務の免除規定にすぎないと解すべきであり，ま

た，行政機関の長の判断について，特段の裁量権の行使を前提としたり，

その裁量権の範囲を区別したりする目的はない（特に行政機関の長に広

範な裁量権を与えるものでないことについては，「行政透明化チームと

りまとめ」（甲１５５）及びその前提となった「『情報公開制度の改正

の方向性について』に関する論点整理（三訂版）」（甲１５８）中の意

見や今般の情報公開法の改正内容等に照らして明らかである。）。また，

原告らは，開示請求を拒否された行政文書を見ることができない以上，

行政機関の長が不開示決定を行うにつき裁量権の範囲の逸脱又はその濫

用があったことを基礎付ける具体的事実を主張立証することは，不可能

を強いるに等しい。むしろ情報公開法によって情報公開請求権が認めら

れている以上，一般論として，同法５条３号に関して行政機関の長の第

一次な判断を尊重することとされているとしても，情報公開請求権者の

開示請求を拒否するための同号の不開示情報に該当することの主張立証

責任は，行政機関の長（被告）にあるというべきである。 

      そして，情報公開法５条３号該当性の司法審査においては，行政機関

の長の第一次的な判断が合理性を有するかどうかを被告の具体的事実の

主張立証に基づいて判断するべきであり，具体的には，行政機関の長に

おいて，まず，その前提とした事実関係及び判断の過程等，その判断に

不合理な点のないことを相当の根拠に基づいて主張立証する必要があり，

これを尽くさない場合には，行政機関の長のした判断が裁量権の範囲を

逸脱し又は濫用したものであることが事実上推認されるというべきであ
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る。 

    (ｲ) 被告が行うべき上記(ｱ)の主張立証においては，不開示処分に係る行

政文書に記録された情報が情報公開法５条３号所定の事項に関するもの

であることをその種類や内容を具体的に特定すべきであり，また，同号

の「おそれ」については，単なる確率的な可能性ではなく，法的保護に

値する蓋然性が求められるというべきであるから，当該情報を公にする

ことにより，どのような同号所定のおそれがあるかを具体的に示した上，

それが深刻かつ確実なものであることを明らかにすべきである。 

      また，①国際文書館評議会（International Council on Archives

（ＩＣＡ）。日本の国立公文書館も昭和４７年（１９７２年）に加入し

ている。）の第６回大会の決議・勧告・要望において言及されている

「外交文書は，原則としてそれが発生してから３０年以内に公開しよ

う」といういわゆるＩＣＡ３０年公開原則が公文書管理の在り方等に関

する有識者会議の最終報告でも確認されていること，②外務省情報公開

法審査基準は，時の経過及び社会情勢の変化を考慮する旨，すなわち，

ＩＣＡ３０年公開原則を踏まえなければならないことを自ら定めている

こと，③日本の外交文書記録公開制度は，ＩＣＡ３０年公開原則を基礎

として，戦後の我が国外交の足跡について国民の理解を求め，それを深

めるという趣旨に基づき，原則として３０年を経たものは一部の例外を

除いて一般的に公開することとしていること等を踏まえると，情報公開

法５条３号該当性の判断に当たっては，同号の「おそれ」又は「相当の

理由」の解釈の際に，長期間の時間経過を当然にしんしゃくすべきであ

り，時の経過があってもなお不開示とすることにより得られる利益が開

示することにより得られる利益を上回ることを基礎付ける事実を具体的

に明らかにすべきである。 

   ウ 情報公開法５条４号該当性について 
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    (ｱ) 情報公開法５条４号の「公共の安全と秩序の維持」とは，既に終了し

た過去の公共の安全と秩序の維持ではなく，現在又は将来の公共の安全

と秩序の維持を意味し，また，「支障を及ぼすおそれ」は，その有無を

客観的に判断するため，具体的に特定されなければならない。 

    (ｲ) 情報公開法５条４号該当性については，同条３号該当性で述べたとこ

ろと同様の理由から，一般論として，同条４号に関して行政機関の長の

第一次な判断を尊重することとされているとしても，情報公開請求権者

の開示請求を拒否するための同号の不開示情報に該当することの主張立

証責任は，行政機関の長（被告）にあるというべきであり，その司法審

査においても，行政機関の長の第一次的な判断が合理性を有するかどう

かを被告の具体的事実の主張立証に基づいて判断されるべきであり，行

政機関の長において，まず，その前提とした事実関係及び判断の過程等，

その判断に不合理な点のないことを相当の根拠に基づいて主張立証する

必要があり，これを尽くさない場合には，行政機関の長のした判断が裁

量権の範囲を逸脱し又は濫用したものであることが事実上推認されると

いうべきである。 

    (ｳ) 被告が行うべき上記(ｲ)の主張立証においては，不開示処分に係る行

政文書に記録された情報が情報公開法５条４号所定の事項に関するもの

であることをその種類や内容を具体的に特定すべきであり，また，同号

の「おそれ」については，単なる確率的な可能性ではなく，法的保護に

値する蓋然性が求められるというべきであるから，当該情報を公にする

ことにより，どのような同号所定のおそれがあるかを具体的に示した上，

それが深刻かつ確実なものであることを明らかにすべきである。 

      また，同号の該当性判断に当たっても，同条３号の場合と同様の理由

から，「おそれ」又は「相当の理由」の解釈の際に，長期間の時間経過

を当然にしんしゃくすべきであり，時の経過があってもなお不開示とす
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ることにより得られる利益が開示することにより得られる利益を上回る

ことを基礎付ける事実を具体的に明らかにすべきである。 

      そして，同号の「公共の安全と秩序の維持」とは，前記(ｱ)のとおり，

現在又は将来の公共の安全と秩序の維持を意味するから，被告において，

約半世紀前の情報がどのような意味で現在又は将来の公共の安全の維持

に支障を及ぼすかという関連性を具体的に主張立証すべきである。 

   エ 情報公開法５条６号該当性について 

     情報公開法５条６号の①「当該事務又は事業の性質上」とは，当該事務

又は事業の本質的な性格，具体的には，当該事務又は事業の目的，その目

的達成のための手法等に照らして，その適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

を判断すべきとする趣旨であり，②「当該事務又は事業の適正な遂行」と

は，既に終了した過去の当該事務又は事業の適正な遂行ではなく，現在又

は将来の当該事務又は事業の適正な遂行を意味し，③「支障を及ぼすおそ

れ」は，行政機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく，各規定の

要件の該当性を客観的に判断する必要があり，また，当該事務又は事業が

その根拠となる規定・趣旨に照らし，公益的な開示の必要性等の種々の利

益を考慮した上での「当該事務又は事業の適正な遂行」といえるものであ

る必要がある。また，「支障」は，名目的なものでは足りず，実質的なも

のであることが必要であり，「おそれ」の程度も，単なる確率的な可能性

では足りず，法的保護に値する程度の蓋然性が必要であるから，「支障の

おそれ」は，その有無を客観的に判断するため，具体的に特定されなけれ

ばならない。 

  (2) 争点(1)イ（本件各処分に係る不開示文書又は不開示部分の不開示情報該

当性）について 

    被告は，本件各文書がいずれも外務省が作成した韓国及び北朝鮮をめぐる

外交問題に関係する文書であり，外交問題については，一般的に，外交交渉
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を円滑に推進するため，いわゆる水面下での交渉や事前準備のための内部に

おける多角的かつ多面的な分析，検討及び協議が実施されているのが通常で

あり，これらの交渉や協議等は秘密裡に進めなければ，外交交渉が成功しな

いことが多く，必然的に，これらの交渉や協議等の内容を記録した文書は外

交機密を含む内容になるとした上，本件各処分の理由を７種類に分類し（な

お，当初はこれを８種類に分類していたが，公文書に記録された情報が，個

人の情報であって，特定の個人を識別することができるものであり，また，

公にすることにより，外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるか

ら，情報公開法５条１号，６号に該当するとの理由（不開示理由７）による

不開示決定の取消しの訴えは，既に取り下げられたため，当該理由を除いて

いる。），各種類ごとに不開示理由を次のとおり主張する。すなわち，本件

各処分に係る不開示文書又は不開示部分につき，① 韓国との間での交渉の

様子や政府部内での検討の様子が子細に記されており，公にすることにより，

今後想定される北朝鮮との交渉における我が国の立場を不利にするおそれが

あるから，同条３号に該当する（不開示理由１），② 政府部内での検討の

様子等が子細に記されており，公にすることにより，他国等との信頼関係を

損ねるおそれがあるほか，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るから，同条３号，６号に該当する（不開示理由２），③ 現在においても

日韓間で立場の異なる問題に関する交渉の様子や政府部内での検討の様子が

子細に記されており，公にすることにより，我が国の今後の交渉上の立場を

不利にするおそれがあるから，同条３号に該当する（不開示理由３），④ 

公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧等の公共の安全と秩序の維持に支障

を及ぼすおそれがあるほか，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

から，同条４号，６号に該当する（不開示理由４），⑤ 公表の慣行のない

国の機関の連絡先であって，公にすることにより国の事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるから，同条６号に該当する（不開示理由５），⑥ 
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政府部内での検討の様子が子細に記されており，公にすることにより，他国

等との信頼関係が損なわれるおそれ，国の安全を害するおそれがあり，また，

犯罪の予防，鎮圧等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

ほか，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるから，同条３号，

４号，６号に該当する（不開示理由６），⑦ 公にする慣行のない個人の情

報であり，また，公にすることにより，他国等との信頼関係が損なわれるお

それがあるから，同条１号，３号に該当する（不開示理由８）と主張する。 

    そこで，本件各処分に係る不開示文書又は不開示部分につき，総論として，

上記不開示理由ごとに，特に当該不開示理由に共通する事項又は複数の行政

文書にまたがる事項についての当事者の主張の要旨を摘示した上，個々の行

政文書ごとに固有の当事者の主張の要旨を摘示することとする。 

   ア 総論 

    (ｱ) 不開示理由１について 

    （被告の主張の要旨） 

     ａ 本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されている情報

は，日韓国交正常化交渉に関連し，文化財問題，法的地位問題，請求

権問題等について行った韓国側との交渉の様子やその評価，政府内部

での検討の様子，日本政府の具体的見解等を含むから，これを公にす

れば，今後想定される北朝鮮との日朝国交正常化交渉等において，北

朝鮮側に日本政府の立場の交渉上の戦術等の「手の内」を明かすこと

につながり，日本政府の交渉上の立場を不利にする蓋然性が極めて高

いというべきであり，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあり，

情報公開法５条３号の不開示情報に該当する。 

     ｂ 手の内論について 

      (a) 北朝鮮は，サンフランシスコ平和条約の発効に伴い日本国から分

離した地域であるという歴史的経緯及び法的地位において韓国と同
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じであり，いまだ国交関係が樹立されていなかった日韓会談当時の

日韓両国間に存在していた法律関係は，現在の日朝両国間における

法律関係と極めて類似している。 

        実際，将来，日朝間で実施されることになる日朝国交正常化交渉

において取り扱われる問題は，請求権問題，経済協力問題，在日朝

鮮人問題及び文化財問題等であり，日韓国交正常化交渉に関係する

問題とほとんど同一である。 

        そうであるとすれば，本件各文書に記録されている情報のうち，

日韓国交正常化交渉の当時に日本政府部内で検討した事項及びその

内容や収集した具体的なデータ並びに当時の韓国政府との外交交渉

のやり取りの詳細な内容等が公になれば，北朝鮮側がその内容を知

り得ることになり，今後の対北朝鮮外交において，日本政府が不利

な立場に立つ蓋然性は高いことが明らかである。 

      (b) これに対し，原告らは，「半世紀以上も前」という時間的経過の

みを理由として又は日韓会談当時と現在の日朝関係をめぐる国際情

勢や日本政府の歴史認識とを比較するという独自の視点から，日韓

会談当時に検討された内容は将来における日本政府の日朝正常化交

渉等北朝鮮との外交関係に何の影響を及ぼさない旨主張する。 

        しかし，上記(a)のとおり，原告らの上記主張は，当時の日韓関

係と現在の日朝関係との類似性を無視しており，また，日韓国交正

常化交渉後の独自の視点に基づく状況の変化をもって，請求権問題

に関する検討内容の「手の内」としての有効性が失われていると一

面的に主張するものであり，合理的な理由に基づくものではない。 

        したがって，原告らの上記主張は，本件各処分のうち不開示理由

１に係るものに裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったことを基

礎付ける具体的な事実を主張立証したものとはいえないことは明ら
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かである。 

     ｃ 韓国政府による日韓会談に関する文書の公開について 

              本件各文書は，韓国政府が認識し得ない日本政府部内で検討，協議

された資料等を含んでいるから，韓国政府によりその保有に係る日韓

会談に関する文書が公開されているとしても，本件各文書の情報公開

法５条３号の不開示情報該当性は否定されない。 

     ｄ 日朝平壌宣言について 

       請求権問題と経済協力問題は，いずれも，日本政府の予算が関係す

る問題であるという点で共通しており，今後の日朝国交正常化交渉に

おいて，日本政府が北朝鮮との間で個別具体的な事項について協議等

を要することになる問題であるから，既に解決済みの問題などといえ

るものではない。 

       したがって，財産・請求権を相互放棄するとの日朝平壌宣言を前提

としても，日朝間の経済協力問題に関する外交交渉においては，日本

政府部内で検討した日韓会談当時における請求権問題についての試算

及び検討内容が重要な資料となり得るのであり，北朝鮮にとっては，

日朝国交正常化交渉において，日本政府に対し，経済協力資金等とし

て要求する金額の「相場」を把握するための材料となる。 

     ｅ 試算方法について 

              外交交渉におけるこの種の試算に当たっては，種々様々な考慮要素

を勘案した上，政治情勢や今後の両国間の関係等をも踏まえて行われ

るから，過去に，日本がいずれの試算方法を韓国との間で検討したか

が明らかとなれば，日本の外交当局が北朝鮮との関係で用い得る試算

方法が限局されたものにならざるを得ず，日本の交渉材料はそれだけ

失われ，ひいては国益を損なうことにすらなりかねない。 

       また，半世紀前の日韓国交正常化交渉当時の検討内容は，請求権問
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題の歴史的な性格上，依然として重要な価値を持つことが明らかであ

る。 

     ｆ 請求権問題に係る金額等の交渉経緯と米国の影響について 

       原告らは，請求権問題に係る金額等の交渉経緯に関する不開示部分

について，米国の意向・影響力で決まった金額及び試算方法等である

ことを理由として情報公開法５条３号の不開示情報に該当しない旨を

主張する。 

       しかし，上記事情は，これにより同号の不開示情報該当性が失われ

る根拠が明らかでなく，また，これは請求権問題の交渉過程における

米国の意向・影響力に関する原告らの認識にすぎないから，当該不開

示部分を不開示とした外務大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用

を基礎付ける具体的事実にも当たらない。 

     ｇ 在日韓国人問題について 

       現在においても，日韓間においては在日韓国人の法的地位及び待遇

に関する協議が継続的に行われており，平成２３年(２０１１年)６月

には「第１９回在日韓国人の法的地位及び待遇に関する日韓局長級協

議」が開催され，特別永住者に当たる在日韓国人の待遇(外国人登録

法関係の問題，地方公務員採用の問題，公立学校の教員採用の問題，

教育問題等)について議論が行われた（乙Ａ４５１）。 

       北朝鮮についても，同様に，平成１４年(２００２年)の日朝平壌宣

言において，在日朝鮮人の地位に関する問題については，国交正常化

交渉において誠実に協議することされている。 

       このように，在日韓国人を「特別永住者」として処遇することとさ

れた現在においてもなお，日韓国交正常化交渉中に検討された在日韓

国人の法的地位に関する日本政府の見解は，韓国側と協議を行う上で

も，また，北朝鮮との国交正常化交渉において在日朝鮮人の地位を議
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論する上でも，日本政府が方針を決定するに当たっての重要な前提と

なり得るから，これらの情報を公にすれば，日本政府が韓国及び北朝

鮮と交渉するに当たって不利益を被るおそれがある。 

   （原告らの主張の要旨） 

     ａ 情報公開法５条３号の「他国との交渉上不利益を被るおそれ」の有

無を判断するに当たっては，①「交渉」の相手方が問題となっている

会談の相手国又はそれ以外の第三国のいずれであるか，②問題となっ

ている事項が，現在も交渉が継続している事項又は解決済みの事項の

いずれであるかを区別すべきである。 

       これを本件各文書についてみると，北朝鮮との関係では，将来，日

韓会談と類似の交渉が行われる可能性があるとしても，日韓会談とで

は交渉の相手方及び交渉の行われる時期（時代）が異なるし，これま

での交渉経緯等も異なる以上，日本政府は，韓国との関係で示した評

価又は分析等に縛られることなく，北朝鮮と自由に交渉することがで

きるから，韓国との関係で韓国に伝達されていない事項を公にしたか

らといって，北朝鮮との交渉上の不利益を被るおそれがあるとはいえ

ない。 

     ｂ 手の内論について 

      (a) 被告は，日韓国交正常化交渉当時の外交戦術や日韓会談の内容を

北朝鮮側が知ることになれば，北朝鮮との交渉上日本政府が不利益

を被る旨主張する。 

      (b) しかし，例えば，日韓会談において日本側が請求権問題に関して

採った外交戦術は，韓国側の請求に対してその細目や裏付けとなる

資料を要求したり日本側の財産返還請求権を対峙させたりすること

によって韓国側を疲弊させ，一括の経済協力方式による解決に誘導

していくといった手法であるところ，このような外交戦術は，日韓
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会談当時においても，その後においても広く知られていた。 

      (c) また，外交交渉において，交渉時の国際政治状況や国際政治力学

の影響が極めて大きいことは周知の事実であり，ある「手の内」も

特定の国際政治状況や特定の国際政治力学の中では有効かもしれな

いが，それと大きく異なる国際政治状況や国際政治力学の中では無

意味となる場合がある。 

        この観点から日韓国交正常化交渉と日朝国交正常化交渉を比較し

てみると，日朝国交正常化交渉は，平成３年（１９９１年）に開始

されて冷戦後の国際政治構造の中で行われている（甲１２６〔３３

～３５ページ〕参照）のに対し，日韓国交正常化交渉は，半世紀以

上も前の東西冷戦の真っ直中で行われていたから，両者の間では外

交関係及び国際政治状況が異なっている。 

        そうであれば，日韓国交正常化交渉に際して日本政府が検討した

内容は，日朝国交正常化交渉においてそのまま用いられるものでは

なく，日本政府が日朝国交正常化交渉に当たりこれに拘束される理

由もないから，被告において対北朝鮮に対する「手の内」と主張す

る不開示理由１に係る情報は，その程度のもの（無意味なもの）で

あるといわざるを得ない。 

        更にいえば，日韓会談後半世紀の間に日本の「歴史認識」及び植

民地支配に関する考え方は大きく変化しているから，日朝国交正常

化交渉は，「村山談話」並びに，それを踏襲した「日韓共同宣言」，

「日朝平壌宣言」及び「菅談話」における「歴史認識」や植民地支

配不当論に立脚して交渉が進められなければならず，このような観

点からも日韓会談当時の検討内容は有効性を失っているというべき

である。 

      (d) したがって，北朝鮮側が日韓会談における外交戦術やその内容を
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知ったとしても，北朝鮮側に手の内を予測させることにはならず，

被告の上記主張は余りにも誇張を重ねたものであるといわざるを得

ない。 

     ｃ 韓国政府による日韓会談に関する文書の公開について 

       日韓会談の内容は，韓国側がその文書を全面公開することによって

既に公にされており，現在においては，日本側が日韓国交正常化交渉

において採った対応に関する情報の全ては，北朝鮮において入手可能

である。 

       したがって，北朝鮮が当該情報を知り得ることは，情報公開法５条

３号の不開示情報を基礎付ける事情にはならない。 

     ｄ 日朝平壌宣言について 

       日朝国交正常化交渉については，日朝平壌宣言（乙Ａ１５）におい

て，日韓基本条約締結時とは異なる日本政府の歴史認識の表明が反映

された上（日韓会談当時，日本政府は，旧植民地が国際法に基づき正

当に取得され，日本の植民地統治が搾取政治でなく，各地域の経済的，

社会的，文化的向上と近代化に貢献したという植民地正当化論を堅持

したことから，日韓基本条約は，日本の植民地支配処理についての条

文が設けられず，植民地支配についても一切言及されなかった。），

財産及び請求権を相互に放棄するとの基本原則に従い，経済協力の枠

組みができている（甲１２６［３３～３５ページ］，甲１４２［１５

９～１６０ページ］参照）。さらには，日韓会談当時には発生してい

なかった核問題，拉致問題という解決困難な問題が存在しており，し

かも日朝二国間のみで到底処理できる問題ではなく，六者協議の当事

国も含めた多角的外交交渉を駆使して臨まなければならないものであ

る（特に北朝鮮は，米国，中国の動向を気にしており，日朝国交正常

化交渉は，米国，中国の動きを踏まえて取り組まなければならないこ
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とは明らかである）。 

       そうすると，日朝国交正常化交渉は，その進展を図る上で，日韓会

談及び日韓基本条約の締結の際とは異なる状況を踏まえた交渉を行う

ことが必要であり，半世紀前における，請求権問題を中心とする日韓

会談において検討された問題につき，解決に向けて日本政府部内で具

体的に検討した内容や具体的なデータに基づく具体的数値，検討経過，

検討結果，試算等は，ほとんど意味を失っているといわざるを得ない。 

     ｅ 試算方法について 

       本件各文書中の不開示理由１に係る不開示部分に記録されている情

報のうち試算方法に係るものについては，当該試算方法が合理的なも

のであれば，これをもって堂々と交渉すればよいし，当該試算方法に

合理性がなければ，日朝国交正常化交渉上有用でないから，結局，い

ずれにしても，北朝鮮がこれを知ることにより日朝国交正常化交渉に

おいて何らの支障はない。 

     ｆ 請求権問題に係る金額等の交渉経緯と米国の影響について 

       請求権問題に係る金額等の交渉経緯は，既に明らかにされているか

ら（甲１３７［１０～２０ページ］，甲１４５参照），北朝鮮におい

て知り得るものである。 

       また，請求権問題については，いわゆるＺ２２３・大平会談に至る

までに日韓の間で様々な金額等の交渉があったが，米国の意向・影響

力が大きく反映されて，経済協力方式に基づく「無償供与３億ドル，

有償援助２億ドル」の合意に至ったのであるから，日本側の金額及び

試算方法等のみを「手の内」情報として不開示とする理由はないとい

わざるを得ない（また，そもそも日朝国交正常化交渉においては，

「核問題」等の存在から，日韓会談のとき以上に米国の影響力は大き

い。さらに中国の影響力も大きい。）。 
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     ｇ 在日韓国人問題について 

       法的地位協定によって生じた問題は，その後の立法措置等によって

解決されているから，本件各文書中の不開示理由１に係る不開示部分

に記録されている情報のうち在日朝鮮人の法的地位・処遇に係るもの

は，情報公開法５条３号の不開示情報に該当しない。 

    (ｲ) 不開示理由２について 

    （被告の主張の要旨） 

     ａ 本件各文書の不開示理由２に係る不開示部分に記録されている情報

は，日韓会談及びその準備段階の政府部内における議論の内容やそれ

に対する評価，政府部内での検討の様子等の内部機密情報であり，政

府の非公式見解，韓国側担当者に対しての率直な評価，第三国政府の

情報や論評等，公開されることが想定されていない内容をも含むこと

から，これを公にすれば，現在良好な二国間関係を維持している韓国

との間の信頼関係が損なわれ，かつ，国の事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあり，情報公開法５条３号及び６号の不開示情報に該

当する。 

       被告は，当該各情報の内容を可能な限り特定した上で，その開示に

伴う弊害等を明らかにするなど，外務大臣がこれらの情報を不開示と

した個別的かつ具体的理由を主張立証しているから，情報公開法５条

３号の不開示情報該当性については，これを否定する原告らにおいて，

外務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したことを

基礎付ける具体的な事実を主張立証する責任を負っているというべき

である。 

       これに対し，原告らは，被告において，当該不開示部分を不開示と

した判断を正当化する識別に関する情報を主張立証すべきであり，ま

た，情報公開法５条３号の不開示情報該当性と同条６号の不開示情報
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該当性を区別して個別に主張すべき旨を主張する。 

       しかし，情報公開法は，９条において，開示請求に対して行政機関

の長が執るべき措置を規定しているが，原告ら主張の点を明らかにす

べきことは要求しておらず，また，５条においても，一つの情報が複

数の不開示情報に該当することを予定していながら，そのような場合

において当該不開示情報ごとに区別して不開示理由を明らかにすべき

旨を規定していない。他に原告らの上記主張を基礎付ける法的根拠は

見当たらない。 

     ｂ 原告らは，文書作成後の時間の経過を考慮して情報公開法５条３号

又は６号の不開示情報該当性を主張立証すべき旨を主張する。 

       しかし，そもそも情報公開法５条は，不開示情報該当性の判断要素

として，原告らが指摘するような時間的要素は考慮要素に含めていな

いし，被告が不開示情報該当性として主張する他国との信頼関係を損

なうおそれは，時間の経過によってその現在性が消滅又は減少すると

は言い難く，原告らが主張する韓国及び関係国の政治体制の変化や日

韓関係の変化は，原告ら独自の視点に基づくものであり，本件各文書

のうち不開示理由２に係るものの不開示情報該当性を否定する根拠と

なるものではない。 

     ｃ 原告らは，４０年以上も前の外国の政府高官又は公務員が行った発

言，評価，見解については，これらを不開示とするために日本政府関

係者の発言，評価，見解に比較してより強い理由が必要である旨を主

張する。 

       しかし，① 当該発言等が歴史的価値を有すること等は，情報公開

法５条各号の不開示情報該当性と関係しないこと，② 外国が同じ会

議についての議事録等を公開しているとしても，日本側は日本側の立

場から当該会議の内容を記録するから，当該外国側の記録とは当然異
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なり得ること，③ 第三国政府の情報や論評であっても，我が国と当

該国との信頼関係の維持又は外交事務の適正な遂行の確保に負の影響

をもたらすものについては，日本政府が保有する文書からは公にしな

いことが適当であり，当該第三国との信頼関係を損なうおそれは，時

間の経過によってその現在性が消滅又は減少するとはいい難いこと，

④ 当該発言等がいわゆる「内話」であるか否か，守秘義務が有効か

否かにかかわらず，このような非公式な見解を現時点で開示すれば，

当該国との信頼関係の維持又は外交事務の適正な遂行の確保に負の影

響をもたらす可能性があることから，原告らの上記主張は理由がない

というべきである。 

     ｄ 外務大臣は，平成２３年８月２９日に追加開示決定をする際，不開

示理由２に係る文書のうち外国政府関係者の発言又は見解を記録した

文書については開示するといった概括的な枠組みの下で追加開示の当

否を決定しておらず，各文書の不開示部分に記録されている情報ごと

に情報公開法５条各号該当性の有無を判断しているから，原告らの主

張は，独自の見解に基づくものにすぎない。 

    （原告らの主張の要旨） 

     ａ 被告は，① 本件各文書の不開示理由２に係る不開示部分の内容と

して，対象文書全般又は開示部分を含めた文書の内容を説明するにと

どまり，当該不開示部分を不開示とした判断を正当化する識別に関す

る情報を主張していないし，② 情報公開法５条３号と同条６号とで

は，その条文構造が全く異なるにもかかわらず，同条３号の不開示情

報に該当する理由と同条６号の不開示情報に該当する理由とを区別し

た個別の主張立証をしていない。 

     ｂ 本件各文書のうち不開示理由２に係るものは，その作成から約半世

紀経過しているから，現在又は将来について情報公開法５条３号及び
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６号のおそれがあるとの判断に合理性はない。 

       特に，上記各文書の作成後の事情をみても，日韓間では，昭和４０

年に日韓基本条約等が締結され，請求権相互放棄の原則の下に国交正

常化が実現し，韓国においては，日韓会談当時の李承晩政権，その後

昭和３６年（１９６１年）のクーデターを経て成立した朴正煕政権等

の軍事独裁政権は崩壊し，民主化が実現されて久しく，日韓関係や韓

国政府内の体制は大きな変化を遂げている。また，その他の諸国との

関係においても，中国との関係では，日中共同声明（昭和４７年（１

９７２年））の下に日中国交正常化が実現し，ソ連との関係では，上

記各文書作成当時の社会主義政権であったソ連が平成２年（１９９１

年）に崩壊し，既に新しい政治体制が確立している。 

       このように上記各文書の作成から約半世紀が経過する中で，国際情

勢も著しく変化しているのであるから，既に退任し又は死去している

日本，米国，韓国の政府高官や公務員が行った発言であって上記各文

書に記録されているものが，今日の韓国その他の諸国との信頼関係や

外交事務に支障を生じさせることは，通常想定することができない。 

       そうすると，被告は，上記各文書に記録されている情報が，上記の

とおり，その作成から長期間を経ているにもかかわらず，殊に外交関

係においては国際情勢等の具体的な変化があるにもかかわらず，なお

現在及び将来の外交上の信頼関係が損なわれ又は外交事務に支障を及

ぼすと判断した理由を主張立証すべきであるが，被告の上記主張はこ

れらの点を何ら明らかにしていない。 

     ｃ ４０年以上も前の外国の政府高官又は公務員が行った発言，評価，

見解は，① それ自体が歴史的価値を有するものであり，当時の各国

政府の政府高官や公務員の認識や行動を確認するための重要な資料と

なること，② それが日本と当該外国の了解の下で議事録等に記録さ
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れ，当該外国が既に公開している場合には，これらの公開により信頼

関係が損なわれたり外交事務の支障を生じたりすることはないこと，

③ 当該発言等の内容が第三国政府の情報や論評である場合，これら

の公開により当該第三国との信頼関係を損なったり外交事務の支障を

生じたりするかどうかは，現在性の観点から検討すべきであること，

④ 当該発言等が当該文書上で「内話」とされていたとしても，その

ことから公開を予定していない機密情報又は極秘情報であるとはいえ

ないし，当該発言等をした者が，当該発言等の際，日本政府関係者に

将来にわたる守秘を誓約させ又はその発言を聴取した日本政府関係者

がその守秘を確約したなどの事情も認められないことに照らすと，こ

れらを不開示とするためには，日本政府関係者の発言，評価，見解に

比較してより強い理由が必要であるというべきであるが，被告は，そ

のような理由を主張立証していない。 

     ｄ 外務大臣は，本件訴えにおいて，「政府部内での検討の様子等が子

細に記されており，公にすることにより，他国等との信頼関係を損ね

るおそれがあるほか，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あること」を不開示理由として主張していた行政文書（２９文書）に

ついて，平成２３年８月２９日付けで追加開示を行っている（その開

示に際しては，日本政府関係者との会談に関するものである場合には，

日本政府関係者の発言や見解も開示の対象となっている。）ところ，

外国政府関係者の発言や見解及びそれと同じ機会にされた日本政府関

係者の発言や見解が，もはや不開示情報に該当しないのであれば，同

様に同じような発言や見解が記録されている文書（通し番号２－２６，

２－５９，２－８０，２－９２，２－１０７の文書）についても，不

開示情報に該当しないというべきである。 

    (ｳ) 不開示理由３について 
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    （被告の主張の要旨） 

     ａ 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分には，現在においても

日韓間で立場の異なる竹島問題に関する日韓間の交渉や政府内部での

検討の様子等が子細に記録されているから，これを公にすれば，現在

でも日韓間において未解決の問題として存在する竹島問題に関する日

本政府の関心事項や韓国側の主張に対する日本側の対応方針及びその

検討状況が公になる。 

       竹島問題は，現在においても過去と比して日韓両国政府の基本的立

場に変更はなく，依然として日韓間における最も重要な懸案事項の一

つであって，今後の日韓関係に影響を与える問題であり，政治家，市

民団体，国民，マスコミ等からの関心がますます高まっているところ

（乙Ａ４１５～４５０，４５２～４８６），現在及び将来の日韓関係

は，かねてからの政府部内での検討と実際の外交交渉の積み重ねの上

に成り立つものであることからすれば，本件各文書の作成当時に日本

政府部内で竹島問題に関して検討するなどした内容は，今後，韓国政

府との間で竹島問題について交渉する際における日本政府の方針とな

り得るものであり，また，日本政府が把握している情報は，韓国政府

が日本政府の方針を把握し又は推測する材料となり得るから，本件各

文書の不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報を公にす

れば，日本政府が交渉上不利な立場に立つ蓋然性が高いというべきで

あり，情報公開法５条３号の不開示情報に該当する。 

       また，原告らの主張（後記（原告らの主張の要旨）ａ参照）につい

ては，一般に，政府部内で検討された内容であっても，政府として公

にすることが可能であると判断したもののみが，政府の広報活動や国

会審議における政府答弁を通じて公になるにすぎず，政府部内での検

討結果の全てがこれらの広報活動や国会審議によって公になるわけで
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はないから，広報活動や国会審議から得られる断片的な情報のみに基

づいて開示の可否を論じることはできない。 

     ｂ 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報

には，日韓両政府において公表を前提としないで行われた政府当局者

による率直な会談の記録又は具体的提案が含まれており，韓国側にお

いてこれらが公にされることは想定されていない以上，これを公にす

ることにより，韓国との信頼関係が損なわれ，韓国との間で忌憚のな

い意見交換が期待できなくなるから，情報公開法５条３号の不開示情

報に該当する。 

     ｃ 被告は，原告ら主張の態様による主張立証（後記（原告らの主張の

要旨）ｃ参照）を行う義務を負っておらず，全部不開示文書について

も，竹島問題という機微な性質を踏まえて，合理的な範囲で主張立証

しており，本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分にこれ以上の

説明を加えれば，当該部分を開示するのと同等の効果を生じさせるこ

とになるから，原告らの主張（後記（原告らの主張の要旨）ｃ）は理

由がない。 

       また，本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分のうち，電信文

の全文を不開示としたものについては，電信に記録されている番号，

日付，時間，送信者，宛先等は，電信文の内容部分と結合して初めて，

いつ，誰から，誰にどのような内容の電信が送付されたかが明らかに

なるものであって，内容部分とは別に独立した社会生活上の意味を有

するものではないから，部分開示をすべき理由はない。 

     ｄ 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報

の不開示情報該当性は，最近の竹島問題をめぐる動きを見ても明らか

なように，上記ａのとおり，竹島問題が引き続き未解決であり，両国

間最大の懸案の一つである状況下においては，時間の経過によって何



 62 

ら減少していない。 

     ｅ 不開示理由３に係る本件文書の不開示部分のうち，韓国側の発言に

係るものについては，現世代の政府関係者及び国民が約半世紀前に行

われた当該発言の内容を知らない蓋然性が高い状況の下，改めてこれ

を公にすれば，新たに発表されたことと同じように受け止められるか

ら，他国との信頼関係を損ない，又は交渉上不利益を被るおそれが当

然存在しており，当該発言の内容は，日本側の立場から記録されたも

のである以上，韓国側の記録内容とはおのずと異なるものである。 

       また，米国等の第三国の関係者の発言に係るものについても，当該

国との率直な意見交換の内容が公にされれば，当該国との信頼関係を

損ない，当該国との間で忌憚のない意見交換や協議が困難になるおそ

れが常時存在している。 

       なお，我が国と韓国との二国間における交渉の記録であっても，交

渉記録には，相手側との交渉における双方の具体的な発言内容だけで

なく，個々の発言内容に対する評価，分析及び判断なども記載され得

るから，韓国政府が保有している交渉記録の記載内容と外務省が保有

している日本国政府の交渉記録の記載内容とは完全に一致するもので

はないと合理的に推認される。そして，各国政府が保有する情報の公

開についても，それぞれの国が公開を決定するに当たって，専門的，

政策的な判断により，自国の国益を害するおそれの有無，あるいは公

開することによる利益の有無等について慎重に検討し，少なくとも自

国の国益を損なうことのないように独自に判断を下しているものと考

えられるから，我が国が国の安全等に関わる秘密を含む情報を内包す

る行政文書を公開しようとする場合には，我が国の国益や立場を総合

的に検討し独自に判断した上で決定する必要があり，単に相手国が我

が国との二国間交渉に係る文書を公開したことをもって，我が国が当
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該交渉に係る文書を公開したとしても，我が国の外交にとって不利益

を生ずるおそれはないと断定し得ない。 

     ｆ 他国政府関係者の見解又は発言に関する情報であっても，我が国が

他国との信頼関係を損ない，又は交渉上不利益を被り得るものについ

ては，少なくとも日本政府が保有する行政文書からは公にしないこと

が相当である。また，竹島問題を含め，一般に領土問題については，

紛争当事国以外の第三国の見解が「客観的意見」として交渉上援用さ

れることもあり，第三国政府から日本政府のみに示された竹島問題に

関する見解は，当該問題に係る交渉における日本政府の方針や戦略に

大きく関わるものといえ，公にされることにより，交渉上の日本の立

場を不利にするおそれがある。 

    （原告らの主張の要旨） 

     ａ 竹島問題が日韓関係で未解決の問題として存在するとしても，竹島

問題に関する日本政府の具体的な考え方や分析法，立論等の多くは，

日韓両政府の広報活動や国会審議における政府答弁等を通じて，既に

公となっており，竹島問題に関して日韓両国の論拠とする内容やそれ

ぞれの主張と矛盾する内容が明らかにされているから，本件各文書の

不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報は，約半世紀も

前の日本政府の検討内容等であるから，これが韓国との外交交渉に特

段の具体的な影響を及ぼすことは想定できない。 

     ｂ 被告の主張に係る公開の予定や忌憚のない意見交換といった事情は，

それ自体は情報公開法５条３号の不開示情報該当性を基礎付けるもの

ではなく，被告の主張（前記（被告の主張の要旨）ｂ）は，そのよう

な事情が現在又は将来にわたる信頼関係や外交交渉上の不利益をどの

ように損なうのかを具体的に主張するものではないから，これをもっ

て同号の不開示情報に該当するとはいえない。 
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     ｃ 情報公開法５条３号の「交渉上の不利益を被るおそれ」があるとい

うためには，問題とする事項を具体的に特定した上，当該事項が現在

も交渉継続中の事項に関するものであり，かつ，開示請求に係る行政

文書が当該事項に関連するものであるから，これを公にすれば今後の

交渉に影響を与えるという今日的意義が存在することが必要であると

ころ，被告の主張（前記（被告の主張の要旨）ａ）は，「信頼関係が

損なわれるおそれ」と「交渉上不利益を被るおそれ」を特段に区別し

ておらず，また，当該行政文書の全文を不開示としつつ，その理由を

竹島問題に関する具体的見解であるというにとどまっており，上記の

各点について具体的な主張立証を行っていない。 

       また，本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分には，電信文の

全文とするものがあるが，その体裁からすれば，これを公にすること

に何ら支障のない箇所も存在するはずである。 

     ｄ 外交文書に関する３０年公開原則は，今日，世界の多くの国々で受

け入れられているから（甲１０３），その公開が予測外の事態である

とはいえないし，約半世紀前に作成された行政文書に記録されている

情報を公にすることにより，なお現在又は将来の交渉に具体的な不利

益をもたらし又は他国との信頼関係を損なうことは，特別な事情がな

い限り，あり得ないところ，本件各文書の不開示理由３に係る不開示

部分に記録されている情報につき，上記の特別な事情は存在しない。 

     ｅ 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分のうち，韓国側代表や

第三国の者による発言又は見解を理由とする部分については，交渉の

相手方である韓国又は第三国の発言又は見解によって今後の交渉にお

いて日本側の手足が縛られるといった事情は一切なく，これを公にす

ることにより，日本側にとって外交交渉上の不利益が生じることはお

よそ考えられない。 
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     ｆ 被告は，本件訴えにおいて，不開示理由として「現在において日韓

間で異なる立場の問題に関する交渉の様子や政府部内での検討の様子

が子細に記載されており，公にすることにより，我が国の今後の交渉

上の立場を不利にするおそれがある」と主張していた文書（文書番号

１８７９。乙Ｂ８１）について，その不開示部分の内容は竹島問題に

ついて国際司法裁判所に付託するという日本側の提案の内容とそれに

最終的には従うべきだとする韓国側の見解であったにもかかわらず，

平成２３年８月２９日付けで追加開示決定をしているから，このよう

な韓国側の見解が日本の交渉上の立場を不利にする事情はおよそ考え

られないことも併せ考慮すると，その他の不開示理由３に係る本件各

文書の不開示部分のうち外国政府関係者の発言や見解を内容とする行

政文書（通し番号３－６，３－８，３－１５，３－１８，３－２７，

３－３２，３－３３，３－３４，３－３６，３－３７，３－４３）に

ついても，不開示情報に該当しない蓋然性が高いというべきである。 

    (ｴ) 不開示理由４について 

    （被告の主張の要旨） 

     ａ 本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分に記録されている情報

は，①韓国要人一行等が訪日する際の警備計画に関するもの，②特定

の場所における警備体制，警備対策に係る政府内部での具体的な検討

状況，③海上保安庁の韓国周辺水域での警備体制についての検討状況，

④日本政府が情報収集に至った経緯，犯罪容疑者に対する捜査に関す

る情報収集の方法や捜査手法自体等であり，情報公開法５条４号及び

６号の不開示情報に該当する。 

       被告は，上記のとおり，外務大臣がこれらの不開示部分を不開示と

した具体的な理由を主張立証しているから，上記各不開示部分に関す

る同条４号の不開示情報該当性については，これを否定する原告らに
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おいて，外務大臣の判断が裁量権の範囲を超え，又はその濫用があっ

たことを基礎付ける具体的な事実を主張立証する責任を負っていると

いうべきである。 

       これに対し，原告らは，４０年又は５０年前の海上警備情報や捜査

情報が，通常は，現在又は将来の公共の安全・秩序の維持や事務の適

正な遂行に影響を与えるものではないと主張する。 

   しかし，「４０年又は５０年」という時間の経過のみによって，

現在における警備や情報収集の在り方の性質が過去のものとの関連

性が失われるほどに変化するとは限らず，これらの不開示部分の開

示が現在又は将来の公共の安全・秩序の維持や事務の適正な遂行に

影響を与えるものではないなどと断定できる理由はなく，原告らの

上記主張は何ら合理的な根拠に基づくものではない。 

     ｂ 原告らは，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分に記録され

ている情報につき，公にすることによる「支障」の内容を具体的に特

定し，開示された情報と比較して，不開示とされた情報がどのような

点で「支障を及ぼすおそれ」があるかを具体的に明らかにすべきであ

る旨主張する。 

       しかし，開示請求に対して行政機関の長が執るべき措置を明確にし

た情報公開法９条は，原告ら主張の点を明らかにすべきことを要求し

ておらず，他に原告らの上記主張を基礎付ける法的根拠は見当たらな

い。 

   また，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分に記録されて

いる情報が，４０年又は５０年前の警備情報であったとしても，現

在及び将来においても共通する部分があり，依然として今日的意義

を有しているから，これを公にすれば，我が国の警備体制や警備手

法に係る手の内をさらすことになり，他国との信頼関係が損なわれ
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るおそれ，国の安全を害するおそれが生じるとともに，公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり，かつ，同様の警備方法

を使用できなくなるという意味において，事務の適正な遂行に支障

を来すことになる（情報公開法５条４号，６号）。 

     ｃ 外務大臣は，平成２３年８月２９日付けで追加開示決定をする際に，

外国政府関係者の発言若しくは見解又はそれに対する日本政府関係者

の発言であるか否かという見地から開示の当否を決定しておらず，従

来不開示とされた情報ごとに，情報公開法５条各号の解釈及び当ては

めを行い，それに基づき開示・不開示の判断を行ったものである。 

       たとえ外国政府関係者の発言又は見解を開示したとしても，会談相

手の日本政府関係者の発言又は見解を開示するか否かの判断は，別個

に情報公開法５条各号の文理・解釈に基づき開示・不開示の判断を行

うべきものであって，同一機会にされた発言・見解の表明であれば，

不開示情報該当性が一義的に認められないことにはならない（なお，

原告ら主張に係る文書①（文書番号６９２）について，被告は，その

不開示理由として不開示理由３を主張していた。）。 

    （原告らの主張の要旨） 

     ａ 「原則開示，例外不開示」を基本理念とする情報公開法の下におい

ては，情報公開法５条にいう「公共の安全と秩序の維持」又は「事務

の適正な遂行」とは，既に終了した過去の公共の安全・秩序の維持や

事務の適正な遂行ではなく，現在又は将来の公共の安全・秩序の維持

や事務の適正な遂行を意味するところ，本件各文書のうち不開示理由

４に係る不開示部分は，全て４０年又は５０年前の情報であるから，

被告は，これらがどのような意味で現在又は将来の公共の安全と秩序

の維持や事務の適正な遂行に支障を及ぼす可能性があるのかという関

連性を具体的に主張立証しなければならない。 
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       特に，本件各文書のうち不開示理由４に係る不開示部分に記録され

ている情報は，４０年又は５０年前の韓国との間の海上警備情報や領

海侵犯に関する捜査情報であるところ，それらの警備や捜査を取り巻

く状況や環境は，その年月の経過の中で大きな変化を重ねており，例

えば，日本と韓国との関係においても，当時両国間で問題とされてい

た「李ライン」は撤廃され，両国間には国交を正常化する条約や協定

も締結され，経済水域に関する国際情勢も変化しているし，その実施

方法等も，情報通信技術やレーダー技術の発展などにより，４０年又

は５０年前とは全く異なってきている。このような時の経過による変

化の中では，４０年又は５０年前の海上警備情報や捜査情報は，通常

は現在又は将来の公共の安全・秩序の維持や事務の適正な遂行に影響

を与えるものではないから，被告は，どのような具体的な理由によっ

て，それらが現在又は将来の公共の安全・秩序の維持や事務の適正な

遂行に影響を与えるかを具体的に主張すべきであるが，そのような具

体的な主張立証はされていない。 

     ｂ さらに，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分に記録されて

いる情報が「公共の安全と秩序の維持」や「事務の適正な遂行」に関

係するものであったとしても，「公共の安全と秩序の維持」又は「事

務の適正な遂行」に「支障を及ぼすおそれ」があることが必要である

ところ，本件各文書に記録されている海上警備や捜査に関する情報の

大半が開示されていることも併せ考慮すると，被告は，その「支障」

の有無を客観的に判断できるようにするとともに，外務大臣による開

示・不開示の選別が恣意的なものではないことを明らかにするため，

当該「支障」の内容を具体的に特定し，開示された情報と比較して，

不開示とされた情報がどのような点で「支障を及ぼすおそれ」がある

かを具体的に明らかにすべきであるが，被告の主張は，具体的に明ら
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かにすべき事情を，警備情報の入手方法，警備の具体的方法及び内容，

具体的かつ詳細な内容又は「手の内」などと言い換えているにすぎず，

不開示とされた情報が開示された情報と比較してどのような点で区別

されるのかを何ら主張していない。 

       したがって，被告の主張によっても，本件各文書の不開示理由４に

係る不開示部分に情報公開法５条４号及び６号の適用を正当化するよ

うな事情は存在しないというべきである。 

     ｃ 被告は，本件訴えにおいて，不開示理由として「公にすることによ

り，犯罪の予防，鎮圧等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあるほか，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と

主張してきた文書（①文書番号６９２（乙Ｂ５３），②文書番号７１

４（乙Ｂ２８））について，その内容が，①は韓国のＺ９法務局長

（当時）の「中共が間島を北鮮に与えるという情報」などの観測であ

り，②は韓国の親善使節が両国の共産勢力について情報や調査員の交

換をしたいと述べる提案などである（ただし，日本側がそれに同意し

たという事情はない。）にもかかわらず，平成２３年８月２９日付け

で開示決定をしているから，その他の不開示理由４による不開示文書

のうち上記と同様の理由を主張するものについても，上記と同様に不

開示情報に該当する実質を伴うものではないというべきである。 

   イ 個別の行政文書について 

     別紙５の「第２ 当事者の主張の要旨」欄記載のとおりである。 

  (3) 争点(2)（本件義務付けの訴えの適法性）について 

  （原告らの主張の要旨） 

    本件各処分は，別紙５の「第２ 当事者の主張の要旨」欄中の「２ 原告

らの主張の要旨」のとおり，いずれも取り消されるべきであり，行政事件訴

訟法３７条の３第１項２号所定の「当該法令に基づく申請を棄却する旨の処
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分がされた場合において，当該処分が取り消されるべきものであるとき」に

該当する。したがって，本件義務付けの訴えは，適法である。 

  （被告の主張の要旨） 

    本件各処分は，別紙５の「第２ 当事者の主張の要旨」欄中の「１ 被告

の主張の要旨」のとおり，いずれも適法であって取り消されるべきものに当

たらない。したがって，本件義務付けの訴えは，行政事件訴訟法３７条の３

第１項２号の要件を欠いており，不適法である。 

  (4) 争点(3)（本件義務付け請求に係る請求認容（本案）要件（行政事件訴訟

法３７条の３第５項）該当性）について 

  （原告らの主張の要旨） 

    情報公開法５条は，行政機関の長に対し，当該行政機関が保有する行政文

書の開示の請求があったときは，当該行政文書に不開示情報が記録されてい

る場合を除き，当該行政文書の開示を義務付けているところ，本件において

は，本件開示請求で本件各文書に不開示情報が記録されていないことは，別

紙５の「第２ 当事者の主張の要旨」欄中の「２ 原告らの主張の要旨」の

とおりであるから，処分行政庁が本件各文書の開示決定をすべきであること

が情報公開法の規定から明らかであると認められる。 

    したがって，本件義務付け請求は，行政事件訴訟法３７条の３第５項所定

の請求認容（本案）要件に該当する。 

  （被告の主張の要旨） 

    本件各文書の開示決定をすべきであることが情報公開法の規定から明らか

であると認められないことは，別紙５の「第２ 当事者の主張の要旨」欄中

の「１ 被告の主張の要旨」のとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点(1)ア（情報公開法５条３号，４号及び６号該当性の審査方法及び主張

立証責任の所在等）について 
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  (1) 関係法令の定め 

   ア 情報公開法 

    (ｱ) 情報公開法は，① 国民主権の理念にのっとり，行政文書の開示を請

求する権利につき定めること等により，行政機関の保有する情報の一層

の公開を図り，もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が

全うされるようにするとともに，国民の的確な理解と批判の下にある公

正で民主的な行政の推進に資することを目的とする旨を規定した上（１

条），② 何人も，情報公開法の定めるところにより，行政機関の長に

対し，当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができ

（３条），③ 行政機関の長は，開示請求があったときは，<ｱ> 開示

請求に係る行政文書に同法５条各号に掲げる情報（不開示情報）のいず

れかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当該行政文書を

開示しなければならず（５条柱書き），<ｲ> 開示請求に係る行政文書

に不開示情報が記録されている場合においても，<a> 不開示情報が記

録されている部分を容易に区分して除くことができるときは，当該部分

を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときを除き，

開示請求者に対し，当該部分を除いた部分につき開示しなければならず

（６条１項），また，<b> 公益上特に必要があると認めるときは，開

示請求者に対し，当該行政文書を開示することができる旨（７条）を規

定している。 

      そして，情報公開法５条は，不開示情報として，①個人に関する情報

（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，当該情

報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別す

ることはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害す
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るおそれがあるものであって，同条１号イ，ロ又はハに掲げる情報以外

のもの（個人情報。１号），②公にすることにより，国の安全が害され

るおそれ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は

他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由がある情報（国の安全等に関する情

報。３号），③公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴

の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報（公

共安全秩序維持情報。４号），④国の機関，独立行政法人等，地方公共

団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，

公にすることにより，当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの（事務事業情報。６号）等

を規定している。 

    (ｲ) また，情報公開法は，開示請求に係る行政文書の開示，一部開示又は

不開示の決定は開示請求者に書面により通知しなければならない（９

条）としているが，開示請求に係る行政文書の全部又は一部について同

法５条各号所定の不開示情報が記録されていることを理由に不開示とす

る旨の決定（不開示処分）をする場合の理由の提示に関し，開示請求に

対し，当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけ

で，不開示情報を開示することとなるときは，行政機関の長は，当該行

政文書の存否を明らかにしないで，当該開示請求を拒否することができ

る旨（８条）のみを規定し，行政手続法の規定の適用を除外する旨の規

定は設けていないところ，行政手続法は，行政庁は，申請により求めら

れた許認可等を拒否する処分をする場合は，申請者に対し，同時に，当

該処分の理由を示さなければならず，当該処分を書面でするときは，そ

の理由は書面により示さなければならない旨（８条）を規定している。 
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    (ｳ) さらに，情報公開法は，行政機関の長は，開示請求をしようとする者

が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう，公文書等の管理に

関する法律（公文書管理法）７条２項に規定するもののほか，当該行政

機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をし

ようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする旨（公文

書管理法附則５条による改正前の２３条（同改正後の２２条）１項）を

規定している。 

    (ｴ) なお，公文書管理法附則５条による改正前の情報公開法２２条（旧情

報公開法２２条）は，① 行政機関の長は，この法律の適正かつ円滑な

運用に資するため，行政文書を適正に管理するものとするとし（１項），

② 政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けると

ともに，これを一般の閲覧に供しなければならず（２項），③ ②の政

令においては，行政文書の分類，作成，保存及び廃棄に関する基準その

他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする旨

（３項）を規定し，公文書等の管理に関する法律施行令（公文書管理法

施行令）附則６条による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律施行令１６条（旧情報公開法施行令１６条）１項において，上記

②の行政文書の管理に関する定めは，<ｱ> <a>当該行政機関の事務及び

事業の性質，内容等に応じた行政文書の保存期間の基準を定めるもので

あること（４号前段），<b>この場合において，法律又は政令の制定，

改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書，国政上の重

要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書，行政機関の長がこれら

の行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるものの保存期間の

基準は，それぞれその作成又は取得の日から起算して３０年以上の期間

とし，その他当該行政文書の保存期間の基準は，別表第二の上欄に行政

処分の区分に応じて，それぞれその作成又は取得の日から起算して１年
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未満の期間から３０年までの期間以上の期間とすること（同号後段，別

表第二の１の項），<ｲ> 行政文書を作成し，又は取得したときは，<ｱ>

の行政文書の保存期間の基準に従い，当該行政文書について保存期間の

満了する日を設定するとともに，当該行政文書を当該保存期間の満了す

る日までの間保存することとするものであること（５号前段），<ｳ> 

保存期間が満了した行政文書について，職務の遂行上必要があると認め

るときは，一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするもの

であること（７号前段），<ｴ> 保存期間が満了した行政文書について

は，公文書管理法附則４条による改正前の国立公文書館法（旧国立公文

書館法）１５条２項の規定により内閣総理大臣に移管することとするも

の等を除き，廃棄することとするものであること（８号）等の要件を満

たすものでなければならない旨を規定していた（なお，旧国立公文書館

法１５条は，① 国の機関は，内閣総理大臣と当該国の機関とが協議し

て定めるところにより，当該国の機関の保管に係る歴史資料として重要

な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとした上（１

項），内閣総理大臣は，② ①の協議による定めに基づき，歴史資料と

して重要な公文書等について，国立公文書館において保存する必要があ

ると認めるときは，当該公文書等を保存する国の機関との合意により，

その移管を受けることができ（２項），③ ②の規定により移管を受け

た公文書等を国立公文書館に移管するものとする旨を規定し（４項），

また，同法１６条は，国立公文書館において保存する公文書等は，個人

の秘密の保持その他の合理的な理由により一般の利用に供することが適

当でないものを除き，一般の利用に供するものとする旨を規定してい

た。）。 

      しかし，公文書管理法は，後記イのとおり，行政文書（なお，公文書

管理法２条４項は，「行政文書」につき，情報公開法２条２項と同一の
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定義をしている。）の管理に関する詳細かつ網羅的な規定を設けたこと

から，公文書管理法附則５条により旧情報公開法２２条が，公文書管理

法施行令附則６条により旧情報公開法施行令１６条が，それぞれ削除さ

れた（旧国立公文書館法１５条及び１６条も，公文書管理法附則４条に

より削除された。）。 

   イ 公文書管理法 

     公文書管理法（平成２３年４月１日施行）は，情報公開法に基づく開示

請求の対象となる行政文書を含む公文書等の管理に関する基本的事項等を

定めること等により，行政文書等の適正な管理，歴史公文書等の適切な保

存及び利用等を図り，情報公開法と同様，国の有するその諸活動を現在及

び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること等を目的とする

旨（１条）を規定しているところ，(ｱ) 行政機関の長は，<ｱ> 当該行政

機関の職員が行政文書を作成し，又は取得したときは，政令で定めるとこ

ろにより，当該行政文書について分類し，名称を付するとともに，保存期

間及び保存期間の満了する日を設定し（５条１項。なお，同項の委任を受

けて制定された公文書管理法施行令８条２項１号及び別表の２の項は，条

約その他の国際約束に関する文書であって<a>外国との交渉に関する文書，

<b>他の行政機関の質問若しくは意見又はこれらに対する回答に関する文

書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書，

<c>条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書の保存期間

を原則として３０年とする旨を規定している。また，行政機関の長は，こ

の保存期間等を延長することができる（公文書管理法５条４項）が，延長

する期間及び延長理由を内閣総理大臣に報告しなければならない（公文書

管理法施行令９条２項）。），<ｲ> 行政文書ファイル及び単独で管理し

ている行政文書（行政文書ファイル等）について，保存期間の満了前ので

きる限り早い時期に，保存期間が満了したときの措置として，歴史公文書
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等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等へ

の移管の措置を，それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを

定めなければならず（５条５項），<ｳ> 保存期間が満了した行政文書フ

ァイル等については，上記<ｲ>の定めに基づき，国立公文書館等に移管し，

又は廃棄しなければならない（８条１項）とした上，(ｲ) 国立公文書館

等の長は，<ｴ> 当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公

文書等について，利用請求があった場合には，公文書管理法１６条１項各

号に掲げる場合（同項１号に掲げる場合としては，情報公開法５条３号又

は４号と同趣旨の情報が記録されている場合が含まれている。）を除き，

これを利用させなければならない（１６条１項本文）が，<ｵ> 利用請求

に係る特定歴史公文書が公文書管理法１６条１項１号に該当するか否かに

ついて判断するに当たっては，当該特定歴史公文書等が行政文書として作

成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに，当該特定歴史公文

書等に付されている同法８条３項の規定による行政機関の長の意見を参酌

しなければならない旨（１６条２項）を規定している。 

  (2) 情報公開法５条３号，４号及び６号の該当性の判断枠組み 

   ア 上記(1)アの情報公開法等の各規定に照らすと，情報公開法は，国民主

権の理念にのっとり，① 何人に対しても，行政文書の開示を請求するこ

とができる権利（３条）を認めた上，② 行政機関の長において，開示請

求をしようとする者に対する情報の提供等の適切な措置を講ずるものとし

た上，適法な開示請求があった場合には，一定の合理的な理由に基づき不

開示とする必要がある５条各号所定の不開示情報が記録されているときを

除き，開示請求者に当該行政文書を開示すべき義務を負わせるという原則

開示の基本的枠組みを採用し，さらに，③ 行政機関の長は，当該行政文

書に不開示情報が記録されているため，不開示処分をするときであっても，

開示請求者に対し，当該不開示処分の理由を書面により示さなければなら
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ないものとし（９条，行政手続法８），もって，政府の有するその諸活動

を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに，国民の的確な理

解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを趣旨とする

ものであると解される。 

     また，情報公開法の各規定の文理及び上記趣旨に照らすと，行政機関の

長の開示請求者に対する不開示処分については，当該不開示処分に係る行

政文書に記録されている情報が同法５条各号所定の不開示情報に該当する

ことが処分の適法性を基礎付ける事項となるものと解される。 

   イ(ｱ) 情報公開法５条６号の解釈 

      そして，上記アで説示した<ｱ>情報公開法の趣旨及び目的に加え，<ｲ>

同法が原則開示の基本的枠組みを採用していることのほか，<ｳ>同法５

条６号柱書が，事務事業情報につき，「当該事務又は事業の性質上」，

当該事務又は事業の「適正な」遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

と規定し，また，同条１号ロとは異なり，「人の生命，健康，生活又

は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情

報」等を事務事業情報から除外していないこと等に照らすと，同条６

号柱書きにいう「その他当該事務又は又は事業の性質上，当該事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とは，① 単

に当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというだけで

は足りず，当該事務又は事業の根拠規定や趣旨，その目的や種類，目

的達成のための手法等に照らし，一般的又は類型的な意味における公

益的な開示の必要性等も比較衡量して，当該事務又は事業の「適正

な」遂行に支障を及ぼすおそれがあることが必要であると解すべきで

あり，そうである以上，② ここでいう「支障」は，名目的なもので

は足りず，実質的なものでなければならず，また，③ 「おそれ」も，

単なる確率的な可能性では足りず，法的保護に値する蓋然性が必要で
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あると解すべきである。 

    (ｲ) 情報公開法５条６号の該当性についての裁判所の審理・判断の在り方 

      そうすると，事務事業情報（情報公開法５条６号）に関する判断の適

否が争われる不開示処分の取消訴訟における裁判所の審理，判断は，①

 当該不開示処分に係る行政文書に記録されている情報が国の機関が行

う事務又は事業に関する情報に当たり，かつ，② これを公にすること

により，当該事務又は事業（これには，同種のものが反復されるような

性質の事務又は事業や将来の事務又は事業も含まれる。）の適切な遂行

に実質的支障を及ぼす蓋然性があるかどうかにつき，当該事務又は事業

の根拠規定や趣旨，その目的や種類，その目的達成のための手法等に照

らし，一般的又は類型的な意味における公益的な開示の必要性等も比較

衡量して客観的に検討し，これが認められない限り，当該不開示処分が

違法であると判断するという審査方法によることになる。 

   ウ(ｱ) 情報公開法５条３号及び４号の解釈 

     ａ これに対し，① 国の安全等に関する情報をもって不開示情報とす

る情報公開法５条３号は，我が国の安全，他国等との信頼関係及び我

が国の国際交渉上の利益を確保すること（国の安全等の確保）が，国

民全体の基本的利益を擁護するために政府に課された重要な責務であ

り，これらの利益等を十分に保護する必要があることから設けられた

規定であると解され，② 同号に掲げる国の安全等に関する情報は，

一般の行政運営に関する情報とは異なり，その性質上，開示又は不開

示の判断に高度の政策的判断を伴うものであり，我が国の安全保障上

又は対外関係上の将来予測等についての専門的，技術的判断をも要す

るものであること，③ 同号の立法経緯をみても，行政改革委員会行

政情報公開部会の「情報公開法要綱案（中間報告）」（平成８年４

月）においては「おそれがあると認められる相当の理由がある情報」
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とされていたものが，同部会の「情報公開法要綱案（同年１１月）に

おいて「おそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報」とさ

れ，さらに，法案立案時に文言が一部修正されて現行法のとおり規定

されるに至ったが，これは，上記①・②の点等から，司法審査の場に

おいては，裁判所が行政機関の長の第一次的な判断を尊重し，その判

断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるかどうか

を審理・判断することとするのが適当であると考えられたためであり

（甲１００参照），情報公開法に係る法案の国会審議においてもその

旨の答弁がされていること（甲１０２参照）等に照らすと，同号が

「おそれがある情報」（同条６号等参照）と規定せず，「おそれがあ

ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定

しているのは，上記のような国の安全等に関する情報の特質を考慮し，

開示請求に係る行政文書に記録された情報が国の安全等に関する情報

に該当するか否かの認定について，行政機関の長の合理的な判断に委

ねる趣旨に出たものであると解するのが相当である。 

     ｂ また，① 公共安全秩序維持情報をもって不開示情報とする情報公

開法５条４号は，公共の安全と秩序を維持すること（公共安全秩序維

持）が，国民全体の基本的利益を擁護するために政府に課された重要

な責務であり，これを十分に保護する必要があることから設けられた

規定と解され，② 公共安全秩序維持情報は，一般の行政運営に関す

る情報とは異なり，その性質上，犯罪等に関する将来予測等について

の専門的，技術的判断を要するものであり，開示又は不開示の判断に

高度の政策的判断を伴う場合もあるとの特殊性があること，③ 同号

の立法経緯をみても，同条３号につき上記ａ③で説示したところと同

様の趣旨で同様の経過により現行法のとおり規定されるに至っており

（甲１００参照），情報公開法に係る法案の国会審議においてその旨
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の答弁がされていること（甲１０２参照）等に照らすと，同条４号が

「おそれがある情報」（同条６号等参照）と規定せず「おそれがある

と行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定し

ているのも，上記のような公共安全秩序維持情報の特質を考慮し，開

示請求に係る行政文書に記録された情報が公共安全秩序維持情報に該

当するか否かの認定について行政機関の長の合理的な判断に委ねる趣

旨によるものであると解するのが相当である。 

    (ｲ) 情報公開法５条３号及び４号の該当性についての裁判所の審理・判断

の在り方 

      そうすると，国の安全等に関する情報（情報公開法５条３号）又は公

共安全秩序維持情報（同条４号）に関する判断の適否が争われる不開示

処分の取消訴訟における裁判所の審理，判断は，当該不開示処分に係る

行政文書に記録されている情報が国の安全等に関する情報又は公共安全

秩序維持情報に該当する（これは，分析的にいえば，① 開示請求に係

る行政文書に記録されている情報が国の安全等の確保に関するもの（同

条３号）又は公共安全秩序維持に関するもの（同条４号）に当たり，か

つ，② 当該情報に同条３号又は４号所定の「おそれ」があると行政機

関の長が認めることにつき相当の理由があることを意味する。）との行

政機関の長の判断が当該事項に責任を有する行政機関の長の裁量権の行

使としてされたことを前提とした上で，その第一次的な判断を尊重し，

その判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるかど

うかを審理，判断すべきである。具体的には，① 当該不開示処分に係

る行政文書に記録されている情報が国の安全等の確保又は公共安全秩序

維持に関する情報に当たり，かつ，② 当該情報に同条３号又は４号所

定の「おそれ」があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由が

あるかにつき，その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところが
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ないかを検討し，当該行政機関の長の判断が，重要な事実の基礎を欠く

か，又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に

は，当該行政機関の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを

濫用したとして，当該不開示処分を違法であると判断すべきこととなる。 

  (3) 情報公開法５条３号，４号及び６号該当性の主張立証責任の所在等 

   ア 以上のような情報公開法の目的，趣旨，各規定の文理及び解釈等に加え，

行政機関の長は，不開示処分に係る行政文書を保有し，その内容を把握し

ている上，特に国の安全等の確保や公共安全秩序維持に関する正確かつ詳

細な情報については，専ら行政機関の長の側に属しており，開示請求者及

び裁判所は，不開示処分に係る行政文書に記録されている情報の内容等を

直接には把握することができないことを併せ考慮すれば，① 不開示処分

の取消し等を求める訴えにおいて，当該不開示処分に係る行政文書に記録

されている情報が情報公開法５条各号に定めるものに該当するか否かの主

張立証責任は，原則として，当該処分をした行政庁の所属する行政主体で

ある被告が負うべきものと解すべきであり，したがって，事務事業情報

（同条６号）に関しては，被告において，上記(2)イ(ｲ)の点を認めるに足

りる事情について主張立証することを要するというべきである。もっとも，

被告において主張立証すべき事情として，行政機関の長が，当該情報の具

体的な内容まで明らかにすることを求められるとすれば，その開示を強い

られるのと同じ結果となるから，第三者機関である裁判所において当該情

報が事務事業情報に該当するか否かを判断するのに支障がない程度の具体

性をもって当該情報の内容を特定した上，これを公にすることにより当該

事務又は事業の適正な遂行に実質的支障を及ぼす蓋然性があると認めるに

足りる事情を主張立証すれば足りるというべきである。 

     他方，② 国の安全等に関する情報（同条３号）及び公共安全秩序維持

情報（同条４号）に関しては，上記(2)ウ(ｲ)のとおり，裁判所の審理，判
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断が，行政機関の長の第一次的な判断を尊重し，その判断が合理性を持つ

ものとして許容される限度内のものであるかどうかを検討するという観点

から行われるべきものであることから，<ｱ> まず，被告において，当該

不開示処分に係る行政文書に記録されている情報に係る事柄，当該情報の

性質，当該処分をするに当たって前提とした事実関係その他の当該不開示

処分当時の状況等，一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確

保に関するもの（同条３号）又は公共安全秩序維持に関するもの（同条４

号）に当たることを推認するに足りる事情を主張立証すべきであり，<ｲ>

 被告がした上記主張立証により，当該情報を開示することにより，不開

示の理由とされた同条３号又は４号所定の「おそれ」があることが一般的

又は類型的にみて肯定される場合には，同条３号又は４号に基づき開示を

しないことを争う原告らが，当該不開示情報に該当すると認めることにつ

き行政機関の長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったことを基礎付

ける具体的事実について主張立証することを要すると解すべきである。 

   イ さらに，上記ア②<ｱ>の被告において主張立証すべき事情について検討

する。 

     この点，① 情報公開法５条３号及び４号にいう「おそれ」としては，

前示のような上記各号の趣旨に鑑み，単なる確率的な可能性ではなく，法

的保護に値する蓋然性が必要であると解され，また，② 同条３号及び４

号の文理及び趣旨に照らすと，同条３号又は４号を理由として不開示処分

を行うには，当該不開示処分に係る行政文書の作成時点ではなく，行政機

関の長が当該不開示処分をした時点において，当該不開示処分に係る行政

文書に記録された情報が同条３号又は４号にいう「おそれ」があると行政

機関の長が認めることにつき相当の理由があることが必要であると解され

る上，当該「おそれ」の有無の判断は，前記のとおり政策的又は専門的・

技術的判断を伴うものであり，当該情報の内容や当該不開示処分当時の状
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況等の諸般の事情を踏まえて行われるのであるから，当該行政文書が作成

された後における時の経過，社会情勢の変化等の事情の変化についても，

その考慮すべき要素になるものと解さざるを得ない（この点，外務省情報

公開審査基準は，行政手続法５条１項の審査基準に該当するものと解され

るから，そのⅠ．６において「不開示情報該当性は，時の経過，社会情勢

の変化，当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変化に伴って

変化するものであり，開示請求があった都度判断しなければならない。こ

のような変化は，「おそれ」が要件となっている不開示情報の場合に顕著

であると考えられる。一般的には，ある時点において不開示情報に該当す

る情報が，別の時点においても当然に不開示情報に該当するわけではない。

なお，個々の開示請求における不開示情報該当性の判断の時点は，開示決

定等の時点である。」とあるのは，上記の趣旨をいうものと解すべきであ

る。）。さらに，③ <ｱ> 旧情報公開法２２条が，前記(1)ア(ｴ)のとお

り，行政機関の長は，情報公開法の適正かつ円滑な運用に資するため，行

政文書を適正に管理するものとし，政令で定めるところにより行政文書の

管理に関する定めを設けなければならないとした上，<ｲ> 旧情報公開法

施行令１６条が，上記の行政文書の管理に関する定めの要件として，<a>

 当該行政機関の事務及び事業の性質，内容等に応じた行政文書の保存期

間の基準（この行政文書の保存期間の基準については，行政文書の内容・

性質等に応じて，その作成又は取得の日から起算して１年未満の期間から

３０年までの期間以上の期間とするとされていた。）を定めるものである

こと，<b> 保存期間が満了した行政文書については，国立公文書館法の

所定の規定により内閣総理大臣に移管することとするもの等を除き，廃棄

することとするものであること等を規定して，行政文書が原則として一定

の期間に限って保存され，このうち歴史資料として重要な公文書等につい

ては廃棄せずに国立公文書館等で公開することを予定していた（この点，
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旧情報公開法２２条及び旧情報公開法施行令１６条の規定に代わり，行政

文書の管理に関して詳細かつ網羅的な規定を設けた公文書管理法及び公文

書管理法施行令は，前記(1)ア(ｴ)のとおり，情報公開法と同様，国の有す

るその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにす

ること等を目的として（公文書管理法１条参照），<ｳ> 行政機関の長に

よる行政文書の管理方法として，行政文書の保存期間等の設定を義務付け

た上（公文書管理法５条１項），特に，条約その他の国際約束に関する文

書であって<a>外国との交渉に関する文書，<b>他の行政機関の質問若しく

は意見又はこれらに対する回答に関する文書その他の他の行政機関への連

絡及び当該行政機関との調整に関する文書，<c>条約案その他の国際約束

の案の検討に関する調査研究文書については，その保存期間を原則として

３０年とする旨を明示的に規定するとともに（公文書管理法施行令８条２

項１号，別表の２の項参照），その保存期間を延長するには延長期間及び

延長の理由を内閣総理大臣に報告すべきこととし（公文書管理法５条４項，

公文書管理法施行令９条２項参照），さらに，<ｴ> 国立公文書館等に移

管された特定歴史公文書等についても，これを利用させることを原則とし

た上（公文書管理法８条１項，１６条１項参照），特定歴史公文書等を情

報公開法５条３号又は４号と同趣旨の情報が記録されていることを理由に

制限するかどうかの判断に当たっては，当該特定歴史公文書等が行政文書

として作成又は取得されてからの時の経過を考慮すべき旨（公文書管理法

１６条２項）を規定している。）が，これらの点は，情報公開法５条各号

の解釈に当たっても参酌されるべきである。 

     そこで，以上の諸点を併せ考慮すると，当該不開示処分に係る行政文書

が，上記③<ｳ>に掲げた条約その他の国際約束に関する文書又はこれに準

ずる文書等であって，その作成から当該不開示処分が行われるまでに少な

くとも３０年以上経過している場合には，被告は，一般的又は類型的にみ
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て当該行政文書に記録されている情報が国の安全等の確保に関するもの

（情報公開法５条３号）又は公共安全秩序維持に関するもの（同条４号）

に当たることを推認するに足りる事情として，同条３号又は４号の不開示

情報に該当するとされる当該情報につき，当該行政文書の作成後における

時の経過，社会情勢の変化等の事情の変化を考慮しても，なお当該不開示

処分の時点において同条３号又は４号にいう「おそれ」が法的保護に値す

る蓋然性をもって存在することを推認するに足りる事情をも主張立証する

必要があると解するのが相当である。 

  (4) これに対し，被告は，① 情報公開法５条３号又は４号該当を理由とする

不開示処分については，他の理由による不開示処分と異なり，同条３号又は

４号に基づき開示をしないことを争う原告らにおいて，行政機関の長が不開

示処分を行うにつき裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったことを基礎付

ける主張立証しなければならない，② 当該不開示処分に係る行政文書の作

成から長期間の時間を経てもなお同条３号又は４号の不開示情報に該当する

と判断した理由を主張立証する必要はない旨を主張する。 

    しかし，①の点については，上記(3)アで説示したとおり，原告らが被告

主張の点について主張立証する前提として，まずは，被告において当該不開

示処分に係る行政文書に記録されている情報が国の安全等の確保に関するも

の（同条３号）又は公共安全秩序維持に関するもの（同条４号）に当たるこ

とを推認するに足りる事情を主張立証すべきであるから，被告の上記主張は，

被告において上記の主張立証を行うことを要しない旨をいう限度において採

用することができない。また，②の点については，上記(3)イで説示したと

ころに照らし，被告の上記主張を採用することはできない。 

  (5) 他方，原告らは，情報公開法５条の「原則開示，例外不開示」の基本理念

や情報公開法が定める情報公開請求権が憲法２１条で国民に保障されている

「知る権利」を具体的権利として保障したものであること等から，情報公開
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法５条各号所定の不開示情報の該当性については，その該当性を主張する被

告において，「不開示とすることにより得られる利益」が「開示することに

より得られる利益」を上回ることを具体的かつ詳細な事実を主張し，具体的

に立証しなければならない旨を主張する。 

    確かに，憲法２１条１項の規定は，表現の自由を保障しているところ，各

人が自由に様々な意見，知識，情報に接し，これを摂取する機会を持つこと

は，その者が個人として自己の思想及び人格を形成，発展させ，社会生活の

中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり，民主

主義社会における思想及び情報の自由な伝達，交流の確保という基本的原理

を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって，このような情報等に

接し，これを摂取する自由は，上記規定の趣旨，目的から，いわばその派生

原理として当然に導かれるところである（最高裁昭和５２年（オ）第９２７

号同５８年６月２２日大法廷判決・民集３７巻５号７９３頁，最高裁昭和６

３年（オ）第４３６号平成元年３月８日大法廷判決・民集４３巻２号８９頁

参照）。 

    しかし，上記のような情報等に接し，これを摂取する自由が，憲法２１条

１項の趣旨，目的から，いわばその派生原理として導かれることにとどまる

ことからすると，同項は，公文書を保有する行政機関に対して積極的に当該

公文書の開示を求める具体的請求権としての知る権利までを直接保障するも

のではなく，国が情報公開法を制定するに当たり，どのような請求権を認め，

その要件や手続をどのようなものとするかは，基本的には国の立法政策に委

ねられていると解すべきである。 

    そうであるとすれば，情報公開法の定める開示請求権の内容，範囲等につ

いては，当該開示請求権が情報公開法によって初めて実体法上の根拠が与え

られたものというべきであるから，情報公開法の趣旨及び目的を踏まえなが

ら，その文言に即して解釈され，判断されるべきである。 



 87 

    そして，情報公開法５条３号，４号又は６号の趣旨及び目的を踏まえ，そ

の文言に即して解釈した場合において，当該各号の該当性につき被告におい

て主張立証すべき事情は，前記(3)で説示したとおりであるから，原告らの

上記主張が，被告において主張立証すべき事情をもって，当該各号の文言を

離れ，一般的に「不開示とすることにより得られる利益」が「開示すること

により得られる利益」を上回ることの具体的かつ詳細な事実とする趣旨であ

るとすれば，原告らの上記主張を採用することはできないというべきである。 

 ２ 争点(1)イ（本件各処分に係る不開示文書又は不開示部分の不開示情報該当

性）について 

  (1) 本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分について 

   ア 被告は，本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されている

情報につき，要旨，日韓国交正常化交渉に関連し，文化財問題，法的地位

問題，請求権問題等について行った韓国側との交渉の様子やその評価，政

府内部での検討の様子，日本政府の具体的見解等を含むから，これを公に

すれば，今後想定される北朝鮮との日朝国交正常化交渉等において，北朝

鮮側に日本政府の立場の交渉上の戦術等の「手の内」を明かすことにつな

がり，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるとして，情報公開法５

条３号の不開示情報に該当する旨を主張するとともに，更に上記の点につ

いて個別の文書ごとに敷衍して主張し，関係する一部開示文書等には，不

開示部分が被告主張に係る国の安全等の確保に関するものに当たることを

推認させるに足りるものもある。 

   イ 被告において主張立証すべき事情についての主張立証の有無 

    (ｱ) この点，前提事実によれば，本件各文書は，いずれも日韓会談の議事

録，その添付資料又は日韓会談に関する内部検討文書等であり，条約そ

の他の国際約束に関する文書であって，①外国との交渉に関する文書，

②他の行政機関の質問若しくは意見又はこれに対する回答に関する文書
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その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する文書

又は③条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書のいず

れかに該当すると認められる。 

      そうすると，前記１で説示したとおり，本件各文書の不開示部分に記

録されている情報が情報公開法５条３号に定めるものに該当するか否か

について裁判所が審理するに当たっては，まず，被告において，当該情

報に係る事項，当該情報の性質，本件各処分をするに当たって前提とし

た事実関係その他の本件各処分当時の状況等，一般的又は類型的にみて，

当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たることを推認するに足

りる事情を主張立証すべきところ，特に，上記のような本件各文書につ

いては，当該事情として，当該情報につき，本件各文書の作成後におけ

る時の経過，社会情勢の変化等の事情の変化を考慮しても，なお本件各

処分の時点において同号にいう「おそれ」が法的保護に値する蓋然性を

もって存在することを推認するに足りる事情をも主張立証しなければな

らないものと解される。 

      そこで，上記の観点から，上記アの被告の主張立証を検討する。 

    (ｲ)ａ 被告は，本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されて

いる情報には，日韓国交正常化交渉に関連し，文化財問題，法的地位

問題，請求権問題等について行った韓国側との交渉の様子やその評価，

政府内部での検討の様子，日本政府の具体的見解等が含まれる旨を主

張する。 

     ｂ 前提事実（総論）(5)の事実及び証拠（乙Ａ５５）によれば，① 

日本及び北朝鮮は，２００２年（平成１４年）９月，日朝両首脳の議

論の結果として，同年１０月以降，日朝平壌宣言に基づいて日朝国交

正常化交渉を再開することを合意し，日朝国交正常化交渉の中で，<ｱ

>日本側が北朝鮮側に行う経済協力の具体的な規模と内容，<ｲ>昭和２
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０年（１９４５年）８月１５日以前に生じた事由に基づく両国及びそ

の国民の全ての財産及び財産権につき相互放棄を基本原則とする具体

的な取扱い，<ｳ>在日朝鮮人の地位に関する問題及び文化財の問題を

協議するとともに，<ｴ>核問題及びミサイル問題を含む安全保障上の

諸問題についても，関係諸国間の対話を促進しつつ，安全保障に関わ

る問題を協議することとしているところ，② 日本による植民地統治

下に置かれていた朝鮮が，第二次世界大戦後，いわゆる３８度線によ

って韓国と北朝鮮に分断されたこととの関係上，日本と北朝鮮との関

係は，その歴史的経緯や法的地位等につき，日本と韓国との関係に類

似しているから，上記<ｱ>～<ｳ>に掲げた諸問題については，日韓国交

正常化交渉（日韓会談）で採り上げられた請求権問題（対韓経済協力

の点も含む。），在日韓国人の地位に関する問題及び文化財の問題と

類似する部分が多いものと推認することができる。 

       そうであるとすれば，③ 日韓国交正常化交渉（日韓会談）におけ

る請求権問題（対韓経済協力の点も含む。），在日韓国人の地位に関

する問題及び文化財の問題につき，日本側がいかなる検討をした上で

日韓国交正常化交渉に臨んだか又は当時の日本側の見解がいかなるデ

ータに基づいて形成されたのかなどについては，日朝国交正常化交渉

においても，そこで採り上げられる上記<ｱ>～<ｳ>に掲げた諸問題に対

する日本側の対処方針又は見解等を把握するための重要な資料になり

得るところ，④ 北朝鮮は，日朝国交正常化交渉において上記<ｱ>～<

ｳ>に掲げた諸問題を協議するに当たり，当該協議を自らに有利に進展

させるため，上記③で指摘したところの日本政府の見解及びその検討

内容等に高い関心を有し，可能な限りの情報収集を図ろうとするであ

ろうと推認することができる。 

     ｃ しかしながら，前提事実及び掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれ
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ば，次のような事情も指摘することができる。すなわち，⑤ 日韓国

交正常化交渉（日韓会談）は，昭和２６年（１９５１年）から昭和４

０年（１９６５年）までの１４年間にわたり行われたものであり，そ

の交渉経緯等については，日本及び韓国の政府及び国民がそれぞれの

立場から高い関心を寄せられていたから，当時の国会審議や一般報道

で大きく取り上げられていたし，また，日韓会談終了後本件各処分に

至るまでの間には，日本政府によっても本件各文書の開示部分のよう

に日韓会談に関する文書の開示が行われているから，日韓国交正常化

交渉（日韓会談）の交渉経緯やそこで採り上げられた諸問題について

の日韓両政府の主張の各概要は，既に公知の事実であるといえる。さ

らに，⑥ 韓国においては，２００４年（平成１６年）２月のソウル

行政法院の判決を契機として，２００５年（平成１７年）に韓国政府

が保有する日韓会談に関する韓国側の文書（韓国側開示文書。これら

の文書が，日韓会談の予備会談の頃（昭和２５年頃）からの日韓会談

全般にわたるものであることは，インターネット上でも明らかにされ

ており，公知の事実であるといえる。また，原告らの主張によれば，

これらの文書は，全体で１５６件，約３万６０００ページにも及ぶと

されている。）が公開されるに至っているところ（甲９９，１３０，

１３７，１４４），後に別紙５の「第３ 当裁判所の判断」でも説示

するとおり，韓国側開示文書には，韓国側が作成した文書だけでなく，

<a>日韓会談の際に日本側が韓国側に手交するなどした文書や<b>日本

側が提示した請求権問題等に係る具体的データ等が正確に記録された

文書が現に含まれているから（この点につき，甲１４４参照），本件

各文書中の日韓会談の際に提示された日本側の提案の具体的内容や日

韓両政府間で協議された諸問題に係る具体的データのうち相当程度の

ものが韓国側開示文書によって既に公にされている可能性が高い。ま
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た，⑦ 日韓国交正常化交渉（日韓会談）が行われた昭和２６年から

昭和４０年までの間に日本政府が上記<ｱ>～<ｳ>に掲げた諸問題に関し

て検討した内容や試算の中には，その当時の日本の財政事情，経済情

勢又は貨幣価値等を前提にしたものがあり得るところ，これらの事情

については，既にそれから３０年以上経過していることから，日韓国

交正常化交渉（日韓会談）の当時と（日朝国交正常化交渉が行われて

いる）本件各処分の当時とでは著しく変化しているものといわざるを

得ない。 

    (ｳ) 以上の諸事情を総合考慮すれば，被告が主張する本件各文書の不開示

理由１に係る不開示部分に記録されている情報が，一般的又は類型的に

みて，国の安全等の確保に関するものに当たることを推認することがで

きるかどうかについては，次の点を指摘することができる。 

     ａ 本件各文書中の開示部分に記録されている情報と同一の内容のもの

等 

       まず，本件各文書に記録されている情報であってこれを開示する旨

の決定がされたものについては，処分行政庁である外務大臣において，

当該情報が情報公開法５条３号所定の国の安全等の確保に関するもの

に当たるかどうかについて，諸般の事情を総合考慮して慎重に検討し，

必要に応じて専門的・技術的判断又は高度に政策的な判断をも行った

上で，これに当たらないと判断したものである（この点については，

本件の審理において，被告が，外務大臣において，情報公開制度の意

義や情報公開によりもたらされる公益について深く認識した上，外務

省所管の事務を国民に説明する責務をより一層全うすべく，情報公開

法所定の不開示情報該当性につき，政策的・専門的・技術的見地から

総合的に検討した上で該当性の有無を判断した旨を繰り返し主張して

いることから明らかである。）。 
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       すなわち，本件各文書の開示決定部分に記録されている情報は，た

とえその内容が一見北朝鮮当局が日朝国交正常化交渉の協議事項又は

協議され得る事項に対する日本側の対処方針又は見解等を把握するた

めの重要な資料になり得るものであったとしても，日本国政府を代表

して行う外国政府との交渉及び協力その他外国に関する政務の処理に

係る事務等をつかさどり，これらの事務に対する高度の政策的・専門

的・技術的判断に優れる外務省の長である外務大臣において，これを

公にして北朝鮮当局がこれを知り得ることになったとしても，日朝国

交正常化交渉その他の北朝鮮との交渉において，日本政府の交渉上の

立場を不利にするおそれがなく，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそ

れがないと判断したものであるといわざるを得ない。 

       そうであるとすれば，本件各文書のうち処分行政庁の開示決定がさ

れた部分に記録されている情報と同一の内容のもの又はその情報の性

質上同一のものと評価し得るものは，たとえ当該開示決定がされた行

政文書以外のものに記録されている場合であっても，これらの情報の

内容の同一性や開示の判断時期の同時性若しくは近接性等に照らし，

特段の事情がない限り，当該情報が国の安全の確保に関するものに当

たることを推認するに足りる事情を欠くものといわざるを得ない。 

       したがって，本件各文書の不開示部分に記録されている情報が本件

各文書の開示部分に記録されているものと同一の内容のもの又はその

情報の性質上同一のものと評価し得るものである場合には，被告にお

いて上記特段の事情を主張立証しない限り，一般的又は類型的にみて，

国の安全等の確保に関するものに当たることを推認することができな

いというべきである（なお，本件各文書の開示部分に記録されている

当該情報が開示請求に応じて常に開示されることになるであろうこと

からすれば，当該情報は北朝鮮当局にとっても容易に入手し得るもの
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であると評価せざるを得ないから，後記ｂに説示するような，<a>当

該情報を記録した係争行政文書の開示決定をすることによって初めて

<b>当該情報が北朝鮮当局にとって日本政府の検討内容等を事前に把

握し又は推測する材料となり得るという意味での因果関係を欠くこと

にもなる。）。 

       なお，この点については，情報公開法５条４号の公共安全秩序維持

情報及び同条６号の事務事業情報の該当性判断においても，上記と同

様のことが指摘することができるから，被告主張の不開示理由１以外

の不開示理由に係る不開示部分に記録されている情報についても，結

論において同様である。 

     ｂ 次に，本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されてい

る情報が，被告主張のとおり，日韓会談における請求権問題（対韓経

済協力の点を含む。），在日朝鮮人の地位に関する問題又は文化財の

問題について，その当時，日本側が検討した内容若しくはその検討の

前提となったデータ又は当時の日韓会談に臨むに当たっての対処方針

若しくは交渉戦術等であったとしても，これを公にすることにより，

北朝鮮当局が当該情報に係る上記の各問題に関する日本政府の検討内

容，見解又は対処方針等を事前に把握し又は推測する材料となり，北

朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるというためには，<a>当該

情報を記録した行政文書の開示決定をすることによって初めて<b>当

該情報が北朝鮮当局にとって日本政府の検討内容等を事前に把握し又

は推測する材料となり得るという意味での因果関係が必要である。 

       このような観点から見ると，当該情報が，被告が主張するような情

報であったとしても，次の場合については，一般的又は類型的にみて，

国の安全等の確保に関するものに当たることを推認することができな

いというべきである。 
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      (a) 当該情報が，日韓会談において日本側が韓国側に提供した文書又

は韓国側から提供された文書に記録されているものである場合 

        上記(ｲ)ｃ⑥で説示したところによれば，日韓会談において日本

側が韓国側に提供した文書又は韓国側から提供された文書は，特段

の事情がない限り，上記各文書自体が韓国側開示文書として開示さ

れているものと推認することができ，しかも，本件各文書に関して

は，韓国側開示文書が昭和２６年（１９５１年）頃の日韓会談の予

備会談以降昭和４０年（１９６５年）頃の日韓会談の妥結に至るま

での全般にわたるものであることが公知の事実となっている。 

        そうであるとすれば，上記各文書に記録されている情報は，もは

や北朝鮮当局が韓国側開示文書によって当該情報を入手し得る以上，

たとえ本件各文書中の当該情報を記録している部分の不開示決定を

したとしても，北朝鮮当局が当該情報に係る上記の各問題に関する

日本政府の検討内容，見解又は対処方針等を事前に把握し又は推測

する材料にできなくなるわけではないから，<a>当該情報を記録し

た行政文書の開示決定をすることによって初めて（新たに）<b>当

該情報が北朝鮮当局にとって日本政府の検討内容等を事前に把握し

又は推測する材料となり得るという意味での因果関係を欠くことが

明らかである。 

        そして，韓国側開示文書として開示されているものと推認される

上記各文書に当たるかどうかは，処分行政庁である外務大臣におい

て，上記のような公知の事実を踏まえて，当該文書自体又は当該文

書の作成・入手等の経緯から容易に判断できる事項であることも併

せ考慮すると，当該情報が日韓会談において日本側が韓国側に提供

した文書又は韓国側から提供された文書に記録されているものであ

る場合には，一般的又は類型的にみて，これを公にすることにより，
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北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるとはいえず，国の安全

等の確保に関するものに当たることを推認することができないとい

うべきである。 

      (b) 当該情報が，<ｱ>当時の官公庁においてその当時又は将来的に一

般国民に公開することも予定して一般的又は網羅的に調査するなど

して得ていた情報であって現在において一般に入手可能なもの又は

<ｲ>一般に入手可能な他の書籍等から引用されたものである場合 

        当該情報が，日韓会談当時，前記の各問題を検討する前提とされ

た金額・数値等のデータに当たるものであったとしても，例えば，

官公庁が発表する白書に登載される統計的情報等，<ｱ>当該日韓会

談における前記の各問題を検討する目的で独自に調査して得られた

情報ではなく，当時の官公庁においてその当時又は将来的に一般国

民に公開することも予定して一般的又は網羅的に調査するなどして

得ていた情報であって現在において一般に入手可能なもの又は<ｲ>

一般に入手可能な他の書籍等から引用されたものである場合には，

当該情報が一般に入手し得るものである以上，たとえ本件各文書中

の当該情報を記録した部分の不開示決定をしたとしても，北朝鮮当

局が当該情報に係る上記の各問題に関する日本政府の検討内容，見

解又は対処方針等を事前に把握し又は推測する材料とできなくなる

ものではないから，<a>当該情報を記録した行政文書の開示決定を

することによって初めて<b>当該情報が北朝鮮当局にとって日本政

府の検討内容等を事前に把握し又は推測する材料となり得るという

意味での因果関係を欠くことが明らかである。 

        したがって，当該情報が，<ｱ>当時の官公庁においてその当時又

は将来的に一般国民に公開することも予定して一般的又は網羅的に

調査するなどして得ていた情報であって現在において一般に入手可
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能なもの又は<ｲ>一般に入手可能な他の書籍等から引用されたもの

である場合には，一般的又は類型的にみて，これを公にすることに

より，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるとはいえず，国

の安全等の確保に関するものに当たることを推認することができな

いというべきである。 

        もっとも，当該情報が，<ｱ>当時の官公庁においてその当時又は

将来的に一般国民に公開することも予定して一般的又は網羅的に調

査するなどして得ていた情報であって現在において一般に入手可能

なもの又は<ｲ>一般に入手可能な他の書籍等から引用されたもので

あるかどうかについては，当該情報の内容等を特定するに当たり，

それが上記のようなものに該当することが認められるならば，一般

的又は類型的にみて当該情報が国の安全等の確保に関するものに当

たることを推認することができないというものであるから，裁判所

の審査方法としては，当該情報の内容又は当該情報が記録されてい

る文書の他の記載内容等からこれに該当することが明らかであるか

どうかという観点から検討すれば足りるというべきである（なお，

仮にこの点について原告らが個別的・具体的に主張立証した場合に

は，当該情報を不開示とした外務大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱

又はその濫用があったことを基礎付ける事実になり得るものという

べきである。）。 

      (c) 当該情報が，専ら当時の財政事情，経済情勢又は貨幣価値等に基

づく検討内容又は計算金額等である場合 

        当該情報が，例えば，その当時の物資の価格や民間会社の見積り

に依拠して計算された金額である場合には，日韓会談当時と現在と

では経済情勢や貨幣価値等が著しく変化しており，当該計算金額の

情報価値はもやは陳腐化しているものといわざるを得ないから，当
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該計算金額をもって当該計算金額に係る前記の各問題に関する現在

の日本政府の検討内容等を把握し又は推測することができないこと

は明らかである。また，当該情報が，例えば，専ら当時の日本の財

政事情等を前提として行われた国の事業等に関するものである場合

についても，やはり日韓会談当時と現在とでは財政事情等が著しく

変化しているから，上記と同様である。 

        したがって，当該情報が，専ら当時の財政事情，経済情勢又は貨

幣価値等に基づく検討内容又は計算金額等である場合には，一般的

又は類型的にみて，国の安全等の確保に関するものに当たることを

推認することができないというべきである。 

     ｃ さらに，被告が主張する本件各文書の不開示理由１に係る不開示部

分に記録されている情報は，日韓会談で協議の対象となった事項の内

容・性質に着目すれば，<ｱ>請求権問題（対韓経済協力の点も含

む。）に関するもの，<ｲ>在日韓国人の地位に関する問題に関するも

の，<ｳ>文化財問題に関するものに分類することができる。 

       以下，これらについて更に検討する。 

      (a) 請求権問題（対韓経済協力の点も含む。）に関する情報 

        請求権問題（対韓経済協力の点を含む。）に関する情報には，<a

>日韓会談の具体的交渉の際の請求権問題に関する対処方針・交渉

戦略に係るもの，<b>韓国側の日本側に対する請求項目・金額又は

対韓経済協力の金額・方式等について日本側が検討した具体的な解

決策又は試算・査定の額等に係るもの，<c>請求権問題に関する諸

問題について日本側が検討した具体的見解等に係るもの等がある。 

        このような請求権問題（対韓経済協力の点を含む。）に関する情

報は，前記のとおり請求権問題及び経済協力が日朝国交正常化交渉

で協議の対象となるものであるから，当該情報が専ら日本政府部内
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で検討されたものである以上，上記ａ及びｂで説示した場合に当た

るものでない限り，一般的又は類型的にみて，これを公にすれば，

北朝鮮当局が当該情報に係る上記の各問題に関する日本政府の検討

内容，見解又は対処方針等を事前に把握し又は推測する材料となり，

北朝鮮との交渉上不利益を生ずるおそれがあるということができる。 

        なお，<b>韓国側の日本側に対する請求項目・金額又は対韓経済

協力の金額・方式等について日本側が検討した具体的な解決策又は

試算・査定の額等に係る情報については，当該試算・査定の額の前

提とされた実測的又は統計的な金額・数値等を含め，本件各文書の

開示部分その他の行政文書の開示部分又は韓国側開示文書で既に公

にされたものがあるところ，その概要は，別紙７のとおりである

（なお，その認定に供した証拠は，別紙７に記載したとおりであ

る。）。 

      (b) 在日韓国人の地位に関する問題に係る情報 

        本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されている情

報であって在日韓国人の地位に関する問題に関するものは，①日韓

会談の具体的交渉の際の在日韓国人の地位に関する問題に関する対

処方針・交渉戦略に係るもの，②当時の在日韓国人の法的地位に関

する問題について日本側が検討した具体的見解等がある。 

        このうち，①日韓会談の具体的交渉の際の在日韓国人の地位に関

する問題に関する対処方針・交渉戦略に係るものについては，前記

のとおり在日韓国人の地位に関する問題が日朝国交正常化交渉で協

議の対象となるものであるから，当該情報が専ら日本政府部内で検

討されたものである以上，上記ａ及びｂで説示した場合に当たるも

のでない限り，一般的又は類型的にみて，これを公にすれば，北朝

鮮当局が当該情報に係る上記の各問題に関する日本政府の検討内容，
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見解又は対処方針等を事前に把握し又は推測する材料となり，北朝

鮮との交渉上不利益を生ずるおそれがあるということができる。 

        しかし，②当時の在日韓国人の法的地位に関する問題について日

本側が検討した具体的見解等については，日韓会談当時の国籍法及

び入国管理関係法令等を前提として議論されたものであり，前提事

実のとおり，その後４０年余り経過する間に日本国内で在日朝鮮人

の法的地位に関する法整備が行われたこと等も併せ考慮すると，前

記のとおり在日韓国人の地位に関する問題が日朝国交正常化交渉で

協議の対象となるとしても，当該具体的見解等が現在の関係法令等

を前提としてもなお意義を有するものであることが被告によって具

体的に主張立証されない限り，当該情報に係る上記の各問題に関す

る現在の日本政府の検討内容，見解又は対処方針等を事前に把握し

又は推測する材料とはなり得るものであると推認することはできず，

北朝鮮との交渉上不利益を生ずるおそれがあるということはできな

いものといわざるを得ない。 

      (c) 文化財問題に関する情報 

        本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されている情

報であって文化財問題に関するものは，文化財問題の性質及び前提

事実（総論）(5)で説示した日韓会談における文化財問題に関する

交渉経緯等に鑑みると，①日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍

や文化財等に関する客観的事実（品名，数量等）又は当時の評価額

等，②日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文化財等で韓国側

に寄贈するものの選別基準等，③その他のものに分類することがで

きる。 

       ① 日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文化財等に関する客

観的事実等 
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         このうち，日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文化財等

に関する客観的事実等に関するものは，日韓会談当時における日

本側の見解を形成するに当たりその前提とされたこと自体は否定

し得ない。 

         しかしながら，日本は，<ｱ> 前提事実（総論）(5)の事実によ

れば，日韓会談において，韓国による韓国文化財の返還請求に対

し，文化交流の一環としてある程度の国有文化財を寄贈するとい

う立場を一貫して示していたから，<ｲ> この観点からは，日朝

国交正常化交渉において文化財問題が協議されることになっても，

上記同様の立場を示すことが容易に想定されるところ，<ｳ> そ

うであるとすれば，北朝鮮当局は，日韓会談当時における日本側

の調査結果としての日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文

化財等に関する客観的事実等を知り得たとしても，これによって

上記の立場にある日本の対処方針等をより詳細に把握し得るとは

いい難い（なお，本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に

記録されている情報で言及されているとされる個別具体的な書籍

や文化財等との関係でみても，日韓会談においては，日本は，韓

国側の請求に係る文化財のうち韓国側に寄贈するものの品目及び

数量等は，日本側が選択し，決定するという観点から，韓国側と

の交渉を行っていたから，当該情報が公にされたとしても，北朝

鮮当局は，これらのうち韓国に寄贈するとの意思決定がされて既

に引き渡されたもの又はその当時韓国に寄贈しないとの意思決定

がされていたものに関する客観的事実等を把握し得るにすぎず，

この点のみから後記②のような日本側が韓国側に寄贈することと

したものの選別基準等を推測することは相当困難であるといわざ

るを得ない。）。この点をおくとしても，少なくとも日本に所在
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する朝鮮半島に由来する書籍や文化財等に関する客観的事実につ

いては，日韓会談の当時から，日韓両政府間でやり取りされてお

り，例えば，証拠（乙Ａ１８６，Ａ２２２，Ａ２３１，Ａ２５８，

Ａ２７４）及び弁論の全趣旨によれば，韓国側が日本側に対して

「日本所在韓国国宝美術工芸品目録」（昭和２８年５月１４日提

出のもの），「返還請求韓国文化財目録」（昭和３７年２月２８

日提出のもの）等を送付し，他方，日本側も韓国側に対して「韓

国出土品美術リスト（東京博物館所蔵）」（昭和３３年４月１５

日提出のもの），宮内庁所蔵統監府本・Ｚ２４８本目録（昭和３

８年４月３日及び同月１３日提出のもの），引渡品目に関する日

本側リスト（昭和４０年６月１１日提出のもの）等を送付してい

ることが認められるが，前記(ｲ)ｃのとおり，韓国において韓国

政府の保有する日韓会談に関する文書が公開されていることをも

併せ考慮すれば，これらの目録等が韓国において公開されている

ものと考えられるから，これらの目録等に記録されている情報は，

北朝鮮との関係においても，北朝鮮当局が容易に入手し得るもの

であるということができる。 

         以上の点に加え，本件各文書の開示部分には，日本に所在する

朝鮮半島に由来する文化財の品名等を明らかにしているものが多

数存在すること（例えば，乙Ａ２２２，Ａ２４５参照）等，本件

各文書の作成後における時の経過，社会情勢の変化等の事情の変

化を併せ考慮すると，日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や

文化財等に関する情報（当該書籍や文化財等に関する客観的事実

等）は，これらの情報が公にされたとしても，新たに北朝鮮当局

が日朝国交正常化交渉における文化財問題に関する日本側の対処

方針等を把握し又は推測する材料となり得るものでなく，北朝鮮
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との交渉上不利益を被るおそれがあるとまではいえないから，一

般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するも

のに当たることを推認することはできないというべきである。 

         なお，被告は，北朝鮮当局が日本に所在する朝鮮半島由来の文

化財の具体的なリストを知れば，今後想定される北朝鮮との交渉

における日本政府の立場を不利にするおそれがあると主張するが，

上記で説示したところによれば，北朝鮮当局が日本に所在する朝

鮮半島由来の文化財の具体的なリストを知ることとなったとして

も，そのことから直ちに日朝国交正常化交渉における文化財問題

の協議の際の日本政府の検討内容等（手の内）を把握できるわけ

でないから，日本政府が北朝鮮との交渉上不利益を被るというこ

とはできず，被告の上記主張は合理的な根拠を欠いているものと

いわざるを得ない。 

       ② 日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文化財等で韓国側に

寄贈するものの選別基準等 

         以上に対し，日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文化財

等で韓国側に寄贈するものの選別基準等（当該書籍や文化財等の

当時の評価額を含む。以下同じ）については，上記①で説示した

日韓会談において文化財問題に関して一貫して示してきた日本の

立場等に照らしても，日朝国交正常化交渉において文化財問題が

協議された場合には，北朝鮮の請求に対して日本側が対応を検討

するに当たり参考にされるであろうものであるし，また，それが

日本政府部内（外務省等の行政機関内部若しくはその他の省庁等

も含めた行政機関相互の間又は他の法人・機関等との間）の審議，

検討又は協議に関するものであり，かつ，これまでに韓国側に提

示されたことがないものである限り，既に公開されている韓国政
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府が保有する日韓会談に関する文書に含まれる余地のないもので

ある。 

         そうであるとすれば，日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍

や文化財等で韓国側に寄贈するものの選別基準等に関する情報は，

今後行われる日朝国交正常化交渉において文化財問題が取り上げ

られる余地がある以上，本件各文書の作成後相当期間が経過して

いること，本件各処分の当時，それらの審議，検討又は協議にお

いて発言をした者のほとんどがその年齢等に照らして当時の公務

員としての地位等を喪失していたものと推認することができるこ

と等を考慮しても，これらの情報が公にされれば，北朝鮮当局が

文化財問題に関する日本政府の対処方針等を把握し又は推測する

材料となり得ないとまではいえず，北朝鮮との交渉上不利益を被

るおそれがないとはいえないから，一般的又は類型的にみて，当

該情報が国の安全等の確保に関するものに当たることを推認する

ことができるというべきである。 

         もっとも，日本に所在する朝鮮半島に由来する書籍や文化財等

で韓国側に寄贈するものの選別基準等に関するものであっても，

日本において開示された他の行政文書に含まれており，既に公に

されているものについては，北朝鮮当局が容易に入手し得る以上，

これを公にしたとしても，新たに北朝鮮当局が日朝国交正常化交

渉における文化財問題に関する日本側の対処方針等を把握し又は

推測する材料となり得るものでなく，北朝鮮との交渉上不利益を

被るおそれがあるとまではいえないから，一般的又は類型的にみ

て，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たることを推

認することはできないというべきである。 

      ③ その他のもの 
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        上記①及び②以外の情報については，当該情報が日本に所在する

朝鮮半島に由来する書籍や文化財等で韓国側に寄贈するものの選別

基準等に準じるものであるかどうかを精査すべきであり，これが肯

定される場合には，上記②と同様の判断をすることができるが，こ

れが否定される以上，北朝鮮当局が日朝国交正常化交渉における文

化財問題に関する日本側の対処方針等を把握し又は推測する材料と

なり得るものとはいい難く，北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ

があるとまではいえないから，一般的又は類型的にみて，当該情報

が国の安全等の確保に関するものに当たることを推認することはで

きないというべきである。 

    (ｴ) 上記(ｳ)で説示したところを踏まえ，本件各文書の不開示理由１に係

る不開示部分について，被告において主張立証すべき事情についての主

張立証の有無を検討するに，これについての当裁判所の判断は，別紙５

の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理由１に係る不開示情報該当性

について」で説示するとおりである。 

      なお，上記のうち，当裁判所において，本件各文書の不開示理由１に

係る不開示部分に記録されている情報が本件各文書の開示部分に記録さ

れているものと同一の内容のもの又はその情報の性質上同一のものと評

価し得るものに当たると判断したものについて，被告は，上記(ｳ)ａで

説示した特段の事情を具体的に主張立証しておらず，上記(ｳ)ａで説示

した原則どおり，当該情報が国の安全の確保に関するものに当たること

を推認するに足りる事情を欠くと認められるから，別紙５の「第３ 当

裁判所の判断」の「不開示理由１に係る不開示情報該当性について」に

おいては，上記特段の事情に関する説示を省略している。また，「第３

 当裁判所の判断」においては，当該情報が本件各文書の一部開示部分

と同趣旨又は類似のものである可能性を指摘したものがあるが，これは，
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情報公開法に基づく不開示情報についての裁判所の審理の制約上，当該

情報の内容と本件各文書の一部開示部分の内容とを直接比較対照するこ

とができないため，これらが同一のものであると認定するに至らなかっ

たことを意味するものであるから，外務大臣においては，上記指摘のあ

る不開示部分に記録されている情報については，これが当裁判所の指摘

に係る本件各文書の一部開示部分と同一のものであるか否かを確認した

上，当該情報の不開示情報該当性を再検討すべきである（以上のなお書

きの点は，不開示理由２以下の不開示情報該当性の判断においても同様

であるから，以下では，その説示を省略する。）。 

   ウ 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無について 

    (ｱ) 本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録されている情報の

うち，上記イで被告において主張立証すべき事情が認められたものにつ

いては，更に本件各処分のうち上記情報に係るものにつき，外務大臣に

与えられた裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したと認められるか

否かを検討する。 

    (ｲ) この点については，前記１で説示したとおり，① 当該情報が国の安

全等の確保に関する情報に当たり，かつ，② 当該情報に情報公開法５

条３号所定の「おそれ」があると外務大臣が認めることにつき相当の理

由があるかにつき，その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くとこ

ろがないかを検討し，当該外務大臣の判断が，重要な事実の基礎を欠く

か，又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるかを判

断すべきところ，被告において，当該情報を開示することにより，同号

所定の「おそれ」があることが一般的又は類型的にみて肯定されること

から，原告らにおいて，その「おそれ」があるとして当該不開示部分を

不開示とした処分につき外務大臣の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用が

あったことを基礎付ける具体的事実について主張立証しなければならな
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いこととなる。 

    (ｳ) 上記(ｲ)で説示したところを踏まえ，上記(ｱ)で指摘した本件各文書の

不開示理由１に係る不開示部分を検討すると，これについての当裁判所

の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理由１に係る

不開示情報該当性について」の項の「(2) 裁量権の範囲の逸脱又はそ

の濫用の有無について」で説示するとおりである。 

      なお，上記各不開示部分に共通する事項に係る当裁判所の判断の詳細

は，次のとおりである。 

     ａ 韓国側開示文書によって既に公にされている情報（前記(1)イ(ｳ)ｂ

(a)以外のもの）と同一の内容のもの又はその情報の性質上同一のも

のと評価し得るものである場合と裁量権の範囲の逸脱及びその濫用の

有無 

       前記イ(ｲ)ｃ⑥で説示した事実並びに前提事実（総論）(5)及び別紙

５の各「第３ 当裁判所の判断」欄で認定した事実を総合すれば，日

韓会談においては，日本側が，韓国側に対し，口頭により，前記イ

(ｳ)ｃの各問題に関する具体的解決策を提案・提示し又は前記の各問

題を検討する前提となった各種のデータ等を提供するなどしたことが

明らかであるところ，例えば，請求権問題を検討する前提となったデ

ータに関し，日本側が韓国側に口頭で伝えた内容が韓国側開示文書で

正確に記録されて公にされていることが認められる（なお，甲１４４

参照）。 

       以上の事実によれば，本件各文書に記録されている情報のうち，韓

国側開示文書によって既に公にされている情報と同一の内容のもの又

はその情報の性質上同一のものと評価し得るものについては，もはや

北朝鮮当局が韓国側開示文書によって当該情報を入手し得る以上，当

該情報について，たとえ不開示決定をしたとしても，北朝鮮当局が当
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該情報に係る上記の各問題に関する日本政府の検討内容，見解又は対

処方針等を事前に把握し又は推測する材料にできなくなるわけではな

く，<a>当該情報を記録した行政文書の開示決定をすることによって

初めて<b>当該情報が北朝鮮当局にとって日本政府の検討内容等を事

前に把握し又は推測する材料となり得るという意味での因果関係を欠

くことになる。 

       そうであるとすれば，当該情報を情報公開法の不開示情報に該当す

るとして不開示とした外務大臣の判断は，当該情報の内容が北朝鮮と

の交渉上不利益を被るおそれがあるものでないことについて重大な事

実誤認等があり，又は，社会通念に照らして著しく妥当性を欠くもの

といわざるを得ない。 

       したがって，原告らにおいて，外務大臣の裁量権の範囲の逸脱又は

濫用を基礎付ける事情として，当該情報が韓国側開示文書によって既

に公にされている情報と同一の内容のもの又はその情報の性質上同一

のものと評価し得るものであることを主張立証した場合には，当該情

報を不開示情報に当たるとした外務大臣の判断は，裁量権の範囲の逸

脱又はその濫用により違法であるというべきである。 

       これに対し，被告は，本件各文書は，韓国政府が認識し得ない日本

政府部内で検討，協議された資料等を含んでいるから，韓国政府によ

りその保有に係る日韓会談に関する文書が公開されているとしても，

本件各文書の情報公開法５条３号の不開示情報該当性は否定されない

旨主張するが，本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分に記録さ

れている情報の全てが韓国政府が認識し得ないものであるわけではな

く，上記のような情報に関しては，被告の上記主張を採用することは

できない。 

     ｂ 裁量権の範囲の逸脱及びその濫用の有無に関する原告らの主張に対
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する当裁判所の判断の詳細 

      (a) 原告らは，① 日韓会談において日本側がとった外交戦術は，当

時から広く知られていたこと，② 日韓会談当時に日本政府が検討

した内容は，その当時と現在とでは外交関係及び国際政治状況等

（例えば，現在では，東西冷戦が終わり，日本の歴史認識や植民地

支配に関する考え方も大きく変わった上，日朝国交正常化交渉にお

いては，日韓会談当時には存在しなかった核問題や拉致問題といっ

た解決困難な問題も存在しており，日本と北朝鮮以外の米国や中国

等の動向も考慮しなければならない状況にある。）が異なっており，

全く無意味なものとなっていることから，これを公にしたとしても，

北朝鮮当局に日本政府の手の内を知られることにはならない旨を主

張する。 

        しかしながら，①の点については，本件各文書の不開示部分に記

録されている日本側の交渉戦術は，原告らが主張するような広く一

般に知られているものとは異なり，韓国との個々具体的な交渉状況

を踏まえて検討された個別的・具体的なものであるから，原告ら指

摘の点をもって，これを公にしたとしても，日朝国交正常化交渉に

おいて日本が交渉上の不利益を受けるおそれがないということはで

きない。また，②の点についても，例えば，請求権問題についてみ

れば，日韓会談において日韓両政府間で協議された事項は，韓国側

の対日請求権の存否及び金額，日本側の韓国に対する請求権の存否

及び金額並びにこれと韓国側の対日請求権との関係等であるところ，

これらの点は，日朝平壌宣言においても，昭和２０年（１９４５

年）８月１５日以前に生じた事由に基づく両国及びその国民の全て

の財産及び財産権を相互に放棄するとの基本原則に従い，国交正常

化交渉においてこれを具体的に協議するとされている以上，日朝国
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交正常化交渉で上記各事項等も協議される余地があり，原告ら主張

の事情から上記各事項等に関する情報が当該事項等に対する日本側

の対処方針又は見解等を把握するための重要な資料になり得ること

は直ちに否定されるものではない（以上の点は，<ｱ>請求権問題

（対韓経済協力の点も含む。）以外の<ｲ>在日韓国人の地位に関す

る問題，<ｳ>文化財問題についても，これらの問題に関する当時の

日本側の検討内容が専ら当時の外交関係及び国際政治状況等（日本

の歴史認識等も含む。）に基づいて検討されたものとまではいえず，

他方，これらの問題が日朝平壌宣言において日朝国交正常化交渉に

おける協議事項とされていることから，同様である。）。 

        したがって，以上に説示したところに反する原告らの上記主張を

採用することはできない。 

      (b) 原告らは，本件各文書中の不開示理由１に係る不開示部分に記録

されている情報のうち試算方法に係るものについては，それが合理

的なものであればこれをもって堂々と交渉すれば足り，それが不合

理なものであれば有用なものではないから，これを公にしたとして

も，北朝鮮当局に日本政府の手の内を知られることにはならない旨

を主張する。 

        しかしながら，前記(a)でも指摘したとおり，請求権問題は，平

壌宣言により，日朝国交正常化交渉において協議されることとされ

ており，現時点では，請求権問題としてどのような内容をどこまで

協議するかの見通しが明らかではない以上，日韓会談当時日本政府

が検討した試算方法については，それに合理性があるかどうかを問

わず，当該事項等に対する日本側の対処方針又は見解等を把握する

ための重要な資料になり得ることが直ちに否定されないから，日本

側が日韓会談当時の試算方法でいまだ対外的に明らかになっていな
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いものに関する情報を公にすれば，日朝国交正常化交渉において日

本政府が北朝鮮との交渉上不利益を受けるおそれがあるといわざる

を得ない。 

        したがって，以上に説示したところに反する原告らの上記主張を

採用することはできない。 

   エ 小括 

     以上によれば，本件各文書の不開示理由１に係る不開示部分のうち，<ｱ

>情報公開法５条３号の不開示情報に該当する部分は，別紙３処分目録の

通し番号１－１～１－２５９に係る「当裁判所の判断」欄中の「⑧適法部

分」欄に記載するとおりであり，<ｲ>同号の不開示情報に該当しない部分

は，別紙３処分目録の通し番号１－１～１－２５９に係る「当裁判所の判

断」欄中の「⑦取消部分」欄に記載するとおりである。 

  (2) 本件各文書の不開示理由２に係る不開示部分について 

   ア 被告は，本件各文書の不開示理由２に係る不開示部分に記録されている

情報につき，要旨，これは，日韓会談及びその準備段階の政府部内におけ

る議論の内容やそれに対する評価，政府部内での検討の様子等の内部機密

情報であり，政府の非公式見解，韓国側担当者に対しての率直な評価，第

三国政府の情報や論評等，公開されることが想定されていない内容をも含

むものであるところ，これを公にすることにより，現在良好な二国間関係

を維持している韓国との間の信頼関係を損ねるおそれがあり，かつ，国の

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるから，情報公開法５条３号

及び６号の不開示情報に該当する旨を主張するとともに，更に上記の点に

ついて個別の文書ごとに敷衍して主張し，関係する一部開示文書等には，

不開示部分が被告主張に係る国の安全等の確保に関するものに当たること

を推認させるに足りるものもある。 

   イ 情報公開法５条３号の該当性について 
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    (ｱ) 被告において主張立証すべき事情についての主張立証の有無 

     ａ この点，前提事実によれば，本件各文書は，いずれも日韓会談の議

事録，その添付資料又は日韓会談に関する内部検討文書等であるから，

条約その他の国際約束に関する文書であって，①外国との交渉に関す

る文書，②他の行政機関の質問若しくは意見又はこれに対する回答に

関する文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整

に関する文書又は③条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査

研究文書のいずれかに該当すると認められる。 

       そうすると，前記１で説示したとおり，本件各文書の不開示部分に

記録されている情報が情報公開法５条３号に定めるものに該当するか

否かについて裁判所が審理するに当たっては，まず，被告において，

当該情報に係る事項，当該情報の性質，本件各処分をするに当たって

前提とした事実関係その他の本件各処分当時の状況等，一般的又は類

型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たること

を推認するに足りる事情を主張立証すべきところ，特に，上記のよう

な本件各文書については，当該事情として，当該情報につき，本件各

文書の作成後における時の経過，社会情勢の変化等の事情の変化を考

慮しても，なお本件各処分の時点において同号にいう「おそれ」が法

的保護に値する蓋然性をもって存在することを推認するに足りる事情

をも主張立証しなければならないものと解される。 

       そこで，上記の観点から，前記アの被告の主張立証を検討する。 

     ｂ 被告は，本件各文書のうち不開示理由２に係る不開示部分が存する

ものに記録されている情報は，日韓会談及びその準備段階の政府部内

における議論の内容やそれに対する評価，政府部内での検討の様子等

の内部機密情報であり，政府の非公式見解，韓国側担当者についての

率直な評価，第三国政府の情報や論評等，公開されることが想定され
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ていない内容をも含むものであると主張するところ，一般論としては，

このような情報は，それが日本政府部内の意思決定をするのに未熟な

時点で公開され，又は一定の意思決定の前提となったものが尚早な時

期に公開されれば，外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなど

により，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が損なわれたり，誤

解や憶測に基づき他国又は日本国民の間に混乱等を生じさせたり，ま

た，韓国の国民一般に反日感情を呼び起こしたりするなどして，他国

等との信頼関係が損なわれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそれ

があることは否定し難い。 

       しかしながら，前提事実によれば，これらの情報は，いずれも昭和

２５年（１９５０年）頃から昭和４０年（１９６５年）頃までの間に

政府部内でされた審議，検討又は協議に関するものであるところ，当

該審議等がされてから本件各処分に至るまでの間に既に３０年以上の

期間が経過しており，当該審議等の対象となった日韓会談自体が昭和

４０年（１９６５年）の日韓基本条約等の締結により所期の目的を達

するに至っていると認められる。また，上記のように当該審議等がさ

れてから本件各処分に至るまでの間に３０年以上の期間が経過したこ

とに鑑みれば，本件各処分の当時，当該審議等において発言をした者

のほとんどが当時の公務員としての地位等を喪失しており，他方，日

本政府又は日本政府関係者から当該審議等で評価の対象とされた事項

のうち，韓国の政治体制は上記の間に大きく変化しているし，日韓会

談当時の政府高官その他の韓国側担当官も，上述した日本政府関係者

と同様，当時の地位等を喪失していたことを容易に推認することがで

きる。 

       これらの諸点を総合すれば，被告が主張する本件各文書の不開示理

由２に係る不開示部分に記録されている情報は，これらの情報が公に
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されたとしても，一般的又は類型的にみて，本件各処分の当時，日韓

会談に関して，韓国その他の外国や日本政府部外からの圧力や干渉等

の影響を受けることなどにより，率直な意見の交換又は意思決定の中

立性が損なわれたり，誤解や憶測に基づき韓国又は日本国民の間に混

乱等を生じさせたり，また，韓国の国民一般に反日感情を呼び起こし

たりするなどして，韓国との信頼関係が損なわれ又は韓国との交渉上

不利益を被るおそれがあるということはできない。 

       もっとも，これらの情報が，本件各処分当時において，なお日本と

韓国その他の外国（韓国等）との間で交渉の対象となっている事項に

ついての日本側の対処方針等であるなどの事情がある場合には，事柄

の性質上，これらの情報を公にすることにより，一般的又は類型的に

みて，誤解や憶測に基づき韓国等又は日本国民の間に混乱等を生じさ

せたり，韓国等がこれらの情報を利用して自国に有利な立場で日本国

政府と交渉したりすることになる可能性を否定することができないし，

また，これらの情報が，当時の韓国政府若しくは政府高官その他の日

韓会談担当者又はその対応等に対する否定的な評価にとどまらず，こ

れらの情報が記録されている文書全体の趣旨・目的やその当時と本件

各処分時の日韓情勢の相違等も参酌して客観的にみた場合に，現在に

おいてもなお一般的に韓国国民が日本政府から蔑視され又は日本政府

によりその自尊心を害されたなどと感じ得るものであるときも，現在

の韓国国民の反日感情を呼び起こし，韓国との信頼関係や交渉に影響

を及ぼす可能性を否定できないから，韓国等との信頼関係が損なわれ

又は韓国等との交渉上不利益を被るおそれがないとまではいえない。 

     ｃ そうであるとすれば，これらの情報は，日韓会談及びその準備段階

の政府部内における議論の内容やそれに対する評価，政府部内での検

討の様子等の内部機密情報であることのみをもって，直ちに，一般的
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又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当た

ることを推認することはできないといわざるを得ないが，これらの情

報が本件各処分当時においてなお日本と韓国等との間で交渉の対象と

なっている事項についての日本側の対処方針等であったり，現在にお

いてもなお一般的に韓国国民が日本政府から蔑視され又は日本政府に

よりその自尊心を害されたなどと感じ得るものであったりするなどの

事情がある場合には，一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全

等の確保に関するものに当たることを推認する余地があるということ

ができる。 

     ｄ したがって，被告が主張する本件各文書の不開示理由２に係る不開

示部分に記録されている情報が，一般的又は類型的にみて，当該情報

が国の安全等の確保に関するものに当たることを推認することができ

るかどうかについては，これらの情報が本件各処分当時においてなお

日本と韓国等との間で交渉の対象となっている事項についての日本側

の対処方針等であったり，現在においてもなお一般的に韓国国民が日

本政府から蔑視され又は日本政府によりその自尊心を害されたなどと

感じ得るものであったりするなどの事情があるかどうかを踏まえて個

別的・具体的に検討すべきところ，このような観点から本件各文書の

不開示理由２に係る不開示部分につき被告において主張立証すべき事

情についての主張立証の有無を検討した結果は，別紙５の「第３ 当

裁判所の判断」の「不開示理由２に係る不開示情報該当性について」

の項の「(1) 被告において主張立証すべき事情についての主張立証

の有無」で説示するとおりである。 

    (ｲ) 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無について 

     ａ 本件各文書の不開示理由２に係る不開示部分に記録されている情報

のうち，前記(ｱ)で被告において主張立証すべき事情が認められたも
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のについては，更に本件各処分のうち上記情報に係るものにつき，外

務大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したと認

められるか否かを検討する。 

     ｂ この点については，前記１で説示したとおり，① 当該情報が国の

安全等の確保に関する情報に当たり，かつ，② 当該情報に情報公開

法５条３号所定の「おそれ」があると外務大臣が認めることにつき相

当の理由があるかにつき，その判断要素の選択や判断過程に合理性を

欠くところがないかを検討し，当該外務大臣の判断が，重要な事実の

基礎を欠くか，又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認め

られるかを判断すべきところ，被告において，当該情報を開示するこ

とにより，同号所定の「おそれ」があることが一般的又は類型的にみ

て肯定されることから，原告らにおいて，当該不開示部分を不開示情

報に当たるとした外務大臣の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があっ

たことを基礎付ける具体的事実について主張立証しなければならない

こととなる。 

     ｃ(a) 上記ｂで説示したところを踏まえ，上記ａで指摘した本件各文書

の不開示理由２に係る不開示部分を検討すると，これについての当

裁判所の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理

由２に係る不開示情報該当性について」の項の「(2) 裁量権の範

囲の逸脱又はその濫用の有無について」で説示するとおりである。 

      (b) これに対し，原告らは，被告において，本件各文書の不開示理由

２に係る不開示部分の内容として，対象文書全般又は開示部分を含

めた文書の内容を説明するにとどまり，当該不開示部分を不開示と

した判断を正当化する識別に関する情報を主張していない旨主張す

る。 

        しかしながら，前記のとおり，前記ａで指摘した本件各文書の不
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開示理由２に係る不開示部分（被告において主張立証すべき事情が

認められたもの）については，一般的又は類型的にみて，当該不開

示部分に記録されている情報が情報公開法５条３号所定の国の安全

等の確保に関するものに当たることを推認することができるのであ

り，これを超えて不開示部分の内容等について被告が具体的に主張

立証しなければならないとすれば，実質的に同号の不開示情報に該

当する情報を開示させることと同一の結果を招くことになるから，

外務大臣（又は被告）が原告ら主張の点を明らかにしないことをも

って外務大臣の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用を基礎付ける具体

的事実であるとはいえない。 

        したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。 

   ウ 情報公開法５条６号の該当性について 

    (ｱ) 情報公開法５条６号該当性の判断枠組み 

      前記１で説示したとおり，本件各文書の不開示部分に記録されている

情報が情報公開法５条６号に定めるものに該当するか否かについて裁判

所が審理するに当たっては，被告において，① 当該情報が国の機関が

行う事務又は事業に関する情報に当たり，かつ，② 当該事務又は事業

の根拠規定や趣旨，その目的や種類，その目的達成のための手法等に照

らし，一般的・類型的な意味における公益的な開示の必要性等も比較考

量して客観的に検討したとしても，これを公にすることにより，当該事

務又は事業の適切な遂行に実質的支障を及ぼす蓋然性があることを認め

るに足りる事情を主張立証すべきである。 

    (ｲ)  情報公開法５条６号該当性の当てはめ 

      そこで，上記の観点から，前記アの被告の主張立証を検討すると，こ

れについての当裁判所の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の

「不開示理由２に係る不開示情報該当性について」のうち，「（情報公



 117 

開法５条６号の該当性について）」の項の「(1) 情報公開法５条６号

該当性の当てはめ」で説示するとおりである。 

   エ 小活 

     以上によれば，本件各文書の不開示理由２に係る不開示部分のうち，<ｱ

>情報公開法５条３号の不開示情報に該当する部分は，別紙３処分目録の

通し番号２－１～２－１０９に係る「当裁判所の判断」欄中の「⑧適法部

分」欄に記載するとおりであり，<ｲ>同条３号及び６号のいずれの不開示

情報にも該当しない部分は，別紙３処分目録の通し番号２－１～２－１０

９に係る「当裁判所の判断」欄中の「⑦取消部分」欄に記載するとおりで

ある。 

  (3) 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分について 

   ア 被告は，本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分につき，要旨，こ

れには，<ｱ>現在においても日韓間で立場の異なる竹島問題に関する交渉

の様子や政府部内での検討の様子の子細，<ｲ>日韓両政府において公表を

前提としないで行われた政府当局者による率直な会談の記録又は具体的提

案，<ｳ>日本の外務省職員等が取得した竹島問題に関する他国政府関係者

の見解又は発言に関する情報が記録されているところ，これを公にするこ

とにより，韓国等の他国との信頼関係を損ない，又は我が国の今後の交渉

上の立場を不利にするおそれがあるから，情報公開法５条３号に該当する

旨を主張し，さらに，上記の点について個別の文書ごとに敷衍して主張す

るとともに，関係する一部開示文書等には，不開示部分が被告主張に係る

国の安全等の確保に関するものに当たることを推認させるに足りるものも

ある。 

   イ 被告において主張立証すべき事情についての主張立証の有無 

    (ｱ) この点，前提事実によれば，本件各文書は，いずれも日韓会談の議事

録，その添付資料又は日韓会談に関する内部検討文書等であるから，条
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約その他の国際約束に関する文書であって，①外国との交渉に関する文

書，②他の行政機関の質問若しくは意見又はこれに対する回答に関する

文書その他の他の行政機関への連絡及び当該行政機関との調整に関する

文書又は③条約案その他の国際約束の案の検討に関する調査研究文書の

いずれかに該当すると認められる。 

      そうすると，前記１で説示したとおり，本件各文書の不開示部分に記

録されている情報が情報公開法５条３号に定めるものに該当するか否か

について裁判所が審理するに当たっては，まず，被告において，当該情

報に係る事項，当該情報の性質，本件各処分をするに当たって前提とし

た事実関係その他の本件各処分当時の状況等，一般的又は類型的にみて，

当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たることを推認するに足

りる事情を主張立証すべきところ，特に，上記のような本件各文書につ

いては，当該事情として，当該情報につき，本件各文書の作成後におけ

る時の経過，社会情勢の変化等の事情の変化を考慮しても，なお本件各

処分の時点において同号にいう「おそれ」が法的保護に値する蓋然性を

もって存在することを推認するに足りる事情をも主張立証しなければな

らないものと解される。 

      そこで，上記の観点から，前記アの被告の主張立証を検討する。 

    (ｲ) 被告は，本件各文書のうち不開示部分３に係る不開示部分が存するも

のに記録されている情報は，いずれも竹島問題に関するものであると主

張するところ，前提事実（総論）(5)ア(ｱ)の事実によれば，竹島の領有

権の帰属をめぐっては，日本と韓国との間で，法的問題も関わる紛争が

あり，現在においてもその紛争が継続していることから，韓国政府にお

いて，竹島問題に関する自己の立場をより有利にするため，竹島問題に

関する日本政府の見解及びその検討内容並びに日本政府が取得した他国

政府関係者の見解又は発言に関する情報等に高い関心を有し，これらの
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情報を可能な限り収集しようとすることは，容易に予想されるところで

ある。 

      しかしながら，前提事実及び掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれば，

次のような事情も指摘することができる。すなわち，竹島問題について

は，日韓会談が開始された昭和２７年以降に限ってみても，日韓関係に

おける最大の懸案事項として，日韓両政府間の交渉が日韓会談の際も含

めて行われてきたが，昭和２７年当時から日韓両政府の主張が鋭く対立

し，昭和４０年の日韓基本条約の締結により日韓国交正常化が図られて

から４０年余り経過した現在に至っても，いまだに解決の方向性が定ま

っておらず，むしろ日韓両政府の主張が大筋において固定化しているこ

ともうかがわれるところである。そして，そのような交渉過程における

日韓両政府の主張や日本政府が提示した具体的解決策等については，日

本及び韓国の政府及び国民がそれぞれの立場から高い関心を寄せている

こともあり，恒常的に国会審議で取り上げられたり，一般報道で大きく

取り上げられることがあるほか，日本政府自身も，竹島問題に関する広

報活動を積極的に行い（乙Ａ１１，１２），本件各文書の一部開示部分

等に見られる竹島問題に関する情報を記録した行政文書を多数公開して

いることから，竹島問題に関する日韓両政府の主張や上記交渉経緯の概

要は，既に公知の事実であるといえる。また，韓国においては，２００

４年（平成１６年）２月のソウル行政法院の判決を契機として，２００

５年（平成１７年）に韓国政府が保有する日韓会談に関する韓国側の文

書（原告らの主張によれば，全体で１５６件，約３万６０００ページに

も及ぶ。）が公開されるに至っている（甲９９，１３０，１３７，１４

４）。そして，公文書の公開に関する国際的動向・慣行としては，昭和

４３年（１９６８年），ＩＣＡ（国際公文書館会議）マドリッド大会に

おいて，利用制限は原則として３０年を超えないものとすべきとする３
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０年原則が決議されており（甲１０３，１０４），特に外交文書の情報

公開についてみても，例えば，米国では，大統領命令による秘密指定制

度において，一定の例外を認めつつも，自動的な秘密指定解除の仕組み

が採用されていること（甲１０５）等に照らすと，外交文書に記録され

ている情報であっても一定の期間の経過によりそれが公開される余地が

あることは，国際的にも承認されているというべきであるし，また，本

件各文書の一部開示部分には外務省職員等が他国の政府関係者等から聴

取するなどした情報が含まれていること（例えば，乙Ａ６４参照）をも

併せ考慮すれば，日本政府が３０年以上前に聴取するなどした当該情報

を公開することにより直ちに当該他国の信頼関係が損なわれるおそれが

あるとはいえないことは明らかである。 

    (ｳ) 以上の諸事情を総合考慮すれば，被告が主張する本件各文書の不開示

理由３に係る不開示部分に記録されている情報が，一般的又は類型的に

みて，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たることを推認す

ることができるかどうかについては，次の点を指摘することができる 

     ａ 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報

は，当該情報に含まれる提案・見解等の主体に着目すれば，①竹島問

題に関する日本政府又は日本政府関係者（日本側）の提案・見解・対

処方針等に関するもの，②竹島問題に関して韓国政府又は韓国政府関

係者（韓国側）から示された提案・見解等に関するもの，③竹島問題

に関する韓国以外の他国政府関係者（第三国）の見解等に関するもの

に分類することができる。 

     ｂ まず，①竹島問題に関する日本側の提案・見解・対処方針等に関す

るものをみるに，これは，更に本件各文書に記録された経緯等に着目

すれば，<ｱ>日本側が韓国側に対して文書で提示したもの，<ｲ>日韓両

政府間で現に行われた交渉時に発言されたもの，<ｳ>日本政府部内で
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検討・協議等がされたものであって韓国側に提示されていないもの，

<ｴ>日本政府関係者（外務省職員等）の個人的見解に係るものに分類

することができる。以下，これらについて検討する。 

      (a) ①竹島問題に関する日本側の提案・見解・対処方針等であって<ｱ

>日本側が韓国側に対して文書で提示したものについては，前記(ｲ)

で指摘した事情，特に当該文書が既に公開されている韓国政府が保

有する日韓会談に関する文書中に含まれている可能性が高いこと等，

本件各文書の作成後における時の経過，社会情勢の変化等の事情の

変化に照らすと，これらの情報が公になったとしても，韓国政府が

日本政府の現在の方針を把握し又は推測する材料となり得るとは限

らず，また，韓国との信頼関係を損なうことも考えられないから，

一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するも

のに当たることを推認することはできないというべきである。 

      (b) ①竹島問題に関する日本側の提案・見解・対処方針等であって<ｲ

>日韓両政府間で現に行われた交渉時に発言されたものについては，

日本側の当該発言が韓国側によって直接認識されている以上，これ

らの情報が公になったとしても，新たに韓国政府が日本政府の現在

の方針を把握し又は推測する材料となり得るものとはいえない。 

        もっとも，<a>当該交渉が日韓両政府間で秘密裡に行われたもの

であり，かつ，当該交渉時にされた発言等の内容を一般に公開しな

いことを約束していたなどの事情がある場合には，<b>当該発言等

の内容が既に公開されている韓国政府が保有する日韓会談に関する

文書で明らかにされているときを除き，これを公にすれば，なお韓

国との信頼関係を損なうおそれがないとまではいえず，一般的又は

類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たる

ことを推認することができるというべきである。 



 122 

        他方，上記<a>の事情が認められない場合には，当該交渉の事実

（特に日韓両政府の首脳・高官間で行われた交渉に係るもの）が，

当該交渉が行われてから既に３０年以上経過していることから，も

はや歴史的事実というべきものであり，また，上記提案等は，日韓

基本条約の締結等により日韓国交正常化が図れている現在とは異な

り，現に日韓国交正常化に向けての交渉が行われていた日韓会談当

時のものであること等，本件各文書の作成後における時の経過，社

会情勢の変化等の事情の変化に照らすと，これらの情報が公になっ

たとしても，韓国との信頼関係が損なわれるおそれがあるとはいえ

ないから，一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保

に関するものに当たることを推認することはできないというべきで

ある。 

      (c) ①竹島問題に関する日本側の提案・見解・対処方針等であって<ｳ

>日本政府部内で検討・協議等がされたもので韓国側に提示されて

いないものについては，日本政府部内（外務省等の行政機関内部又

はその他の省庁等も含めた行政機関相互の間）の審議，検討又は協

議に関するものであり，既に公開されている韓国政府が保有する日

韓会談に関する文書に含まれる余地のないものであるから，竹島問

題が現在に至ってもなお日韓間で未解決の紛争に関するものである

以上，本件各文書の作成後相当期間が経過していること，本件各処

分の当時，それらの審議，検討又は協議において発言をした者のほ

とんどがその年齢等に照らして当時の公務員としての地位等を喪失

していたものと推認することができること等を考慮しても，これら

の情報が公にされれば，韓国政府が日本政府の現在の方針を把握し

又は推測する材料となり得ないとまではいえず，一般的又は類型的

にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たることを
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推認することができるというべきである。 

      (d) ①竹島問題に関する日本側の提案・見解・対処方針等であって<ｴ

>日本政府関係者（外務省職員等）の個人的見解に係るものについ

ては，<a>当該日本政府関係者が日韓会談の担当者として高い地位

にあり，<b>当該提案等の内容が日本政府の公式見解とは異なるも

ので韓国側にとって有利なものである場合には，これらの情報が公

になれば，当該提案等がたとえ３０年以上前のものであったとして

も，韓国側が日本側との交渉を有利に進めるために当該提案等を利

用する可能性を否定することができないというべきであるから，一

般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するもの

に当たることを推認することができるというべきである。他方，<a

>当該日本政府関係者が日韓会談に影響を与え得る地位になく，<b>

当該提案等の内容が日本政府の公式見解とは異なるものであっても

韓国側にとって有利とはいえない場合には，これらの情報が公にな

ったとしても，韓国側が当該提案等を利用することは考えられない

から，一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関

するものに当たることを推認することはできない。 

        そうすると，①竹島問題に関する日本側の提案・見解・対処方針

等であって<ｴ>日本政府関係者（外務省職員等）の個人的見解に係

るものが，一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保

に関するものに当たることを推認することができるかどうかについ

ては，当該日本政府関係者の地位及び当該提案等の内容等を総合し

て，個別的・具体的に検討する必要がある。 

     ｃ 次に，②竹島問題に関して韓国側から示された提案・見解等に関す

るものをみるに，これは，そもそも韓国政府が新たに日本政府の現在

の方針を把握し又は推測する材料となり得るものとはいえない上，<ｱ
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>韓国側から当該提案等を示された交渉等が日韓両政府間で秘密裡に

行われたものであり，かつ，当該交渉時にされた発言等の内容を一般

に公開しないことを約束していたなどの事情がない限り，既に韓国政

府が保有する日韓会談に関する文書が韓国政府によって公開されてい

ること等，本件各文書の作成後における時の経過，社会情勢の変化等

の事情の変化に照らすと，これらの情報が公になったとしても，韓国

との信頼関係が損なわれるおそれがあるとはいえないから，一般的又

は類型的にみて，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当たる

ことを推認することはできないというべきである。 

       そして，仮に上記<ｱ>の事情が認められる場合においても，<b>韓国

側の当該提案等の内容が既に公開されている韓国政府が保有する日韓

会談に関する文書で明らかにされているときは，これらの情報が公に

なったとしても，やはり韓国との信頼関係が損なわれるおそれがある

とはいえないから，一般的又は類型的にみて，当該情報が国の安全等

の確保に関するものに当たることを推認することはできないというべ

きである。 

     ｄ 最後に，③竹島問題に関する第三国の見解等に関するものをみるに，

一般論としては，被告主張のとおり，領土問題については紛争当事国

以外の第三国の見解が「客観的意見」として交渉上援用され得ること

からすれば，第三国から日本側のみに示された竹島問題に関する具体

的見解等は，竹島問題についての交渉において日本政府の方針や戦略

に大きく関わり得るものといえる。 

        しかしながら，弁論の全趣旨によれば，第三国が日本側に当該具体

的見解を示してから本件各処分に至るまでに既に３０年以上経過して

おり，その間に日韓両国を含む国際情勢は刻々と変化を続け，当該具

体的見解が示された当時と本件各処分時とではその前提となった状況
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等が著しく変化しており，第三国の見解自体も変化している可能性が

否定できないこと，前記(ｲ)で説示したとおり，本件各文書の一部開

示部分には外務省職員等が米国の政府関係者等から聴取するなどした

情報が含まれていること等に照らすと，第三国と日本側との間で当該

見解等の内容を一般に公開しないことを約束していたなどの事情がな

い限り，これらの情報を公にしたことにより，一般的又は類型的にみ

て，直ちに第三国との信頼関係を損なうものとは考えられず，また，

日本政府が竹島問題についての韓国政府との交渉上不利益を被るもの

ともいえないから，当該情報が国の安全等の確保に関するものに当た

ることを推認することはできないというべきである。 

     ｅ 以上に説示したところに反する原告ら及び被告の各主張は，いずれ

も採用することができない。 

    (ｴ) 上記(ｳ)で説示したところを踏まえ，本件各文書の不開示理由３に係

る不開示部分について，被告において主張立証すべき事情についての主

張立証の有無を検討するに，これについての当裁判所の判断は，別紙５

の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理由３に係る不開示情報該当性

について」の項の「(1) 被告において主張立証すべき事情についての

主張立証の有無」で説示するとおりである。 

   ウ 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無について 

    (ｱ) 本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報の

うち，上記イで被告において主張立証すべき事情が認められたものにつ

いては，更に本件各処分のうち上記情報に係るものにつき，外務大臣に

与えられた裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したと認められるか

否かを検討する。 

    (ｲ) この点については，前記１で説示したとおり，① 当該情報が国の安

全等の確保に関する情報に当たり，かつ，② 当該情報に情報公開法５
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条３号所定の「おそれ」があると外務大臣が認めることにつき相当の理

由があるかにつき，その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くとこ

ろがないかを検討し，当該外務大臣の判断が，重要な事実の基礎を欠く

か，又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるかを判

断すべきところ，被告において，当該情報を開示することにより，同号

所定の「おそれ」があることが一般的又は類型的にみて肯定されること

から，原告らにおいて，当該不開示部分を不開示情報に当たるとした外

務大臣の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったことを基礎付ける具

体的事実について主張立証しなければならないこととなる。 

    (ｳ) 上記(ｲ)で説示したところを踏まえ，前記(ｱ)で指摘した本件各文書の

不開示理由３に係る不開示部分を検討すると，これについての当裁判所

の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理由３に係る

不開示情報該当性について」の項の「(2) 裁量権の範囲の逸脱又はそ

の濫用の有無について」で説示するとおりである。 

      なお，原告らの主張に対する当裁判所の判断の詳細は，次のとおりで

ある。 

     ａ 原告らは，竹島問題が日韓関係で未解決の問題として存在するとし

ても，竹島問題に関する日本政府の具体的な考え方や分析法，立論等

の多くは，日韓両政府の広報活動や国会審議における政府答弁等を通

じて，既に公となっており，竹島問題に関して日韓両国の論拠とする

内容やそれぞれの主張と矛盾する内容が明らかにされているところ，

本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分に記録されている情報は，

約半世紀も前の日本政府の検討内容等であるから，これが韓国との外

交交渉に特段の具体的な影響を及ぼすことは想定できず，また，現在

又は将来の交渉に具体的な不利益をもたらし又は他国との信頼関係を

損なうと認められる特別の事情も存在しない旨主張する。 
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       しかし，一般に，領有権の帰属をめぐる紛争に係る外国政府との交

渉については，高度な政策的判断が求められるものであり，上記交渉

の方法を一定のものに制限する法令上の規定も存在しないことからす

ると，外務省の長である外務大臣の広範な裁量に委ねられていると解

されるところ，日本政府が当該政策的判断のために収集した情報や当

該情報に基づいて検討した内容を開示する時期，順序又は方法等によ

っては，上記交渉が日本政府にとってより有利に進展するか否かに影

響を与えることが否定し難い。 

       そうであるとすれば，原告ら主張のとおり，竹島問題に関する日本

政府の具体的な考え方や分析法，立論等の多くが，日韓両政府の広報

活動や国会審議における政府答弁等を通じて既に公になっているとし

ても，いまだ公にされていない竹島問題に関する日本政府の見解又は

検討内容については，たとえそれが約半世紀前のものであったとして

も，外務大臣がこれを公にすべきではないと判断している時点でこれ

が公になれば，韓国側においてこれを利用され，韓国にとってより有

利な主張をされ，又はその主張に沿った広報活動等を行われるなどし

て，日本政府が竹島問題に関する韓国との交渉上の不利益を被るおそ

れがあるといわざるを得ない。 

       そうすると，原告らの主張に係る上記事情は，直ちに外務大臣の裁

量権の範囲の逸脱又はその濫用を基礎付ける具体的事実であるとはい

えない。 

       したがって，原告らの上記主張は，以上に説示したところに反する

から，採用することができない。 

     ｂ 原告らは，本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分につき，被

告が問題とする事項を具体的に特定した上，当該事項が現在も交渉継

続中の事項に関するものであり，かつ，上記不開示部分が当該事項に
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関連するものであるから，これを公にすれば今後の交渉に影響を与え

るという今日的意義があることを被告において具体的な主張立証をし

ていない旨主張する。 

       しかしながら，前記のとおり，前記(ｱ)で指摘した本件各文書の不

開示理由３に係る不開示部分（被告において主張立証すべき事情が認

められたもの）については，一般的又は類型的にみて，当該不開示部

分に記録されている情報が情報公開法５条３号所定の国の安全等の確

保に関するものに当たることを推認することができるのであり，これ

を超えて不開示部分の内容等について被告が具体的に主張立証しなけ

ればならないとすれば，実質的に同号の不開示情報に該当する情報を

開示させることと同一の結果を招くことになるから，外務大臣（又は

被告）が原告ら主張の点を明らかにしないことをもって外務大臣の裁

量権の範囲の逸脱又はその濫用を基礎付ける具体的事実であるとはい

えない。 

       したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。 

     ｃ 原告らは，本件訴えにおいて，情報公開法５条３号の不開示情報に

該当すると主張していた不開示部分に記録されている情報につき，本

件訴えの提起後に追加開示決定をしており，その中には明らかに不開

示情報に該当しないと考えられるものも含まれていたから，外務大臣

の判断は，場当たり的であり，さじ加減によって変わり得るものとな

っている旨主張する。 

       この点，別紙６の「証拠」欄掲記の証拠によれば，本件各文書の不

開示部分であって本件訴えの提起後に追加開示決定がされたものは，

別紙６（追加開示部分の一覧表）のとおりであると認められるところ，

確かに，この中には，そもそも情報公開法５条３号該当性を認められ

ないと考えられるものも含まれている。 
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       しかしながら，前記(ｱ)で指摘した本件各文書の不開示理由３に係

る不開示部分に記録されている情報については，本件全証拠によって

も，これが上記追加開示決定がされた情報と同一であると認めるに足

りる証拠はないから，上記の事実のみをもって，前記(ｱ)で指摘した

本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分を不開示とした外務大臣

の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用を基礎付ける具体的事

実があるとすることはできない。 

       したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。 

   エ 小括 

     以上によれば，本件各文書の不開示理由３に係る不開示部分のうち，<ｱ

>情報公開法５条３号の不開示情報に該当する部分は，別紙３処分目録の

通し番号３－１～３－４８に係る「当裁判所の判断」欄中の「⑧適法部

分」欄に記載するとおりであり，<ｲ>同号の不開示情報に該当しない部分

は，別紙３処分目録の通し番号３－１～３－４８に係る「当裁判所の判

断」欄中の「⑦取消部分」欄に記載するとおりである。 

  (4) 本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分について 

   ア 被告は，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分につき，要旨，こ

れには，①韓国要人一行等が訪日する際の警備計画に関するもの，②特定

の場所における警備体制，警備対策に係る政府内部での具体的な検討状況，

③海上保安庁の韓国周辺水域での警備体制についての検討状況，④日本政

府が情報収集に至った経緯，犯罪容疑者に対する捜査に関する情報収集の

方法や捜査手法自体等が記録されているところ，これを公にすることによ

り，犯罪の予防，鎮圧等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

があるほか，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるから，情報公

開法５条４号，６号の不開示情報に該当する旨を主張する（ただし，通し

番号４－５の文書については，同条３号にも該当する旨を主張する。）と
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ともに，上記の点について個別の文書ごとに敷衍して主張し，関係する一

部開示文書等には，不開示部分が被告主張に係る公共安全秩序維持に関す

るものに当たることを推認させるに足りるものもある。 

   イ 通し番号４－５の文書以外のものについて 

     まず，上記のうち通し番号４－５の文書以外のものについて，情報公開

法５条４号及び６号の不開示情報該当性を検討する。 

    (ｱ) 情報公開法５条４号の該当性について 

     ａ 被告において主張立証すべき事情についての主張立証の有無 

      (a) この点，前提事実によれば，本件各文書のうち不開示理由４に係

るものは，いずれも日韓会談の議事録，その添付資料又は日韓会談

に関する内部検討文書等であり，①条約その他の国際約束に関する

文書であって外国との交渉に関する文書又は当該交渉に関する調査

研究文書若しくはこれに準ずる文書，②特定の行政機関が所管する

一定の事務を実施するための複数の行政機関による意思決定等の内

容が記録された文書又は当該意思決定等に係る案の検討に関する調

査研究文書若しくは行政機関協議文書等に当たるものであり，いず

れもその作成からその不開示処分が行われるまでに少なくとも３０

年以上経過しているものであると認められる。 

        そうすると，前記１で説示したとおり，本件各文書の不開示部分

に記録されている情報が情報公開法５条４号に定めるものに該当す

るか否かについて裁判所が審理するに当たっては，まず，被告にお

いて，当該情報に係る事項，当該情報の性質，本件各処分をするに

当たって前提とした事実関係その他の本件各処分当時の状況等，一

般的又は類型的にみて，当該情報が公共安全秩序維持に関するもの

に当たることを推認するに足りる事情を主張立証すべきところ，特

に，上記のような本件各文書については，当該事情として，当該情
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報につき，本件各文書の作成後における時の経過，社会情勢の変化

等の事情の変化を考慮しても，なお本件各処分の時点において同号

にいう「おそれ」が法的保護に値する蓋然性をもって存在すること

を推認するに足りる事情を主張立証しなければならないものと解さ

れる。 

        そこで，上記の観点から，前記アの被告の主張立証を検討する。 

      (b) 被告は，本件各文書のうち不開示理由４に係る不開示部分が存す

るものに記録されている情報は，①韓国要人一行等が訪日する際の

警備計画に関するもの，②特定の場所における警備体制，警備対策

に係る政府内部での具体的な検討状況，③海上保安庁の韓国周辺水

域での警備体制についての検討状況，④日本政府が情報収集に至っ

た経緯，犯罪容疑者に対する捜査に関する情報収集の方法や捜査手

法自体等である旨主張するところ，これらが，一般的又は類型的に

みて，公共安全秩序維持に関するものに当たることを推認すること

ができるかどうかについては，次のとおりである。 

       <ｱ> 要人警護の具体的方法等に係るもの 

         不開示部分に記録されている情報が，①韓国要人一行等が訪日

する際の警備計画に関するもの又は②特定の場所における警備体

制及び警備対策に係る政府内部での具体的な検討状況であり，特

にこれらに含まれる要人警護の具体的方法等に現在及び将来にお

けるそれと共通する点がある場合（例えば，<ｱ>当時から現在ま

での間に地理的条件等に極めて顕著な変更等があるとまではいえ

ない霞が関周辺等の特定の場所における要人警護の体制・方法又

は<ｲ>徒歩や車両により移動する際の要人警護の体制・方法）に

は，要人警護の対象者に対する殺傷や誘拐等の犯罪を企てている

者がこれを知ったときは，現在又は将来における要人警護の具体
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的方法を推測することが可能となるため，より周到に犯罪を計画

し，より細心の注意を払ってそれを実行する可能性を否定するこ

とができず，また，このような警備の体制・方法の裏をかくよう

な対策に出る可能性があることも否めない。 

         そうすると，不開示部分に記録されている情報が上記のような

ものであれば，特段の事情がない限り，一般的又は類型的にみて，

公共安全秩序維持に関するものに当たることを推認することがで

きるものというべきである。 

       <ｲ> 海上警備の方法等に係るもの 

         不開示部分に記録されている情報が，③海上保安庁の韓国周辺

水域での警備体制についての検討状況であり，海上警備の方法等

を含むものであり，特に海上警備の方法等に現在及び将来におけ

るそれと共通する部分がある場合（例えば，一定の水域に他国船

籍の船舶が侵入した場合には，海上保安庁の巡視艇等が特定の対

応・措置を講ずるといったもの）には，日本の領海への侵入等を

企てている者がこれを知ったときは，現在又は将来における海上

保安庁の海上警備の具体的方法を推測することが可能となるため，

より周到に日本の領海への侵入等を計画し，より細心の注意を払

ってそれを実行する可能性を否定することができず，このような

海上警備の方法の裏をかくような対策に出る可能性があることも

否めない。 

         そうすると，不開示部分に記録されている情報が上記のような

ものであれば，特段の事情がない限り，一般的又は類型的にみて，

公共安全秩序維持に関するものに当たることを推認することがで

きるものというべきである。 

       <ｳ> 犯罪の捜査手法等に係るもの 
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         不開示部分に記録されている情報が，④犯罪容疑者に対する捜

査に関する情報収集の方法又は犯罪の捜査手法等であり，現在及

び将来におけるそれと共通する部分がある場合（例えば，特定の

組織・機関等から，特定の犯罪に係る捜査に関する情報の提供を

受けたり，当該犯罪に関する情報の提供を受けたりするといった

もの）には，当該犯罪を企てている者がこれを知ったときは，現

在又は将来の捜査に関する情報収集の方法又は捜査手法等を推測

することが可能となるため，より周到に当該犯罪を計画し，より

細心の注意を払ってそれを実行したり，当該情報収集又は捜査に

協力する組織・機関等に対して圧力や危害を加えるなどの妨害工

作を行い，このような妨害工作を恐れる当該組織・機関等に協力

を渋らせるなどの萎縮効果を生じさせたりする可能性を否定する

ことができないし，また，それらの捜査手法等の裏をかくような

対策に出る可能性があることも否めない。 

         そうすると，不開示部分に記録されている情報が上記のような

ものであれば，特段の事情がない限り，一般的又は類型的にみて，

公共安全秩序維持に関するものに当たることを推認することがで

きるものというべきである。 

      (c) 上記(b)で説示したところを踏まえ，本件各文書の不開示理由４

に係る不開示部分について，被告において主張立証すべき事情につ

いての主張立証の有無を検討するに，これについての当裁判所の判

断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理由４に係る

不開示情報該当性について」のうち，「（情報公開法５条４号の該

当性について）」の項の「 (1) 被告において主張立証すべき事情

についての主張立証の有無」で説示するとおりである。 

     ｂ 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無について 
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      (a) 本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分に記録されている情

報のうち，上記ａで被告において主張立証すべき事情が認められた

ものについては，更にこれらを不開示とする処分をした外務大臣に

与えられた裁量権の範囲を逸脱し，又はこれを濫用したと認められ

るか否かを検討する。 

      (b) この点については，前記１で説示したとおり，① 当該情報が公

共安全秩序維持に関する情報に当たり，かつ，② 当該情報に情報

公開法５条４号所定の「おそれ」があると外務大臣が認めることに

つき相当の理由があるかにつき，当該外務大臣の判断が，重要な事

実の基礎を欠くか，又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くもの

と認められるかを判断すべきところ，被告の主張立証により，当該

情報を開示することにより同号所定の「おそれ」があることが一般

的又は類型的にみて肯定されることから，原告らにおいて，当該不

開示部分を不開示情報に当たるとした外務大臣の裁量権の範囲の逸

脱又はその濫用があったことを基礎付ける具体的事実について主張

立証しなければならないこととなる。 

      (c)ⅰ 上記(b)で説示したところを踏まえ，上記(a)で指摘した本件各

文書の不開示理由４に係る不開示部分を検討すると，これについ

ての当裁判所の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の

「不開示理由４に係る不開示情報該当性について」のうち，

「（情報公開法５条４号の該当性について）」の項の「 (2) 裁

量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無について」で説示するとお

りである。 

       ⅱ なお，原告らは，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分

につき，被告（外務大臣）において，① ４０年前又は５０年前

の海上警備情報や捜査情報が，どのような具体的な理由によって
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現在又は将来の公共の安全・秩序の維持や事務の適正な遂行に影

響を与えるかを具体的に主張立証しておらず，また，② 当該

「支障」の内容を具体的に特定し，不開示とされた情報が開示さ

れた情報と比較してどのような点で「支障を及ぼすおそれ」があ

るかを具体的に明らかにしていない旨主張する。 

         しかしながら，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分に

つき，被告において，前記ａ(c)のとおり，一般的又は類型的に

みて，公共安全秩序維持に関するものに当たることを推認するに

足りる事情を主張立証した以上，更にこれを超えて原告ら主張の

観点から当該情報の具体的な内容を明らかにしなければならない

とすれば，その開示を強いられるのと同一の結果となるから，そ

のような主張立証は要しないというべきであり，原告ら主張の点

は，外務大臣の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用を基礎付ける事

情になるとはいえない。 

         したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。 

    (ｲ) 情報公開法５条６号の該当性について 

     ａ 前記１で説示したとおり，本件各文書の不開示部分に記録されてい

る情報が情報公開法５条６号に定めるものに該当するか否かについて

裁判所が審理するに当たっては，被告において，① 当該情報が国の

機関が行う事務又は事業に関する情報に当たり，かつ，② 当該事務

又は事業の根拠規定や趣旨，その目的や種類，その目的達成のための

手法等に照らし，一般的・類型的な意味における公益的な開示の必要

性等も比較考量して客観的に検討したとしても，これを公にすること

により，当該事務又は事業の適切な遂行に実質的支障を及ぼす蓋然性

があることを認めるに足りる事情を主張立証すべきである。 

     ｂ そこで，上記の観点から，前記アの被告の主張立証を検討すると，
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これについての当裁判所の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判

断」の「不開示理由４に係る不開示情報該当性について」のうち，

「（情報公開法５条６号の該当性について）」の項の「(1) 情報公

開法５条６号該当性の当てはめ」で説示するとおりである。 

   ウ 通し番号４－５の文書について 

     被告は，通し番号４－５の文書の不開示部分に記録されている情報が，

事故情報の収集の具体的手法等に関するものであるから，これを公にする

ことにより，現在及び将来の犯罪の予防，鎮圧等の公共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがあり，また，事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとして，情報公開法５条４号及び６号の不開示情報該当性の

ほか，韓国との信頼関係を損なうおそれがあると行政機関の長が認めるに

つき相当の理由があるとして，同条３号の不開示情報該当性を主張する。 

     そこで，まず同条３号の不開示情報該当性を検討するに，これについて

の当裁判所の判断は，別紙５の「第３ 当裁判所の判断」の「不開示理由

４に係る不開示情報該当性について」のうち，「（情報公開法５条３号の

該当性について）」の項で説示するとおりである。 

   エ 小括 

     以上によれば，本件各文書の不開示理由４に係る不開示部分のうち，<ｱ

>情報公開法５条４号の不開示情報（ただし，通し番号４－５の文書の不

開示部分については，同条３号の不開示情報）に該当する部分は，別紙３

処分目録の通し番号４－１～４－１１に係る「当裁判所の判断」欄中の

「⑧適法部分」欄に記載するとおりであり，<ｲ>同条４号及び６号の不開

示情報のいずれにも該当しない部分は，別紙３処分目録の通し番号４－１

～４－１１に係る「当裁判所の判断」欄中の「⑦取消部分」欄に記載する

とおりである。 

  (5) 本件各文書の不開示理由５に係る不開示部分について 
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    この点については，別紙５の通し番号５－１に係る部分に説示するとおり

である。 

  (6) 本件各文書の不開示理由６に係る不開示部分について 

    この点については，別紙５の通し番号６－１，６－２及び６－３に係る部

分に説示するとおりである。 

  (7) 本件各文書の不開示理由８に係る不開示部分について 

    この点については，別紙５の通し番号８－１及び８－２に係る部分に説示

するとおりである。 

 ３ 争点(2)（本件義務付けの訴えの適法性）について 

  (1) 本件義務付けの訴えは，いわゆる申請型義務付け訴訟（行政事件訴訟法３

条６項２号）に該当するから，本件各処分が取り消されるべきものであり，

又は無効若しくは不存在であるときに限り，提起することができる（同法３

７条の３第１項）。 

  (2) これを本件についてみるに，本件各処分のうち別紙３処分目録の「⑧適法

部分」欄記載の部分に係るものは，前記２で説示したとおり，いずれも適法

であって取り消されるべきものに当たらないから，当該部分の開示の義務付

けの訴えは，行政事件訴訟法３７条の３第１項の要件を欠き，不適法な訴え

というべきである。 

    他方，本件各処分のうち別紙３処分目録の「⑦取消部分」欄記載の部分に

係るものは，前記２で説示したとおり，違法であって取り消されるべきもの

であるから，当該部分の開示の義務付けの訴えは，適法である。 

 ４ 争点(3)（本件義務付け請求に係る請求認容（本案）要件（行政事件訴訟法

３７条の３第５項）該当性）について 

   本件各処分のうち別紙３処分目録の「⑦取消部分」欄記載の部分に係るもの

は，上記３(2)で説示したとおり，取り消されるべきものであるところ，他の

不開示情報該当性もうかがえない以上，外務大臣が当該部分の開示決定をすべ
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きであることは情報公開法５条の規定（当該部分が本件各文書の一部であると

きは，同条及び６条１項の規定）から明らかであると認められる（行政事件訴

訟法３７条の３第５項）。 

   したがって，当該部分に係る本件義務付け請求は，いずれも理由がある。 

   なお，前記２(1)イ(ｳ)，(2)イ(ｱ)，(3)イ(ｳ)で説示した本件各処分の問題点

に鑑みて付言するに，本件各処分のうち前記２で適法とされたものの中には，

処分行政庁である外務大臣において，情報公開法に基づく不開示情報について

の裁判所の審理の制約（当該情報の内容と本件各文書の一部開示部分の内容と

を直接比較対照することができないこと）を超えて，当裁判所が前記２(1)イ

(ｳ)，(2)イ(ｱ)，(3)イ(ｳ)で説示した観点，特に本件各文書の開示部分に記録

されているものと同一の内容のもの等や前記２(1)イ(ｳ)ｂで指摘した類型のも

のに当たるかどうかという観点から再度検討すれば，更にその全部又は一部を

開示する余地のあるものもあり得ると考えられる。したがって，外務大臣にお

いては，本件各文書中の不開示部分について，上記の観点からの再検討を真摯

かつ速やかに尽くしていくことが切に望まれるというべきである。 

 ５ 結論 

   よって，本件訴えのうち，別紙３処分目録の「⑧適法部分」欄記載の部分の

開示の義務付けの訴えは，いずれも不適法であるから却下し，その余の訴えに

係る原告らの請求は，本件各処分のうち別紙３処分目録の「⑦取消部分」欄記

載の部分に係るものの取消し及び当該部分の開示の義務付けを求める限度で理

由があるから認容し，その余の請求はいずれも理由がないから棄却することと

し，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条

本文，６５条１項本文を適用して，主文のとおり判決する。 

 

 

東京地方裁判所民事第２部 
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裁判長裁判官   川  神     裕 

 

 

   裁判官   林     史  高 

 

 

   裁判官   菅  野  昌  彦 
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（別紙２） 

凡  例 

 

第１ 略称・略語 

   本判決で使用する略称・略語の一部は以下のとおりであり，ここに一括して

掲記する。 

 １ 法令等関係 

 

略称 用語 

情報公開法 

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１

年法律第４２号） 

旧情報公開法２２

条 

公文書管理法附則５条による改正前の情報公開法２２条 

 

旧情報公開法施行

令１６条 

公文書管理法施行令附則６条による改正前の行政機関の

保有する情報の公開に関する法律施行令１６条 

行審法 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号） 

公文書管理法 

 

公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号

） 

公文書管理法施行

令 

公文書等の管理に関する法律施行令（平成２２年政令第

２５０号） 

旧国立公文書館法 公文書管理法附則４条による改正前の国立公文書館法 

外務省情報公開法

審査基準 

 

外務省が平成１３年４月に制定し，平成１８年３月に改

正した「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に

基づく開示決定等に関する審査基準」 

 

 ２ 法令上の用語及びこれに関連する用語 
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略語 用語 

個人情報 

 

 

 

 

 

 

 

「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関す

る情報を除く。）であって，当該情報に含まれる氏名，

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより，特定

の個人を識別することができることとなるものを含む。

）又は特定の個人を識別することはできないが，公にす

ることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの」（情報公開法５条１号） 

国の安全等に関す

る情報 

 

 

 

「公にすることにより，国の安全が害されるおそれ，他

国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又

は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由が

ある情報」（情報公開法５条３号） 

国の安全等の確保 

 

我が国の安全，他国等との信頼関係及び我が国の国際交

渉上の利益を確保すること（情報公開法５条３号関係） 

公共安全秩序維持

情報 

 

 

「公にすることにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公

訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めること

につき相当の理由がある情報」（情報公開法５条４号） 

公共安全秩序維持 

 

公共の安全と秩序を維持すること（情報公開法５条４号

関係） 

事務事業情報 

 

 

「国の機関，独立行政法人等，地方公共団体又は地方独

立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，

公にすることにより，次に掲げるおそれその他当該事務
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又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるもの」（情報公開法５条６号） 

不開示情報 情報公開法５条各号に掲げる情報 

不開示処分 

 

 

開示請求に係る行政文書の全部又は一部について情報公

開法５条各号所定の不開示情報が記録されていることを

理由に不開示とする旨の処分 

行政文書ファイル

等 

行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（公

文書管理法５条５項参照） 

 

 ３ 国名等 

 

略称 用語 

韓国 大韓民国 

北朝鮮 朝鮮民主主義人民共和国 

米国 アメリカ合衆国 

ソ連 ソヴィエト社会主義共和国連邦 

ロシア ロシア連邦 

韓国等  韓国その他の外国  

 

 ４ 本件開示請求等 

 

略語 用語 

本件開示請求  

 

 

原告らが，外務大臣に対し，平成１８年４月２５日付け

でした情報公開法に基づく別紙４請求文書目録記載の文

書についての開示請求 

本件各文書 別紙３処分目録の「不開示決定」欄記載の各行政文書 
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本件３６９文書 

 

 

 

本件開示請求に係る行政文書のうち，外務大臣が，原告

らに対し，平成２０年４月１８日付け，同年５月２日付

け及び同月９日付けでその全部又は一部を開示しない旨

の決定をした合計３６９文書 

通し番号○－○の

文書 

別紙３処分目録の通し番号○－○の行政文書  

 

本件各処分 

 

外務大臣が原告らに対してした本件各文書の全部又は一

部を開示しない旨の決定 

本件義務付け請求 

 

原告らが外務大臣に対し本件各文書の各不開示部分の開

示の義務付けを求める請求（請求第２項） 

本件義務付けの訴

え 

本件義務付け請求に係る訴え 

 

韓国側開示文書 

 

韓国において公開された韓国政府が保有する日韓会談に

関する文書 

別件訴訟①  

 

 

 

 

 

原告らが，平成１８年１２月１８日に提訴した本件開示

請求に係る行政文書の一部（１３文書）の不開示部分に

係る決定の取消し及び同部分の開示の義務付けを求める

とともに，<ｲ> 外務大臣がその余の文書に係る開示決

定等をしないことの違法確認及びその開示の義務付けを

求める訴え（東京地裁平成○年（行ウ）第○号） 

別件訴訟②  

 

 

 

 

原告らが平成２０年４月２３日付けで提訴した本件開示

請求に係る行政文書の一部(全部不開示文書１及び一部

不開示文書１２)について不開示決定の取消しを求める

訴え（東京地裁平成○年（行ウ）第○号。別件訴訟②）
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 ５ 日韓関係 

 

略称 用語 

サンフランシスコ

平和条約又は平和

条約 

昭和２６年（１９５１年）９月に署名された日本国との

平和条約（昭和２７年条約第５号） 

 

日韓基本条約 

 

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約（昭和

４０年条約第２５号） 

漁業協定 

 

 

日本と韓国との間で昭和４０年６月に締結された「日本

国と大韓民国との間の漁業に関する協定」（昭和４０年

条約第２６号） 

新漁業協定 

 

 

日本と韓国との間で平成１１年に締結された「漁業に関

する日本国と大韓民国との間の協定」（平成１１年条約

第３号） 

請求権協定 

 

 

 

日本と韓国との間で昭和４０年６月に締結された「財産

及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する

日本と大韓民国との間の協定」（昭和４０年条約第２７

号） 

法的地位協定 

 

 

日本と韓国との間で昭和４０年６月に締結された「在日

韓国人の法的地位及び待遇に関する協定」（昭和４０年

条約第２８号） 

文化協力協定 

 

 

日本と韓国との間で昭和４０年６月に締結された「文化

財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定

」（昭和４０年条約第２９号） 

在日韓国人 多年にわたり日本に居住している韓国国民 

李ライン いわゆる「李承晩ライン」  
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ＥＥＺ 排他的経済水域 

ＩＣＡ 

 

国際文書館評議会（International Council on Archive

s） 

ＳＣＡＰ 

 

連合国軍総司令官（Supreme Commander for the Allied

 Powers） 

ＳＣＡＰＩＮ 

 

連合軍総司令部訓令（Supreme Command for Allied Po-

wers Instruction Note） 

大村収容所 長崎県大村市に所在した外国人収容所  

日本側 日本政府又は日本政府関係者 

韓国側 韓国政府又は韓国政府関係者 

第三国 韓国以外の他国政府関係者 

吉田総理 吉田茂内閣総理大臣 

鳩山総理 鳩山一郎内閣総理大臣 

岸総理 岸信介内閣総理大臣 

池田総理 池田勇人内閣総理大臣 

佐藤総理 佐藤榮作内閣総理大臣 

重光外務大臣 重光葵外務大臣 

岸外務大臣 岸信介外務大臣 

藤山外務大臣 藤山愛一郎外務大臣 

小坂外務大臣 小坂善太郎外務大臣 

大平外務大臣 大平正芳外務大臣 

椎名外務大臣 椎名悦三郎外務大臣 

Ｚ２２１参与又は

Ｚ２２１代表 

日本側首席参与又は日本側首席代表であったＺ２２１ 

アジア局 外務省アジア局 

アジア局長又は局 外務省アジア局長 
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長  

北東アジア課 外務省アジア局北東アジア課 

北東アジア課長 外務省アジア局北東アジア課長 

李大統領 李承晩韓国大統領 

崔長官 崔徳新韓国外務部（現在の外交通商部）長官 

李長官 李東元韓国外務部（現在の外交通商部）長官 

Ｚ２２３中央情報

部長 

Ｚ２２３中央情報部長 

 

第２ その他の表記方法等 

 １ 行政文書等の特定に当たり処分目録を利用する場合は，次の例による。 

  (1) 例えば，「通し番号２－１～２－９の各文書」と記載した場合は，別紙３

処分目録の通し番号２－１から２－９までに掲げられた各行政文書のうち，

欠番である処分目録の通し番号２－４，２－６，２－７，２－８に係る部分

を除いたものをいうものとする。 

  (2) 行政文書等の特定を「別紙３処分目録の「不開示決定」欄記載の各行政文

書」というように包括的に行う場合において，例えば，通し番号１－２９の

行政文書と通し番号２－９の行政文書のように同一の行政文書を意味するも

のが重複して記載されたとしても，当然一つの行政文書を摘示したものとし

てこの点を特に明示しないものとし，他方，行政文書等を個別的具体的に記

載する場合は，通し番号の若いもののみ摘示する（上記の例では，「通し番

号１－２９の文書」とのみ摘示する。）ものとする。 

 ２ 本件各文書の不開示部分の特定に当たっては，本件各処分に係る通知書に記

載されたページ数と書証（原告らに開示された文書）の各書面下部に打刻され

たページ数（「－１－」などと表記されている。）に一致しない部分があるこ

とから，まず本件各文書の原本における不開示部分を「○ページ」と表記した
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上，書証（原告らに開示された文書）における該当する箇所のページ数を

「（－○－）」というように括弧書きで併記している。 

   なお，上記の書証における該当する箇所のページ数については，追加開示後

の書証によるページ数を指すものとする。 

 ３ 判決理由の第１の１で認定した前提事実のうち，同(1)～(3)，(5)の各認定

事実を「前提事実（総論）」，同(4)の認定事実（具体的には別紙５の通し番

号の別に応じてそれぞれ第１（前提事実（各論））で認定された各事実）を

「前提事実（各論）」といい，これらを総称する場合には，単に「前提事実」

という。 

 ４ 証拠により開示された行政文書に記録されている情報を認定するに当たって

は，原文のうち現在の公用文における漢字使用や用語用字等と異なる部分を現

行のそれに適宜書き換えたり，句読点等がないものについて読みやすさの観点

から必要な句読点を追記したりした部分がある。 

   また，原文に手書きで加除訂正されている場合は，特に断らない限り，当該

加除訂正を反映させた内容で認定するものとする。 

   原文の判読不明の部分は，単に「〇」と表記する。 

 ５ 証拠により不開示部分を認定するに当たっては，文書の書式上不開示部分の

文字数が明らかに認定できる場合には文字数に応じた「■」（ただし，■１つ

あたり全角１文字を意味する。）を表記するものとし，不開示部分が長文にわ

たる場合等には「■■■不開示部分■■■」と表記するものとする。 

   なお，本件訴えの対象外の不開示部分については「●●●」と表記するもの

とする。 

  ６ 「頁」又は「ページ」の表記については，裁判例の引用部分を除き，原則と

して「ページ」と表記する。ただし，別紙３においては，「頁」と表記するも

のとする。 
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（別紙３の２） 

別紙３処分目録の注記 

 

※１ 通し番号１－９４の⑦欄 

⑤欄記載の不開示部分のうち，次の部分 

ア ②中の下記部分（ただし，不開示部分とされている部分を除く。） 

                   記 

(一) 請求権の相互放棄を方針とするも，特定のものについては支払う用意

ある旨提案し，韓国側の要求が過当ならざる場合に平和条約第４条(b)項

を再確認し，米軍政府のヴェスティング・デクリーの効力を承認する。 

(二) 前記特定のものとして左記を個々の証拠書類を確認の上，■■■不開

示部分■■■して提案する。 

■■■不開示部分■■■ 

されまた将来供託されるもの 

(三) 別に政府所有の朝鮮関係国宝若干の贈与，ほぼ合意に近づいた船舶

（２４隻約５９００トン）の贈与を考慮する。 

（注） 左記項目について韓国側より要求ある場合には，韓国側に残置せ

る財産と相殺すべきものなる趣旨をもって対処する。 

■■■不開示部分■■■ 

イ ③ 

 

※２ 通し番号１－１１８の⑦欄 

   ⑤欄記載の不開示部分のうち，次の部分 

  ア ① 

  イ ② 

  ウ ④のうち，下記の不開示部分④―１～④―１０，④―１７ 
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記 

  (2) 大蔵省の説明によれば，在外財産等報告書によって算出された朝鮮地域

関係私有財産は■■■不開示部分④－１■■■で，そのうち個人財産は

■■■不開示部分④－２■■■，法人財産は■■■不開示部分④－３■

■■であったとのことである。しかし，同省によれば，右算出の基礎と

なった報告書は， 

    (ｲ) 終戦直後の混乱期における報告であってその内容についての審査を

経たものではないこと。 

    (ﾛ) 証拠資料の添付が皆無に近いこと。 

    (ﾊ) 財産額の評価基準がまちまちで明らかに過大評価と認められる者が

あること。 

等の理由で客観度又は信憑度の低いものと認められ，したがて，これを

基礎として算出した上述の金額も客観性又は信憑性の点で疑問が多いと

のことである。 

     また，国有財産については，大蔵省において■■■不開示部分④－４■

■■という推定金額を算出しているが，これについても私有財産の場合

に似た疑問があるとのことである。 

     なお，上述の在朝鮮日本財産の南北区分については一切不明とのことで

ある。 

   (3) 米国政府よりは，終戦直後連合国最高司令部が日本側関係当局より資料

を提出せしめて集計した在朝鮮日本財産評価額として，次の数字の提示

があった。 

    (ｲ) 国有財産は，総額■■■不開示部分④－５■■■ 

      （以下１頁不開示） 

    (ﾆ) 個人財産は，■■■不開示部分④－６■■■ 

     以上(ｲ)ないし(ﾆ)を合計すれば，米側評価による在朝鮮日本財産は，■
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■■不開示部分④－７■■■また，各項目ごとの南北鮮比率の算定方法

その他の詳細は，何分終戦当時の混乱期のことでもあり，今になっては

必ずしも明確でないが，例えば，法人財産については大企業の場合は約

１，５００の大企業の地理的分布等から南鮮に■■■不開示部分④－８

■■■北鮮に約３分の２と算定し，他方，中小企業については，南鮮部

分に圧倒的に多かったので，■■■不開示部分④－９■■■の比率が算

定されたものと見られるとの補足説明があった。 

     なお，上述の米側提示の数字を当時の１ドル対１５円のレートに逆算し

て上記 (2)の日本側数字と比較すると，法人財産についてはほぼ一致し

ているのに反し，政府及び個人財産については日本側数字の方が多く，

従って総額においても■■■不開示部分④－１０■■■余り多くなって

いる。これは，政府及び個人財産，特に個人財産について連合国最高司

令部が日本側当局より資料を収集した後になって，新たに在外財産報告

書を提出した者があることもその一員ではないかと推測される反面，何

れの数字についても，上述のとおり，客観性ないし信憑性の点でかなり

の疑問があるので今になってこれらの数字の食い違いを詮索することは

余り意味がないと考える。 

   問２  １９５３年１１月の「世界の動き」特集号に載った先の数字の日本側

の額はどのような根拠によったのか。 

             記 

       日本が韓国から受け取るべき額  ■■■不開示部分④－１７■■■ 

       日本が韓国に支払うべき額      ■■■不開示部分④－１７■■■ 

       差引受取額                    ■■■不開示部分④－１７■■■ 
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※３ 通し番号１－１５４の⑦欄 

   ⑤欄記載の不開示部分のうち，次の部分 

ア ①中 

    (ｱ) ７頁（－７－）左から３行目から２行目まで（不開示部分①－３） 

    (ｲ) ８頁（－８－）の「（二）」の部分（不開示部分①－４）中，下記文

言と同一又は同様の部分（ただし，下記で「不開示部分」と記載した部

分を除く。） 

記 

     (二) 前記特定のものとして左記を個々の証拠書類確認の上，■■■不

開示部分■■■して提案する。 

        ■■■不開示部分■■■ 

       されまた将来供託されるもの 

    (ｳ) ８頁（－８－）の「（三）」の部分（不開示部分①－５）中，下記文

言と同一又は同様の部分（ただし，下記で「不開示部分」と記載した部

分を除く。） 

記 

     (三) 別に政府所有の朝鮮関係国宝若干の贈与，ほぼ合意に近づいた船

舶（２４隻約５９００トン）の贈与を考慮する。 

      （注） 左記項目について韓国側より要求ある場合には，韓国側に残

置せる財産と相殺すべきものなる趣旨をもって対処する。 

        ■■■不開示部分■■■ 

   イ ② 

   ウ ③ 

 

※４ 通し番号１－１７４の⑦欄 

   ⑤欄記載の不開示部分のうち，次の部分 
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ア ①のうち，下記の文言と同一の部分 

記 

     (3) 本試算額は韓国側要求を国際法上の原則に基づいて検討した結果，

有効と認められるものを列挙した。したがって，在韓日本資産の喪

失も考慮に入れていないし，また，韓国が当然に負うべき地方的債

務の額も，計算に入れていない。右を考慮に入れれば韓国側への支

払はゼロになる。 

     (4) 第一次及び第二次日韓会談で韓国側が対日請求権として主張した金

額は終戦時価格３３７億と推定される。（別紙二参照）。 

   イ ③のうち，通し番号１－１５７の文書で開示されている別紙二「韓国が

主張している対日請求権の内容と金額」と題する文書（全１０頁）と同

一の部分（ただし，通し番号１－１５７の文書の不開示部分を除く。） 
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※５ 通し番号１－２５７の⑦欄 

   ⑤欄記載の不開示部分のうち，次の部分 

   ア(ｱ) ① 

    (ｲ) ③中の 

     ａ １９頁の左葉（２８）上から７行目 

     ｂ ２８頁の右葉（４３）上から８行目 

     ｃ ３４頁の左葉（４８）下から６行目 

     ｄ ５６頁の左葉（９０）下から１１行目から８行目 

     ｅ ５６頁の左葉（９０）下から３行目 

     ｆ ６０頁の右葉（９９）下から１２行目 

     ｇ ６２頁の左葉（１０２）上から１７行目 

     ｈ ７１頁の左葉（１２０）下から１０行目 

     ｉ ８３頁の右葉（１３７）上から１３行目から１４行目まで 

     ｊ ８３頁の右葉（１３７）下から１０行目から９行目まで 

     ｋ ８３頁の右葉（１３７）下から３行目 

     ｌ ９８頁の左葉（１５２）上から１７行目 

     ｍ ９８頁の左葉（１５２）上から１９行目 

     ｎ ９８頁の左葉（１５２）下から３行目 

     ｏ ９９頁の左葉（１５４）下から７行目 

     ｐ １０１頁の右葉（１５９）上から５行目 

     ｑ １０１頁の右葉（１５９）下から２行目 

    (ｳ) ④中の 

     ａ ３５頁の左葉（５０）上から８行目 

     ｂ ３８頁から３９頁左葉（５８）の上から１４行目まで（同頁の左葉

（５８）上から２行目の不開示部分を含む。） 

     ｃ ４４頁の右葉（６９）上から１行目 



 154 

     ｄ ４４頁の右葉（６９）上から１０行目から１２行目まで 

     ｅ ４４頁の右葉（６９）上から１５行目 

     ｆ ４４頁の右葉（６９）上から１７行目 

     ｇ ４４頁の右葉（６９）上から１９行目 

     ｈ ６２頁の左葉（１０２）の上から２８行目から右葉（１０３）の上

から２１行目まで 

     ｉ ６４頁から６６頁の左葉（１１０）の下から１０行目までまで 

     ｊ ６７頁から６８頁の左葉（１１４）の上から７行目まで 

       別紙７の第１の５(4)ア(ｱ)で認定した「集団移入朝鮮人労務者数」

と同一のもの 

     ｋ ６８頁の左葉（１１４）の「（第２表）」部分 

     ｌ ７０頁の右葉（１１９）の下から４行目から７１頁の左葉（１２

０）までの「引揚援護庁「引揚援護の記録」より」との部分 

     ｍ ７２頁の左葉（１２２）の(ｲ)に相当する部分 

     ｎ ７３頁の左葉（１２４）の(ﾎ)Ｂに相当する部分 

     ｏ ７６頁 

     ｐ ８２頁の左葉（１３４）の下から８行目 

     ｑ ８４頁の右葉（１３９）の(a)の一覧表部分 

     ｒ ９８頁の右葉（１５３）の上から１６行目から２１行目まで 

     ｗ １０２頁上から１行目 

   イ ④中の 

     ａ ２５頁 

     ｂ ７２頁の右葉（１２３）の(ﾛ)に相当する部分 

     ｃ ７２頁の右葉（１２３）の(ﾊ)に相当する部分 

     ｕ ９５頁 
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（別紙４） 

請求文書目録 

 

1  日韓会談開始（1951 年 10 月）前の準備作業に関する全ての公文書 

2  第１次会談予備会談（1951 年）本会議会議録 

3  第１次会談予備会談（1951 年）在日韓国人国籍処遇問題会議録 

4  第１次会談予備会談（1951 年）船舶問題会議録 

5  上記以外の，第 1 次会談予備会談（1951 年）関連の全ての公文書 

6  第 1 次会談（1952 年）本会議会議録 

7  第 1 次会談（1952 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

8  第 1 次会談（1952 年）請求権委員会会議録 

9  第 1 次会談（1952 年）船舶委員会会議録 

10  第 1 次会談（1952 年）漁業委員会会議録 

11  第 1 次会談（1952 年）基本関係委員会会議録 

12  上記以外の，第 1 次会談（1952 年）関連の全ての公文書 

13  第 2 次会談（1953 年）本会議会議録 

14  第 2 次会談（1953 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

15  第 2 次会談（1953 年）船舶委員会会議録 

16  第 2 次会談（1953 年）請求権委員会会議録 

17  第 2 次会談（1953 年）漁業委員会会議録 

18  第 2 次会談（1953 年）基本関係委員会会議録 

19  上記以外の，第 2 次会談（1953 年）関連の全ての公文書 

20  第 3 次会談（1953 年）本会議会議録 

21  第 3 次会談（1953 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

22  第 3 次会談（1953 年）請求権委員会会議録 

23  第 3 次会談（1953 年）漁業委員会会議録 

24  第 3 次会談（1953 年）基本関係委員会会議録 

25  上記以外の，第 3 次会談（1953 年）関連の全ての公文書 

26  休会期（1953 年 10 月～1958 年 4 月）における日韓会談再開のための外交活

動に関連した全ての公文書 

27  第 4 次会談（1958～1960 年）本会議会議録 
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28  第 4 次会談（1958～1960 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

29  第 4 次会談（1958～1960 年）請求権委員会会議録 

30  第 4 次会談（1958～1960 年）漁業委員会会議録 

31  第 4 次会談（1958～1960 年）基本関係委員会会議録 

32  上記以外の，第 4 次会談（1958～1960 年）関連の全ての公文書 

33  第 5 次会談（1960～1961 年）本会議会議録 

34  第 5 次会談（1960～1961 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

35  第 5 次会談（1960～1961 年）請求権委員会会議録 

36  第 5 次会談（1960～1961 年）船舶委員会会議録 

37  第 5 次会談（1960～1961 年）文化財委員会会議録 

38  第 5 次会談（1960～1961 年）漁業委員会会議録 

39  上記以外の，第 5 次会談（1958～1960 年）関連の全ての公文書 

40  第 6 次会談（1961～1964 年）本会談会議録 

41  第 6 次会談（1961～1964 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

42  第 6 次会談（1961～1964 年）請求権委員会（一般請求権･文化財･船舶）会議

録 

43  第 6 次会談（1961～1964 年）漁業委員会会議録 

44  第 6 次会談（1961～1964 年）基本関係委員会会議録 

45  第 6 次会談（1961～1964 年）非公式会談会議録 

46  第 6 次会談（1961～1964 年）日韓予備交渉会議録 

47  第 6 次会談（1961～1964 年）開催期間における日･韓･米三国間の外交交渉の

記録 

48  上記以外の，第 6 次会談（1961～1964 年）関連の全ての公文書 

49  第 7 次会談（1964～1965 年）本会談会議録 

50  第 7 次会談（1964～1965 年）在日韓国人法的地位委員会会議録 

51  第 7 次会談（1964～1965 年）請求権及び経済協力委員会会議録 

52  第 7 次会談（1964～1965 年）漁業委員会会議録 

53  第 7 次会談（1964～1965 年）基本関係委員会会議録 

54  第 7 次会談（1964～1965 年）非公式会談会議録 

55  第 7 次会談（1964～1965 年）時の椎名悦三郎外相訪韓関連の公文書 

56  第 7 次会談（1964～1965 年）時の李東元外相訪日関連の公文書 
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57  第 7 次会談（1964～1965 年）時の条文作成のための会合関連の公文書 

58 上記以外の，第 7 次会談（1964～1965 年）関連の全ての公文書 

以上 
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（別紙７） 

    本件各文書の一部開示部分又は韓国側開示文書で既に公にされている当該

試算・査定の額の前提とされた実測的又は統計的な金額・数値等 

 

 前注：括弧内の記載は，当該事実を認定した証拠である。 

    また，韓国の対日請求８項目については，対象項目を網羅的に掲げてある

が，他の対象項目でまとめて議論されるなどしたため，当該項目に具体的記

述がされていない部分もある。 

 

第１ 韓国の対日請求８項目 

 １ 第１項（朝鮮銀行を通じて搬出された地金と地銀の返還を請求する。）関係 

   ア 基礎となる数額 

    (ｱ) 地金銀の数量（乙Ａ３７６［－１３－］） 

     ａ 地金 ２４９，６３３，１９８．６１ｇ（約２４９ｔ） 

     ｂ 地銀  ６７，５４１，７７１．２０ｇ（約６７ｔ） 

    (ｲ) 地金銀の価格（乙Ａ３７６［－１３－］） 

     ａ 地金 終戦時評価額（１ｇ＝３円８５銭）    ９６２百万円 

          現在評価額（１ｇ＝４０５円）  １０１，１０１百万円 

     ｂ 地銀 現在評価額（１ｋｇ＝１１千円）     ７４３百万円 

    (ｳ) 鮮銀大阪支店預託の地銀について（乙Ａ８２［－３８－］） 

      約２０ｔ（２億円相当） 

   イ 日本側の査定 

     ０（乙Ａ３４４） 

 ２ 第２項（１９４５年８月９日現在の日本政府の対朝鮮総督府債務の弁済を請

求する。）関係 

  (逓信局関係） 
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  (1) 郵便貯金，振替貯金，郵便為替 

   ア 基礎となる数額（甲１４４［－１１－］） 

            金額（千円） 左記金額中日本人に 

                   支払われた金額（千円） 

    (ｱ) 郵便貯金  1,123,183     936,171 

    (ｲ) 振替貯金    176,809            3,520 

    (ｳ) 郵便為替        1,671           12,672 

    (ｴ) 合計        1,301,663          953,363 

   イ 日本側の査定 

     郵便貯金等の総額１３億０１６６万３０００円から日本人に対する支払

額９億５３３６万２０００円を差し引いた３億４７８０万円を原則として

支払う（甲１４４［－１１－及びその前後］）。 

  (2) 国債及び貯蓄債券等 

    特になし 

  (3) 朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係 

   ○ 基礎となる数額及び日本側の査定 

     朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係の１９４５年１１月３０日現在総額

は１２４百万円（１億２４００万円）である（甲１４４［－１４－及びそ

の前後］）。 

  (4) 海外為替貯金及び債券 

    特になし 

  (5) 太平洋米国陸軍総司令部布告第３号によって凍結された韓国受取金 

    特になし 

 ３ 第３項（１９４５年８月９日以後韓国から振替又は送金された金員の返還を

請求する。）関係 

  (1) ８月９日以後朝鮮銀行本店から在日本東京支店へ振替又は送金された金員 
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    特になし 

  (2) ８月９日以後，在韓金融機関を通じて日本へ送金された金員 

    特になし 

 ４ 第４項（１９４５年８月９日現在韓国に本社，本店又は主たる事務所があっ

た法人の在日財産の返還を請求する。）関係 

  (1) 連合国最高司令部閉鎖機関令によって閉鎖清算された韓国内金融機関の在

日支店財産 

  (2) ＳＣＡＰＩＮ１９６５号によって閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財

産 

   ○ 基礎となる数額（上記(1)及び(2)につき） 

     これらの具体的な金額は不明であるが，「日本側は，（中略）「旧朝鮮

に本店又は主たる事務所を有していた法人の旧朝鮮人株主に対する残余

財産の分配留保額」（第９回小委員会に提出）を含む諸種の資料を提出

した」とされており（乙Ａ３３６［「韓国の対日請求要綱」との書き出

しの一覧表の６枚目］），当該資料が韓国側開示文書として既に公にさ

れているものと推認することができる。 

 ５ 第５項（韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債，

公債，日本銀行券，被徴用韓人の未収金，補償金及びその他の請求権の弁済を

請求する。）関係 

  (1) 日本有価証券 

    特になし 

  (2) 日本系通貨 

    特になし 

  (3) 被徴用韓国人未収金 

   ○ 基礎となる数額及び日本側の査定 

     韓国側が提出した１９５０年のＳＣＡＰ書簡に示してある未払金額（２
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３７百万円）を日本側で精査した結果については，国立公文書館つくば分

館において一般に公開されている史料「経済協力・韓国１０５」（②６５

－０００１－１２６９８）において，要旨下記のとおり記録されている

（甲１４４）。 

記 

    四 司令部渉外局から在日韓国ミッションに通知された 237,000,000 円は，

司令部からの Claim from Korea の覚書に基づいて，１９４９年（昭和

２４年）１２．２１Ｃ・Ｐ・Ｃに大蔵省より報告された左記のような内

容 

          の司令部算出推定 

調査先 件数 債務額概算（円） （円） 

 国家地方警察本部 

 運輸省中央気象台 

 郵政省 

 

 

 

 農林省（林野庁） 

 

 

 宮内庁 

 

 

 運輸省（船員局） 

 法務府 

   ２ 

     １ 

     ２ 

     ４ 

    １１ 

    １７ 

     １ 

     １ 

     ２ 

    ２４ 

    ２７ 

  ５１ 

   ３１１ 

 127,161 

     1,708.00 

      2,400.00 

        304.73 

        555.67 

        362.46 

      1,222.86 

        532.00 

         58.00 

        590.00 

      4,780.11 

      3,123.75 

    7,903.86 

    417,500.00 

 60,047,992,43 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8,005.86 

 530,700.00 
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 旧陸軍  

 旧海軍 

 労働省 

   

  

 供託済み 

 郵便貯金 

 銀行預金 

 有価証券 

 未払金 

   2,075 

 129,236 

 

  55,823◎ 

 

 

 総合計 

 

 

 

 

 

    940,150.50 

 60,988,142.93 

  9,000,000.00 

 56,301,431.77 

110,843,254.53 

 (4,582,401.54 

237,564,153.95 

  4,582,401.54 

  9,450,428.03 

     13,465.49  

     55,448.57 

 96,741,510.90 

 

 

 

在外会社 

  7,397,721.48 

閉鎖機関 

    240,383.22 

その他 

  3,908,272.34 

 

 

 

     （中略） 

      労働省報告は，次のような錯誤があった。 

        未払金  92,130,4 千円 

        郵便貯金  7,156,4 千円 

            計 99,286,9 千円 

      実際は，下記のようになる。 

        供託済み  4,582,4 千円 

        未払金     4,611,1 千円 

                郵便貯金     229,4 千円 

                銀行預金      13,5 千円 

                有価証券      55,4 千円 

                労働省 計 11,555,4 千円 

      したがって，（総）計額は，138,271,8 千円となる。 

  (4) 戦争による被徴用者の被害に対する補償 
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   ア 基礎となる数額 

    (ｱ) 移入朝鮮人労務者数等 

     ○ １９３９～４５の移入朝鮮人労務者数（甲１４３の１） 

厚生省勤労局   

        Number of Korean Contract Workers Brought Into Japan 

         Proper Annually  by Type of Work Assigned, 1939-45 

Type of work 

assigned 

 

 

  Year 1 

 

 

 

 

Total 

number 

 

Coal 

Mining 

 

Metal 

Mining 

 

Construc-t

ion and ci

vil 

engineer-i

ng 

other 

work 

including f

actories 

 

1939・・・  38,700  24,279   5,042    9,379  

1940・・・  54,944  35,431   8,069    9,898     1,546 

1941・・・  53,492  32,099   8,988    9,540     2,865 

1942・・・ 112,007  74,576   9,483   14,848    13,100 

1943・・・ 122,237  65,208  13,660   28,280    15,089 

1944・・・ 280,304  85,953  30,507   33,382   130,462 

1945 2・・・   6,000   1,000      2,000     3,000 

total 1939-4

5 3 

667,684 

 

318,546 

 

 75,749 

 

 107,327 

 

  166,062 

 

    １－Fiscal year commencing on 1 Apr. of year indicated and ending 

            31 Mar. of following year 

    ２－Estimated for first quarter of fiscal year(April through June) 

    ３－Total number brought into Japan. Number of Koreans leaving 

            Japan or transferring from previously assigned industry not 

            available 
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                     Source: Date submitted by labor Bureau, 

                             Welfare Department 

      米国戦略爆撃調査団著 

      ”戦時日本の生活水準と人力の活用”Ｐ１３０付属表 

 

     ○ 朝鮮人労務者対日本動員数調（甲１４３の１） 

 

  年 度 

 

計 数 

 

石炭山 

 

金属山 

 

土 建 

 

工場 

その他 

  計 

 

昭和１４年  85,000  34,659   5,787  12,674   53,120 

昭和１５年  97,300  38,176   9,081   9,249   2,892  59,398 

昭和１６年 100,000  39,819   9,416  10,965   6,898  67,098 

昭和１７年 130,000  77,993   7,632  18,929  15,167 119,821 

昭和１８年 155,000  68,317  13,763  31,615  14,601 128,296 

昭和１９年 290,000  82,859  21,442  24,376 157,795 286,432 

昭和２０年  50,000     797     229     836   8.760  10,622 

    計 907,300 342,620  67,350 108,644 206,073 724,787 

       

終戦時現在  121,574  22,430  34,584  86,794 365,382 

      備考 １．昭和１９年計画数年度中途において 326,000 に変更せられ

たり 

         ２ 昭和２０年計画は第１４半期計画として設定せられたもの

である。                             

         大蔵省管理局編「日本人の海外活動に関する歴史的調査」の朝

鮮編第２１章「戦争と朝鮮統治」より。 
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     ○ 移入朝鮮人労務者数（昭和２０年３月末）（甲１４３の１） 

 

項 目    総  数  募   集 徴用あっせん 

   割当認可数    711,505    195,204    516,301 

    移入者数    604,429    148,549    455,880 

    減 耗 数    328,567    129,074    199,493 

（期間満了）    (52,108)    (32,445)    (19,663) 

（不良送還者）    (15,801)     (7,137)     (8,664) 

（逃走者）   (226,497)    (78,181)   (148,816) 

  所在不明    209,750     70,438    139,312 

   発見送還者      4,121      2,760      1,361 

   復帰者     12,626      4,983      7,643 

 

減 

 

 

 

耗 

 （その他）    (46,306)    (16,294)    (30,012) 

   現 在 数    288,488     24,458    264,030 

     注 計算が少し違うが原文のまま 

     内務省警保局「特高月報」昭和２０年５月（？）より。 

 

     ○ 終戦時集団移入半島人 ３２２，８９０名（甲１４３の１） 

        厚生省提出「大東亜戦争下における就労状況」より 

       （昭和２０年第８８臨時国会配布の政府作成資料） 

 

     ○「朝鮮人軍人軍属復員及び死亡統計表」（甲１４３の１，乙Ａ１０８

［－１３１－］） 

厚生省援護局      

身 分 復 員 死 亡 計 
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陸 軍 人       89,108       5,870     94,978 

 軍 属       45,404       2,991     48,395 

軍   計      134,512       8,861    143,373 

海 軍 人       21,008         308     21,316 

 軍 属       64,639      13,013     77,652 

軍   計       85,647      13,321     98,968 

合 軍 人      110,116       6,178    116,294 

 軍 属      110,043      16,004    126,047 

計   計      220,159      22,182    242,341 

 

     ○ 「朝鮮人関係文官恩給計数」（甲１４３の１） 

３７．２．９ 

アジア局北東アジア課 

  国 庫 支 弁  

 

 

恩給局長 

裁  定 

朝鮮総督 

道知事裁定 

 

地方費支弁 

 

 

 合  計 

 

既 裁 定  2,404    6,851     560     9,815 

年 金 

 

       8,032 

 

    349 

 

    8,381 

 

未

裁

定 

 

一時金 

 

       8,626 

 

  10,588 

 

   19,214 

 

合   計       25,913   11,497    37,410 

 

     ○ 「集団移入朝鮮人労務者数」（乙Ａ２６４［－４１－］） 

      １ 総数 ６６７，６８４ 
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      ２ 終戦時現在数  ３２２，８９０ 

      ３ 集団移入の種類 

        種  類      期   間     人 員 

        総  数   1939 年 9 月－1945 年 4 月頃  667,684 

        自由募集      1939 年 9 月－1942 年 2 月頃    148,549 

        官あっせん    1942 年 2 月－1944 年 8 月頃    約３２万 

        国民徴用      1944 年 9 月－1945 年 4 月頃    約２０万 

      ４ 昭和２０年３月末移入労務者現在員数 

        移入者数       ６０４，４２９ 

        減耗数                ３２８，５６７ 

          帰還満了帰鮮者      ５２，１０８ 

                    不良送還者          １５，８０１ 

          職場離脱者        ２２６，４９７ 

           所在不明者      ２０９，７５０ 

       内訳  発見送還者          ４，１２１ 

           復帰者          （１２，６２６） 

          その他              ４６，３０６ 

        現在員数              ２８８，４８８ 

    (ｲ) 補足説明 

     ａ 朝鮮人軍人軍属の復員，死亡別人員数 

       上記「朝鮮人軍人軍属復員及び死亡統計表」のとおりである（乙Ａ

１０８［－１３２－］）。 

     ｂ 徴用労務者数 

       上記各表によれば，「昭和２０年２月までの労務者移入総数は大体

６４万程度となり，同年３月～８月の終戦までの移入数を適当に推定

すれば，終戦までの移入総数は６５万～７０万程度と推定される。上
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記移入総数は，前記総督府の資料である送出労務者数７２万５０００

名とも大差のないものである（送出総数が日本の移入総数より多数な

のは，輸送途次の逃亡者の多かったこと，及び日本以外の南洋，樺太

等に送り出されたものが移入数には入っていないこと等に基因するも

のと思われる。）。韓国側の提示した移入労務者６６万７６８４名

（米国戦略爆撃調査団「戦時日本の生活水準と人力の活用」引用数

字）も必ずしも不正確とはいえないもののごとくである。」とされて

いる（乙Ａ１０８［－１３３－］）。 

    ｃ 第二次世界大戦中に動員された陸軍のうち傷病軍人として恩給を受け

たものの累計 

      陸軍の動員数７００万のうち昭和３７年当時までに傷病軍人として恩

給を受けたものの累計は１６万（乙Ａ２６４［－５０－］） 

   イ 日本側の査定 

    (ｱ) 労務者見舞金 

    (ｲ) 復員軍人軍属見舞金 

    (ｳ) 死亡軍人軍属弔慰金 

    (ｴ) 死亡軍属年金 

      いずれについても特になし。 

  (5) 恩給（「韓国人の対日本政府請求恩給関係その他」その１） 

   ○ 基礎となる数額及び日本側の査定 

    (ｱ) 文官恩給 

     ○ 韓国人官吏に対する恩給等諸未払金は，日本恩給局によれば約５億

円（甲１４４［－６－］） 

    (ｲ) 軍人恩給 

      特になし 

  (6) 寄託金（「韓国人の対日本政府請求恩給関係その他」その２） 
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   ○ 基礎となる数額 

    (ｱ) 税関に預託された通貨類 

      韓国側提示の数値（１０５１万０２２０円）とほとんど同額である

（乙Ａ３４３［－１７－］）。 

    (ｲ) 鮮銀券と交換した日銀券 

      韓国側提示の金額（４８７１万４９６０円）と符合する（乙Ａ３４３

［－１７－］）。 

    (ｳ) 旧在日本朝鮮人連盟所属の財産であった預貯金等 

      法務省民事局第五課長作成の昭和３７年２月２８日付け「旧在日本朝

鮮人連盟に対する帰国朝鮮人の寄託金に関する件」と題する文書には，

要旨「① 終戦直後に帰国した韓国人が旧在日本朝鮮人連盟に総額５４

５５万円を寄託した事実は認められないが，② 旧在日本朝鮮人連盟所

属の財産であった預貯金は２７７万１３７２円２１銭，現金は４０万７

４２４円１銭であり，合計３１７万８７９６円２２銭が国庫に帰属し，

③ 解散団体に指定された旧Ｚ９９同盟の所属財産であった預貯金６９

３２円７４銭，現金９５０１円９６銭，合計１万６４３４円７０銭が国

庫に帰属した」旨記録されている（乙Ａ１８２［－３－］）。 

    (ｴ) 在日朝鮮銀行券の処理状況 

      在日朝鮮銀行券の処理は，次のとおり総司令部の指令に基づいて行っ

た（乙Ａ２６４［－２１－］）。 

     ① 韓国銀行のＺ３０２氏立会で焼却した分 

       昭和２１年 ３月１１日   １４９９万９２００円 

       昭和２１年 ４月    ３億０６００万円 

     ② 総司令部に返還した分 

       昭和２３年 １月２３日    １０１万円 

     ③ パルプ化した分 



 170 

       昭和２３年１１月２２日 １億６２３２万３５００円 

  (7) 韓国人の対日本人又は法人請求 

    特になし 

 ６ 第６項（韓国人（自然人及び法人）の日本政府又は日本人（自然人又は法

人）に対する権利の行使に関する原則）関係 

   特になし                   

 ７ 第７項（前記所在産又は請求権から生じた諸果実の返還を請求する。）関係 

   特になし 

 ８ 第８項（前記の返還及び決済は協定成立後即時開始し，遅くとも６か月以内

に終了すること）関係 

   特になし 

 

第２ 日本の韓国に対する請求 

 ○ 在朝鮮日本財産（乙Ａ１０８［－２３８－以下］，Ａ１８３［－５６－（原

ページでは－１０９－）］） 

  ア 昭和３０年７月のアジア局第１課の「日本の在外財産状況」 

   (ｱ) 在朝鮮日本財産の推定額につき，１９４５年価格により，<ｱ>国有財産

１９２億６５００万円，<ｲ>法人財産５２１億０８２５万４０００円（在

外財産調査会資料），<ｳ>個人財産１９２億０４７４万円（昭和２０年大

蔵省令第９５号「在外財産等の報告に関する大蔵省令」に基づく報告の集

計）の合計９０５億７７９９万４０００円としている。 

     なお，引揚者又は法人等の個人以外企業体からの上記在外財産等の報告

に関する大蔵省令に基づく報告は「在外財産等報告書」によって行われた

が，「在外財産等報告書」の性格については，<a> 報告書には積極財産

のみが記載されており，債務等消極財産の記載はほとんど皆無である，<b

> 報告書に記載されている財産額はいずれも報告者自身の一方的な報告
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の数字そのままであり，当該財産の所有権についていかなる証拠書類も添

付されていない，<c> 価格はおおむね終戦時の評価額であるが，財産の

評価時期，評価方法，評価額等は，報告書によりまちまちであり，その評

価額の正当性は何ら立証されていない，<d> 現地通貨により表示された

報告額については，終戦時の本邦円への推定換算レートで換算してあると

されている。 

   (ｲ) 在朝鮮日本人個人財産調査会の調査結果 

     上記のうち，個人財産につき２５１億１１５５万３０００円としている。 

     なお，在朝鮮日本人個人財産調査会は，朝鮮引揚者中の有識者によって

組織されたものである。 

  イ 日本政府が１９６１年（昭和３６年）１１月に米国から入手した１９４５ 

      年（昭和２０年）８月現在の在韓日本財産目録 

   総  額   南 朝 鮮   北 朝 鮮 

 総  額 

 国  有 

 法人所有 

 個人所有 

 5,246,495,036 

   998,226,680 

 3,544,068,356 

   704,200,000 

 2,275,535,422 

   449,202,006 

 1,333,393,416 

   492,940,000 

 2,970,959,614 

   549,024,674 

 2,210,674,940 

   211,260,000 

 

以上 

 


